
4-1001

ビジネスプロ トコルの調査研究報告書

一 新 しいEDIの 確 立 に向 けて 一

平成5年3月

財団法人 日本情報処理開発協会

産業情報化推進センター

c

/





、

,

9





は じ め に

現代 の企業経 営において、情報処理を どの ように活用 してい くかは、 もっとも重要な問題 で

ある。生産 の分野 あるいは事務処理 の分野 に コンピュータを導入す るこ とに よる効果は、計 り

知れ ない ものが あ り、今 日で は、 コンピュータのない企業経 営を考 え る ことはで きない と言 っ

て もよいだ ろ う。

そ して、企 業におけ る コンピュータの導入 は、新 しい段 階を迎 えつつ ある。1960年 代 か ら始

ま った企業 への コンピュータの導入 は、バ ッチ処理、 オンライ ン処 理 の段階を経て社 内ネ ッ ト

ワークの構築 へ と進 んだ。今、 もっとも新 しい コンピュータ処 理はEDIで ある。EDI(Electro-

nicDataInterchange)は 、企業 間ネ ヅ トワー ク上 に構築 され るアプ リケー シ ョンの一 つ で あ

る。

EDIは 、企業 間のデ ータ交 換、例えば受 発注書類の交換や納 品/検 収書 の交換 な どを効率化す

るために必要 な アプ リケーシ ョンで、企業 の取 引活動に大 きな影響を与 える ものであ る。EDI

を導入す ることで、オフ ィース業務 の効率化 や労働時間 の短縮そ して生産 リー ドタイムの短縮

や販売在庫の縮小 が可能 になる ことが よ く知 られているが、 さ らに、業務形態や産業構造の変

化 まで引 き起 こす可能性が ある ことが指摘 され るよ うになっている。EDIは 、第一 に 日常 業務

に大 きな影響を与 え る情報処理 であ ることを認識 しなけれ ばな らない。

我が国では、1980年 代初 めか らEDIの 導入が始 まったが、それか ら10年 を経過 し、第2段 階

のEDIが 実用化 しつつあ る。第1段 階のEDIは 、 どち らか と言えば実現す る ことに重点が置 か

れ、可能 なか ぎ り単純 で安価 な システ ムと して構築 された。 当然機能 的に も単純 な体系 である。

しか しそ の後、標 準化 の重要 性の認識 、 よ り高機能な体 系 の必 要 性 の発 生 そ して技術 の進 歩

(ハ ー ドウェアの高性能化 な ど)等 に よ り、新 しいEDIの 構 築が必要 にな りそ して可能にな っ

た。

本報告書 では、我が国の新 しいEDIの 基礎 となるCII標 準の構築経過お よび新 しいEDIの 体

系 につ いてま とめた。

最後 に、本報 告書を まとめ るに当た って ご協力をいただいた関係各 位に対 し、感謝の意を表

す る。

平 成5年3月

産業情報化推進センター



、



目 次

1.CII標 準 の 確立

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

固定 フ ォーマ ッ トか らの脱却

EIAJ標 準化作業 とEIAJシ ンタ ックスルール の開発

EIAJ-EDIサ ー ビス の 出現

EIAJシ ン タ ックス ル ー ル か らCIIシ ンタ ック スル ール へ

CII標 準の確立

2.EDIの 現 状

2.1広 が るEDI

2.2

2.3

オープ ンシステ ムにおけるEDIの 位置づ け

新 時 代 へ 向 け て のEDIの 構 築 と課 題

3.イ ンタ ラ クテaブEDI

3.1イ ンタ ラク テ ィブEDI(1-EDI)の 必 要 性

3.21-EDIの 実 現 に 向 け て

3.3

3.41-EDI実 現 に 至 る課 題

4.設 計 ・画 像EDI

4.1

4.2設 計 ・画 像EDIの 現 状

4.3

EDIの 進化を踏 まえた態様

実現段階に達 した設計 ・画像EDI

設計 ・画像EDIの 実現に 向けて

5.業 際EDIパ イ ロッ ト ・モデル の調査研 究開発

5.1目 的 と 概 要

5.2物 流 の 現 状

5.2.1

5.2.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4

5.4.1

5.4.2

物流効率化についての問題点

物流に係わるEDIの 現状

調査研究開発概要

電子機器業界における実験概要

流通業界における実験概要

CH-UN/EDIFACT相 互 コ ンバ ー ジ ョン

実験結果と課題

実験結果と課題

来年度の実行計画

1

4

5

7

0
V

3

Ω
U

O
V

-
⊥

-
↓

-
⊥

つ
0

0
0

0
0

(
U

り
白

リ
ム

リ
白

貝
U

り
O

亡
O

う
0

5

【
O

C
U

5

6

6

0

3

3

3

5

2

2

5

6

6

6

7

8

8

9

0

1

1

1

1

1
⊥

1

1
⊥





1.CII標 準 の 確 立





1.CII標 準 の 確 立 ま で

1.1固 定 フ ォーマ ッ トか らの脱却

(1)業 界VAN構i築 と問題 の発 生

多 くの大手企業 では昭和60年 までに社 内の統合 システ ムの構築 に一 区切 りをつけ、 さ

らに戦 略的な情報化 についての検 討が始 まっていたが、その大 きな 目玉 が企業間 ネ ッ ト

ワー クの構築 であ った。企業 間ネ ッ トワークの基本的な形態 は、 自社 の コンピュータ と

取 引先 の コンピュー タとでネ ッ トワークを形成す るものであ るが、第一段階 は 自社 の端

末 を取 引先に設置す ることか ら始 まった。 このネ ヅ トワークを用 いて受発注 な どの取 引

デー タを交換 し、業務 の効 率化 を進め よ うとす るのが 目的で あるが、受発注 ネ ッ トワー

ク等 では、取 引先 のすべてが一 つのネ ヅ トワークで結 ばれて いる必要 があ り、そのため

には少 な くとも一つ のネ ッ トワークが一 つの業界を カバ ー している必要 があ り、 この理

想的 とも言え る企業 間ネ ッ トワー クを業界VANと 呼んだ。大 手企業 では、 自社 を 中心

とした業界VANの 構築 を 目標 と して、先 を争 って企業 間ネ ヅ トワー クの構 築 に着 手 し

た。

一方
、業界VANの ように一つ の業 界全体を カバーす るネ ッ トワークを今 後 の社 会 的

イ ンフ ラとして整備す る必要 があ り、それぞれの業種/業 界のVANを さ らに統 合 して産

業界全体 を一つ のネ ッ トワー クで カバーす る必要があ るとい うことが、提案 され るよ う

にな っていた。特定企業 が業界VANを コン トロールす る よ うにな った場 合、業 界 内の

自由競争 が制 限 され る可能性 があ り、企業間ネ ヅ トワー クは産業界共通 のイ ンフラと し

て存在す べ きだ とい う点 が強調 されていた。具体的な実現方 法 としては、最初に業界 ご

とのネ ッ トワー ク(業 界VANに 相 当)を 構築 し、それ らを さらに結合 して産業 界 全 体

を ネ ッ トワー クで結合す る2段 階発展論 が現実的 とされ た。

いずれ に して も業界VANの 構築 は、産業界ネ ッ トワー ク化 の最初 のステ ップの実 現

で あ り、大手企業や新興 のVAN事 業者 に とって大 きな ビジネス 目標 であ った。 もっ と

も、業界全体 をカバ ーす るネ ッ トワークの構築 ともな ると、超 大手企業 で も一社で構 築

す るのは困難 で あ り、 同業 他 者 との 連携 やVAN事 業 者 との共 同 フ。ロジ ェク トな ど、

様 々な構築主体が 出現す ることにな り、企業間 ネ ッ トワー クの構築 は次第 に特定企業の

私的 プ ロジェク トか ら公 的性格 を帯びたプ ロジ ェク トに変化 してい った。業 界VAN構

築で の基本 的解決課題 は、

① 関係者 の間 で業界VAN構 築 の合意を まとめ ること。
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② 各種標準化。

の2つ であるが、多 くの業界VANは ①、② ともに不 完全 な まま構築 され、業界VANと

い うよ りは、企業 グル ープネ ッ トワークとも言 うべ きものにな った。例 えば①で は、主

な関係者 の完全 な合意を形成す るのは大変難 し く、 中途半端 な合意 で見切発車せ ざるを

得なか ったのが実態 であ り、同 じ業界 内で意見 の合わ ない2つ 以上 のグル ープがそれぞ

れ業界VANを 構築 し、本 来一 つの業界に一 つの業 界VANで あるべ きところに、2つ 以

上 業界VANが 構 築 され る結 果 にな った。 こ うい う状 況 下 で は、② に つ いて も業 界

VANご との標準が形成 されVANご との統一 規格に留 まるこ とな り、今 日、業 界VAN

間の接続に よるネ ッ トワー ク業 界一本化 の大 きな障害 にな ってい る。

す なわち業 界VANの 構築 は、それ まで の大企 業 に よ る系 列 ネ ッ トワー クか ら公 的

ネ ッ トワー クへの第1歩 にはな ったが、業界一本化 の調整 で大 きな課題 を残 した。

(2)業 界一本化 の問題

業界一本化 とは、同業者 間 の利害調整 であ る。 この調整が簡単ではない ことは容易に

想像 され るが、い くつかの調整が難 しい項 目を あげ ると以下 の ようにな る。

① 営業政策 の問題

業界一本化 の調整では、業界 内の有力大手企業 の合意が必要で ある。 しか し、それ

らの大手企業 は互 いに競争 関係 にあ り、営業政策上 の一つ であるネ ッ トワーク構築 内

容につ いて合意を ま とめ るのは非常に難 しい。例 えば、一本化 とは ネ ヅ トワー クの機

能設定 も一本化す る ことを意味 してお り、大手企業各社 の思惑 を全 て満たす機能設定

をす ることは通常不可能 で、妥協 が成立 しない ことが しば しばある。

② 指導者 の問題

複数 の企業 が共 同で業界VANを 構築す る時で も、誰 かが提案書 の作 成 や設 計 を始

め とす る先立 ちの作業 を行 わなけれ ばな らない。 あ る有志 と称す る企業 が引 き受 け る

場合 と第3者(情 報処理 ベ ンター)に 委託す る場 合があ る。前者のケ ースでは、有志

企業 自身が有利 な提 案を してい るのではないか とい う疑 いが発生す ることが よ くあ り、

後者の ケースでは、 どこのベ ンダーに委託 す るかで もめ る ことが よ くある。

③ 規格の統一

業界VANを 構i熱す るために、少な くとも業界VAN内 で の規格 は統 一 しな け れ ば

な らない。 この規格 の設定 は、業界VANの 機能設定 と密接に関係 してい る。そ こで、

業界VANの 機 能設定で妥協 がで きなか った時 は、規格 の設定 を巡 って も紛 糾 す る可

能性が大 き く、妥協 に失敗 し一つ の業界 に複数 の業 界VANが 構築 され た場 合 、一 般
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的に異 な る規 格が使われ る。

(3)解 決方法

昭和60年 か ら62年 にかけ ては多数の業界VANが 構築 され ているが、様 々な 問題 に つ

いて、新 たな工夫 がなか ったわけではない。 昭和60年 以前 の業界VANは 、 共 同 システ

ムとい う性格 が一般 的で あったが、次第にデー タ交換 システ ムとい う形 に変わ ってい っ

た。共 同システ ムとい う性格では、 システ ムの機能設定 を巡 っての調整 が難 しいので、

ネ ッ トワー クの基本機能 で あるデ ータ交換 だけに絞 ってい った結果 であ る。 昭和60年 に

設計 された代表 的業 界VANで あ る 日用 品雑貨業界 のrフ 。ラネ ッ ト』 は、 基本 的 にデ ー

タ交換機能だ けにな ってい る。 同時期 に構想 が決め られた家電業界 の 『E-VAN』 も同

様で ある。

業 界VANの 機 能 をデータ交換 だけに限定 し、業界VANの 機 能 設定 時 の妥 協 を容 易

に したので ある。

(4)規 格 の問題

業界VANの 機 能設定が比較的容易にな った ところで中心的課題 にな って きた の が、

規格 であ る。業 界VANの 機能をデ ータ交換だけに限定 した段 階で、 この ネ ッ トワー ク

は紛れ もないEDIネ ッ トワー クになっているが、それだけに技術的規格 が相対的 に大 き

な問題 にな って くる。問題 にな る規格は、通信 システ ムとデー タコー ドとフ ォーマ ヅ ト

である。幸い、通信 システ ムについては、J手 順や全銀手順 が実用化 していた こと と比較

的に安価 であ ったため、殆 どの場 合 これ らを採用す ることで妥協 が図 られていた。一方、

データ コー ドとフ ォーマ ッ トについては、チ ェー ンス トア協会 の業 界標 準(デ ータ コー

ドとフ ォーマ ッ ト)が チ ェーンス トアを中心 とす る業 界 に普 及 し始 め て お り、 これ を

ベースにす る ことが一 般的で あった。 しか し、 この フ ォーマ ッ トは固定 フ ォー マ ッ トで

冗長性が少 ないため、チ ェーンス トア以外 の業界 では多かれ少 なかれ改造す る必要が あ

り、扱 う商品 の性格 がチ ェーンス トア業 界 とは大 き く異 なる とい う理 由で、家電業 界で

は 『E－フ ォーマ ッ ト』とい う独 自のフ ォーマ ッ トを開発 し、後 日、百貨店業 界 も同 じ理

由で独 自フ ォーマ ヅ トを開発 してい る。

固定 フ ォーマ ッ トで も冗長性 を持 たせ、複数 の業界 の共通化 を行 うことは可能で ある

が、デ ータ長 が長 くな り有効デ ータの含有率 が低下 して、経済性 が悪 くな るとい う欠点

が ある。経済性 を考慮 す ると、特定業 界あ るいは業界VANご との専用 の フ ォーマ ッ ト

を開発す る必要性 が ど うして も発 生す る。 この問題 の解決 は、可変長方式 のフ ォーマ ヅ

トの開発 まで、持 ち越 され ることにな った。
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1.2EIAJ標 準化作業 とEIAJシ ンタ ックスルール の開発

(1)従 来手法に よる標 準化作業

電子機器業界では、以前か ら聞 日本電子機械工業会(EIAJ)で 、組立 メー カー と部 品

メーカー間 の取引におけ る帳票標準化 の問題 に取 り組 んでいたが、効果 的な解決策 を見

いだせ ないでいた。昭和60年 前後 になる と、大手組立 メーカーがそれぞれ独 自に部 品発

注 ネ ッ トワー クの構築を始めたた め、大手部 品 メーカーを中心 に標 準化 の機運 が高 ま り、

昭和62年 か ら具体 的な検討が開始 された。 この検討 では、それ まで解決策を見いだせな

か った帳票標準化 を棚上げ し、 ネ ッ トワークにおけ るデー タ交 換 フ ォーマ ッ トの標準化

を 目標 にす る ことで実現性 を高 め よう とした。

標準化 のベ ースは従来手法(固 定 フ ォーマ ッ ト)と し、主 と して技術的検討に よ り目

標を達成 しよ うと したが検討 開始後約半年 で行 き詰 ま り、抜 本的 な対策 が必要 にな った。

かな り強引な妥協の もとに策 定 された フ ォーマ ヅトの一次案 は、それ で もデータ長 が長

過 ぎて実用的 とは言 えない とい う評価に な り、 データ項 目の見直 しも行 われたが、デ ー

タ長 を短縮す る妙手は見つか らず 、や は り標準化 は無理だ とい う空 気が支配的にな って

い った。

(2)可 変長 フ ォーマ ヅ トの開発

標準化 を諦 め るか新 しい技術 の開発で解決す るかの二者択一 の状況 のなか で、 と りあ

えず新 しい技術 の適用 について検討す ること とし、可変 長 フ ォーマ ヅ トの検討が始 ま っ

た。主にANSIX.12を 参考 にEIAJシ ンタ ヅクスル ール が 開発 され 、一 次 案 の フ ォー

マ ッ トをEIAJシ ンタックスル ールに載 せ ることで、デー タ長 につい て は問 題 を解決 で

きる ことが判明 した。 しか し、可変長処理 を含む シス テ ム系 が必要 とな るた め、一 般

ユーザ ーの手に は負 えない とされ(今 で も基本 的状況は変わ っていな い)、
,こ の面 で の

改善 が必要にな った。この問題 のため に、EIAJシ ンタ ックスル ールの設計 と並行 して ト

ランス レーターの設計が進め られたが、実 用的に使 えるか ど うか の見通 しがな く、昭和

63年 の トライアルに よって検証す ることにな った。

EIAJシ ンタ ックスルールは、電 子機 器業界だけでな く我が国 の産 業 界 全体 で 活用 で

きるよ うに計 画 されたが、未知 の要素を少 しで も減 ら して実現性 を高 める ことを優先 し、

電子機器業 界だけの活用 に限定す る ことで、規格 のシンプル化 を図 った(同 時に トラン

ス レーターもシンプルにな る)。 現在 、EIAJシ ンタ ックスル ールは最 もシンプルな ジ ェ

ネ リックなEDIの ベースとい う評価 を得 てい るのは、 この よ うな経緯に 由来す る。そ れ

で も、当時 この方式を実現す るための最大 の課題 は トラ ンス レータ ーの 開発 で あ り、
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EIAJト ランス レーターの開発がで きなければ、実現不可能 とされた。

(3)ト ライ アルの実 施 とVANの 相互接続

昭和63年 に、組立 メーカー4社 と部品 メーカー4社 の合計8社 で トライ アル(実 験 的

商用運 用)が 実 施 され、多少 の トラブルはあ った もののほぼ予定通 りの結 果を得 た。 そ

こで、平成元年度 か ら規格 の公開 とともに、電 子機器業界へ の普及 が開始 され た。

このEIAJシ ンタ ックスルールや標準 メ ッセー ジな ど全体 をEIAJ標 準 と呼 ぶ よ うに

な ったが、EIAJ標 準 の特徴 はEIAJシ ンタ ックスルールだけ ではない。器 であ るネ ッ ト

ワークは、複数 の業 界VAN(と い うよ り、企業 グルーフ。VAN)の 相互接続 に よって構

成 された。 したが って現在、EIAJ-VANと い うのは存在 しないが、 昭和62年 の検討 開

始時にはEIAJ-VAN構 想が検討 され構築費用 も算 出 されたが、EIAJ-VANの 構 築 コ

ス トは相 当高額 にな る ことが予想 された。結 局、EIAJ-VANの 構想 を諦 め、 検 討 時点

で組 立 メー カーな どが構築 していた企業 グル ーフ。VANを 相互 に接続す ることで 、EIAJ

-VANと 同等 の機能 が実現で きないか検討 され た。幸 いな ことに、EIAJシ ンタ ックス

ル ールを ベ ース とす るEIAJ標 準 で業 界 を一 本 化 で きる見 込 みが で きた た め 、既 存

VANの 相互接続 に よるネ ッ トワー クが構築 で きた。

1.3EIAJ-EDIサ ー ビスの出現

(1)電 子機器業 界の特殊事情

電子機器業 界 の大手組立 メーカーの多 くは、 コン ピュータメーカーで ある と同時に大

手VAN事 業 者で もあ り、大手組立 メー カーの グルー プネ ヅ トワー クは、実際 はVAN事

業 の一部 に組 み込 まれ てい る。電子機器業界 の標準化 では、EIAJ-VANと い う単一 の

VANに よるネ ヅ トワークの一本化 を諦 め、大手組立 メーカーのグル ー プネ ッ トワー ク

を相互 に接続 す る ことで等価 的に一つ のネ ッ トワークを実現 したが、 このネ ヅ トワーク

が事実上 のVAN間 接続 であるのは明 らか である。大 手組 立 メー カ ー(VAN事 業 者)

は、 このネ ッ トワー クを活用 したサー ビスを系列会社 だけではな く、外部 に も積 極的に

販売す る よ うにな ったが、EIAJ標 準に基づ いた メ ッセ ージでなけれ ば な らな い とい う

条件 はあ るものの、それ さえ守れば、VAN間 接 続のお蔭で従来 の業界VAN等 が カバ ー

していた範 囲 よ りも遥 に大 きなサ ービスエ リアを持 ってい る。従来 の業 界VANを 越 え

た画期 的な新 サー ビス とい うことか ら、EIAJ-EDIサ ー ビス と呼ばれ る よ うにな った。

(2)EIAJ-EDIサ ー ビスの特徴

EIAJ-EDIサ ー ビスは、特定1社 のVAN事 業者 の商 品ではな く、 同一 の商 品 が複 数
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のVAN事 業者 か ら販売 された のが大 きな特徴 である。 しか も、 す べ て のVAN事 業 者

のEIAJ-EDIサ ー ビスは相互 に接続 され て お り、 ユ ーザ ーか ら見 る と一 つ のEIAJ-

EDIサ ービスネ ッ トワークが あ り、販 売窓 口のみが異 な る形態 にな ってい る。現 実 の仕

掛 けは、複数 のVAN事 業者 がそれぞれ ネ ッ トワークを運 用 してい るのに もかかわ らず、

ユ ーザ ーか ら見 ると一つ のネ ッ トワークの よ うに見 える ことが特徴 であ る。 ユーザ ーは、'

どの窓 口(VAN事 業者)を 選択 して も、必要 な相手先 とデー タ交換 がで きるよ うになっ

てお り、VAN間 接続の結果 と して非常 に広 いサ ー ビスエ リアを持 って いる。

この よ うなEDIサ ービスは、欧米 では一 般化 してい るが、我が国では電子機器業 界だ

けのサ ービスにな っている。 この便利 な システ ムは、当然 の こととして、他業界か らも

要望 され るよ うに な って きた が 、EIAJ-EDIサ ー ビスは 、EIAJ標 準 に準 拠 した メ ヅ

セージと運 用が活用上の条件 にな って お り、単純 に他業界 へ適用 す ることはで きない。

EIAJ標 準 は、我 が国最初 の可変長 フ ォーマ ッ トを導入 した画期 的なEDI標 準であ るが、

残念 なが ら電子機器業界専用 の業界標準 であ り、産業界全体 で活用 す ることがで きない。

それを前提 と したEIAJ-EDIサ ー ビス も、基本 的に電子機器 業界 向けサ ービスに留 まる

ことにな る。

(3)EIAJ-EDIサ ー ビス と業界VAN

EIAJ-EDIサ ービスは電子機 器業界 向け専用 サー ビスであ るため、一種 の業界VAN

として とらえる こともで きる。 しか し、適用範 囲が一業 界 とい う同一性を除けば、ある

ゆ る点 で業界VANと は性格 が異 なる。

多 くの業界VANは 、加盟制 で ある。業 界VANに は通常固有名詞 がつ いた運営主体 が

あ り、 この運営主体に加盟す る ことが条 件で、そ の業界VANの 規格や使 い方 は、通常、

加盟者 にのみ知 らされ る。そ して、運営 主体か らさらに特定 のVAN事 業 者へ の加 入 を

指示 され る(最 近 は複数VAN業 者 の中か ら選択の場合 もある)。 多 くの業界VANは 、

実 際の器(ネ ッ トワー ク)の 設備 と運用 をVAN事 業者 に委 託 してい るのが大半 である。

一方 、EIAJ-EDIサ ー ビスには、運営 主体 も加盟制 もない。EIAJ-EDIサ ー ビスの条件

とな る規格 は、聞 日本電子機械工業 会が公開 しているので、誰 で も入手す ることがで き

る。 コ・一ザ ーは この規格 を守 り、VAN事 業者のEIAJ-EDIサ ー ビスに加盟す ることで、

EDIを 実 施で きる。EIAJ-EDIサ ービス とい う名前がつ いていれ ば、 どのVAN事 業 者

のサ ービスに加盟 して もよい。そ して、VAN間 接続 の結果 と してサ ー ビス エ リアが広

大で ある。

業界VANで もEIAJ-EDIサ ー ビスに近 づけたサ ービスは実現で きる。 しか し、後 述
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す るCII-EDIサ ー ビス(EIAJ-EDIサ ー ビスを汎用化 した もの)の よ うな汎 用化 は不

可能 である し、運営 主体を無 くす ことはで きない。業界VANとEDIサ ー ビス との最 大

の違 いが ここにあ る。EIAJ-EDIサ ービスは、 まだ業界VANの 性格を残 して い るが 、

CII-EDIサ ー ビスに なる と業 界VANの 性格がほぼな くなる。

汎用化EDIサ ー ビスは規模 を大 きくで きるので規 模 のメ リッ トが出て くる。運営主 体

がないので、これ を維 持す る経費が不要 になる。す なわ ち、業界VANに 比べてEDIサ ー

ビスは、 よ り安価 にユ ーザ ーにEDIを 提供で きる可能 性が ある。

1.4EIAJシ ンタ ックスル ールか らCllシ ンタ ックスルールへ

(1)デ ータ交換 とEDI

EDIは 、広 い意味 では企 業間の取引データの交換 として定 義 され る。受発注デ ー タの

交換 は この定義 に合致 す るので具体例 として よく用 い られ るが、 よ り一般的な具体例 と

してはメ ッセー ジ(も しくはEDIメ ッセージ)の 交換 にな る。 メ ッセージは従来 の帳 票

に相 当 し、一つ のま とまった意味を表す。ただ し、 どうい うレベルで どの範 囲 までま と

めた情報 とす るのか については、明確 な規定がないため、 メ ッセージの適用 領域に合わ

せ て決定 され る。例 えば、受発注に適用す るのであれ ば、発注情報(注 文書)を 一つ の

単位 にす る。そ の結果 メ ッセ ージは適用領域に合わせ て多種類 の ものが必要 にな る。

あるメ ッセージ、例 えば発注 メ ッセージは注文の意思伝達 に用 いる。発注 メ ッセージ

の受信者は、送信者 が連 絡 して きた意 思に対 して何 らか の新 しい意思決定を し、返 事を

返す。 この状況を抽象化 す ると、EDIメ ヅセージは コマ ン ドとパ ラメータ情報で構 成 さ

れ てお り、送受信者(コ ンピ ュータ)は この コマン ドとパ ラメータ情報で ドライブされ

るので コマン ドドリブ ン型 の分散 システ ムとす る見か た もあ る。

以上 の ような状況 か ら、EDIで もっとも重要 な ものは メ ッセ ージとい うこ とにな る。

(2)EIAJシ ンタ ックスル ール の特徴

EDIの メ ヅセージを固定 フ ォーマ ッ トで構築す るか可変長 フォーマ ッ トで構築 す るか

は本質 的な問題 ではない。ただ し、EDIの メッセージは適用 領域 に合わせ て多種類 必 要

で、かつ頻繁 に変 更 され る可能性が大 きいので、 固定 フ ォーマ ッ トでは メンテナ ンスが

厄介 になる とい う問題 が ある。 しか し、可変長 で構築す ればすべて解決す るのか と言 え

ばそ うで もな く、 メンテナ ンスが容易にな るよ うな工夫 が必要にな る。

EIAJシ ンタ ックスル ール は、従来 の固定 フォーマ ッ トと比較す ると(表1-1参 照)、

フ ォーマ ヅ ト(レ イア ウ ト)が 、標準 メ ッセージ(EDIの メ ヅセージに対応 させ る)と シ
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ンタ ックスル ールに分割 されて いる。標準 メ ッセー ジ(別 名 トラ ンザ クシ ョンセ ッ ト)

は、帳票イ メージにおけ るデ ータエ レメ ン トの集 合 と して定 義 され、 シ ンタ ックスル ー

ルは、標準 メ ッセー ジで示 され るデータエ レメン トの並 べかた として定義 され る。 この

構成 では、標準 メ ッセー ジの変更 は単 にデータエ レメン トの集合要素 を変更す るだけで

あ るか ら、 シンタ ックスル ール は影響 を受けない。EDIの メ ッセージは多種類必要 でか

つ頻繁 な変更が予想 され、標 準 メ ッセージはその都度変 更 しなけれ ばな らないが、少な

くともシ ンタ ックスル ールは変更 しな くても よい。

表1-1固 定 フ ォーマ ッ トと可変 長 フ ォーマ ッ トの 構 成 比較

従 来 の 固 定 フ ォ ー マ ッ ト 可 変 長 フ ォ ー マ ッ ト

(EIAJ標 準)

(EIAJ)
デ ー タエ レ メ ン ト&デ ー タ コ ー ド デ ー タエ レ メ ン ト&デ ー タ コ ー ド

(EIAJ)
標 準 メ ッセ ー ジ

フ ォ ー マ ッ ト

(レ コ ー ド レイ ア ウ ト)

(EIAJ)
シ ンタ ッ クス ル ー ル

シンタ ヅクスル ールの変更 は、通常 システム的な大 きな改造 を伴 うので、 シ ンタ ック

スル ールの変更な しで標 準 メ ッセージの変更が可能で ある ことは、 システ ム的に大 きな

メ リッ トにな る。逆に標 準 メ ヅセー ジを業務 の変更に合わせ て改造 し易 くな る。 さらに、

EIAJシ ンタヅクスル ール は可変長形式 であ るか ら業務 の性格 に合 わ せ てか な り自由な

標 準 メ ッセージの設定が可能 にな っている。

結果 的に、EIAJシ ンタ ックスル ールをベース とす る可変長 フ ォーマ ッ トの採 用 に よ

り、 メ ッセージ設計 の 自由度 が固定 フ ォーマ ッ トよ り大 幅に増 加 したたあ、電 子機器業

界 の標準(EIAJ標 準)を ま とめ ることがで きた。

(3)CIIシ ンタ ックスル ール の開発(EIAJシ ンタ ックスルールの拡 張)

EIAJ標 準は画期 的標 準であ るが、電子機器業 界専用 とい うのが最大 の欠点 である。従

来 の業界VAN形 式EDIの 問題点 の大半を解消す るともに 、その柔軟性 を 生 か して 、平

成元年 の 『1A』(規 格書)を スター トにrlB』,『1C』 の二つ の新 ・ミー ジ ョンが公 開 さ

れ 、4年 間で約千社 に普及 した。 この ように一部 の仕様 の変 更が比較 的に容 易に行 えた

のは、EIAJ標 準 の大 きな特徴 である。
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EIAJ標 準は、

①EIAJデ ー タエ レメン ト&デ ータ コー ド

②EIAJ標 準 メ ヅセ ージ

③EIAJシ ンタ ックスル ール

の3種 で構成 され るが、① と② は電子機器業界特有の もので ある。通常 、① と②は業種

・業態 に応 じて何種類 か必要にな る。 しか し、③について も電子機器業界専用 に設計 さ

れてい るので、EIAJ標 準を他 の業 界に適用す ることは、非常 に難 し くな っている。③の

機能 を拡 張す ると、電子機 器業界以外 の業界 のrデ ータエ レメ ン ト&デ ー タコー ド』や

『標 準 メ ッセージ』と組 み合わせ るこ とがで きるよ うにな り、EIAJ標 準 と同種のEDIを

他 の業 界に普及 させ るこ とがで きる。昭和62年 に聞 日本電 子機械工業会 と産業情報化推

進 セ ンターでEIAJシ ンタ ックスル ール を 共 同設計 した 時、 す で に そ の よ うな構 想 が

あ ったが、前述 した よ うに実現性を最優先 し、電子機器業 界専用 に機能 を縮小 してシ ン

プルに した ものを採 用 して いる。

平成2年 にな ると、EIAJ標 準 のシステム面 での効用 が一般的 に認 識 され る よ うにな

り、業 界標 準 と して導入 した いとい う電子機器業界以外 の業 界がだ んだ ん増加 して いた。

そ こで、産業情報化推進 セ ンター(CII)でEIAJシ ンタ ックスル ール の拡張 につ いて検

討 す ることにな った。拡 張は、EIAJシ ンタ ックスル ール との互換性を維持 しつつ新機能

を盛 り込 む形 で行われたが、完全 な互換性 を実現す るのは難 しく、 トランス レーターで

対応 す る形に なった。EIAJシ ンタ ックスルールを拡張す ると、 当然 、専 用 の トラ ンス

レーター(CIIト ランス レーター)が 必要 にな る。CIIト ラ ンス レーターは、EIAJト ラン

ス レーター よ りも複雑 になる ことは避 け られず、平成3年 に 内外 のベ ンダーに よる共 同

開発 プ ロジ ェク トを組織 して、プ ロ トタイプの開発を行 った。

1.5Cll標 準 の 確 立

(1)標 準 メ ッセ ー ジ とCIIシ ン タ ックス ル ー ル

CIIシ ン タ ック スル ール は 、 標 準 メ ッセ ー ジ と組 み 合 わ せ て用 い る。 例 え ば 、EIAJ標

準 メ ッセ ー ジ と組 み合 わ せ る こ とが で き る。平 成3年 に 、CIIシ ン タ ック ス ル ー ル と専

用 トラ ンス レー ター は完 成 した が 、 肝 心 の標 準 メ ッセ ー ジの 実 用 版 は そ の 時 点 でEIAJ

標 準 メ ッセ ー ジ しか な く、CIIシ ン タ ックス ル ー ル は と りあ えず 出番 の な い 状 況 と な っ

た。 しか し、平 成4年 に 石 油 化学 業 界 が 同業 界 の標 準 メ ッセ ー ジ(JPCA標 準 メ ヅセ ー

ジ)を 開 発 し トライ ア ル を 開 始 した た め 、CIIシ ンタ ッ クス ル ー ル の実 運 用 が 始 ま った 。
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CIIシ ンタ ヅクスル ールは、業界色のない汎用標 準で あるが、業界色 のあ る標 準 メ ッ

セージ と組 み合わせ なけれ ば、実際の運用 はで きない。例 えば、EIAJ標 準 メ ッセ ージと

組 み合 わせ た場 合 に は 、 シ ンタ ックスル ール はCIIシ ンタ ックスル ール で あ るが 、

EIAJ標 準 となる。同様 にJPCA標 準 メ ッセージ と組 み合わせればJPCA標 準 となる。す

なわ ち、CIIシ ンタ ックスル ールは各業界標 準の共通要素 として存在す るた め 、 図1-

1で 示す関係 とな り、全体 をCII標 準 と呼び、EIAJ標 準やJPCA標 準 はCII標 準のサブ

セ ヅ トを構成す る。

全体=CII標 準

EIAJJPCA

標 準 メッセージ 標 準 メワセージ

図1-1CII標 準 の イ メー ジ

CII標 準 は、業界標準 の集合 であるが、CIIシ ンタ ックスルールを用い ることと一部の

デ ータエ レメン トが全業 界共通 とな ってい る。 この共通 部分 が大 きければ大 きい ほ ど理

想的な標準 に近 づ くが、 この よ うな学術 的評価 と実 際の応用上 の評価が一致す る とは限

らないので、やみ くもに共通部分拡張 を しよ うとす る方 針は、産業情報化推進 セ ンター

では採用 していない。常に、実際の応用 上の評価 を最優 先 して、標準化 を進 める ことと

してい る。

(2)CII-EDIサ ー ビス

CIIシ ンタ ックスルールをベース としたEDIメ ッセ ージを交換 す るVAN事 業 者 の専

用ネ ヅ トワークサ ー ビスが、CII-EDIサ ー ビスである。 このサ ー ビス は現 在 まだな く

整備課題 であ るが、EIAJ-EDIサ ーービス と同様 に多数 のVAN事 業者に よっ てサ ポ ー ト

され る必要 があ る。CII-EDIサ ー ビスはEIAJ-EDIサ ービスの拡張版 として定義 され

る。なぜ な ら、ベース とな ってい るCIIシ ンタ ヅクスル ールがEIAJシ ンタ ックスル ール
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の拡張版だか らで ある。

産業情報化推進 セ ンターでは、現在、CII-EDIサ ー ビスの運用 ガイ ドライ ン(VAN

事業者 向け)の 検討 を行 ってお り、EIAJ-EDIサ ー ビス よ りもさらに充実 した よ り統一

的なEDIサ ー ビスが実 施 され るよ う努力 している。

(3)国 内標 準 と して の確立

CII標 準が普及す るため に、各業界 の標準 メ ッセ ージの整備 、CII-EDIサ ー ビスの充

実が必要 であるが、製造各業界 では標準 メッセージの開発を積極的に進め てお り、平成

5年 度以後 の広範な普 及が期待 され る。

さらに、EDIの 拡大展 開 とも言 える業際EDIへ の適用 も実験段階か ら実用段 階 へ進 み

つつ あ り、我が国 の基本標 準の一 つ として、CII標 準は定着す ると考 え られ る。

しか し、CII標 準は当分 の間我 が 国 の標準 で あ り、 国際 貿 易等 に伴 うEDIに はEDI

FACT(ISO9735)を 使 うことになる。この こと自体が不変の法則ではな く、ここ10年 程

度の レンジで のル ール であるが、漢字処理 の問題、設計 画像 デ ータ、伝統的 な国 内 と国

際使い分けの習慣 か ら、我 が国では国内標準 と国際標 準を上手に使 うことで効率を上げ

てい くことにな る。

さらに必要性の是非 を別 として、 国内標 準 と国際標 準 との相互変 換系(CIIシ ンタ ッ

クスル ール とEDIFACTの 相互 コンバー ジ ョン)の 検討 も行 って いる。

CII標 準 が普及す るために必要な基本 的ベースは整備 されつつ あ ると思われ る。 ユ ー

ザ ーが これ らの体系を どの よ うに評価 し、 自社 システ ムとの兼ね合 い も含 めて導入す る

か ど うか の判断に、CII標 準 の普及はかか っている と言え よ う。
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2.EDIの 現 状

2.1広 が るEDl

わが国のEDIは 、昭和57年 頃の大型小売店 の受発注 システム(当 時は集配信 システ ム と

呼ばれ た)か 総合商社 のオ ンライ ン受発注 システ ムか ら始 まった と考 え られ る。受発注 シ

ステ ムは、昭和60年 頃か ら主 に流通業 界で多数構築 され、や がて業界VANと して普 及 す

るに至 ってお り、現在で も、わが国のEDIの 主流 である(全 体の80%以 上を 占め る と考 え

られ る)一 方 、米国のEDI(ANSIX12を 標準 フ ォーマ ッ トとす るEDI)に 対 応 す る本 格

的EDIは 、昭和62年 か ら稼働 した電子機器業界のEIAJ-EDIが 最初で あ り、 この拡 張 バ ー

ジ ョンとして開発 されたCII-EDI(CIIシ ンタ ックスル ールを標準 フ ォーマ ッ トに用 い る

EDI)の 実用化 に よ り、石油化学業界、総合商社、電力業界、電線業 界、建設業 界、鉄鋼業

界、住宅産業 、電機(重 電)業 界な ど、製造業全般 で導入 されつつ ある。既 に、石油化学

業界な どで は実業務 に導 入 されている。

わが国では現在、従来 タイ フ。のEDI(業 界VAN)と 本格 的なEDIが 併用 され てお り、両

1平 成元年 2年 3年 4年 5年 備 考

電子機器

石油化学

鉄 鋼

建 設

住宅産業

電 力

電 線

電機機器

総合商社

物流業際

流 通

予 定

予 定

.■ ・ ■ ●

凡 例) 検討中
テス トあるいは トライアル

実用稼働

図2-1CII標 準 の拡 が り
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方のEDIを 含め機能の レベルを問わなけれ ば、 お よそ5万 社 が 既 に導 入済 み と考 え られ

る。米国においては調査方法や総企業数 が異な り、単純比較 はで きないが、5万 社 以上 の

導入 と言われ、わが国におけるEDI導 入は米 国並 とも見 られ る。 しか し、米国 のEDIの お

よそ50%はANSIXI2に 基 づ く標準 フ ォーマ ットに よるオーフ.ンなEDIで あ るのに対 し、

わが 国のEDIの80%以 上が プライベ ー ト ・フォーマ ヅ トに よる クローズEDIで あるとい う

現状 は、 内容的には全 く異な るものであ る。

現在わが国 では、荷主 と運送会社 間のEDIの よ うに業種 ・業態横 断的なEDIを 業 際EDI

として区別 しているが、米国では業際EDIは ご く普通 のEDI(そ もそ も区別す る言葉 がな

い)で あ り、EDIは オ ープンな取 引環境を構築す る とい う認識 が徹底 して いる。わ が 国で

も、EDIが 受発注段階か ら納 品段 階へ拡張 され る ようにな った今 日、 よ り広範 囲に利用 で

きるオープ ンなEDIが 必要 である とい う認識 が高 まって い る。 これ は従 来 の よ うな業 界

VAN形 式 の場合には、相手業界毎 に業 界VANを 構築す る必要が あ り、EDI構 築上の コス

トや運用 コス トが高価 になって しま うためであ る。 この よ うな背景 が、CII標 準(CII-E-

DI)の 普及 しつつ ある主な要因で あるが、EDIに 求め る業務処理 の多様化や高度化 に伴 い、

業界VANの 限界 は もとよ り、現行 のCII標 準で も機能不足 が生 じる よ うに な って きて い

る。そ の代表 例が、イ ンタラクテ ィブEDIや 設計 データ ・画像デ ータの交換 を伴 うEDIで

ある。

以下 に主要業界 のEDIの 導入状況につ いて述 べ る。

2.1.1電 子機器業界(EIAJ)

昭和62年 か ら聞 日本電子機械工業会(EIAJ)で 始 まった標 準化検 討は、平成 元年 に

rEIAJ情 報化対応標 準IA(EIAJ標 準)』 とな って結実 し、わが国最初 の本格的EDIの

構築 が始 ま った。 その後、標準規格書 はICま で更新 され、VAN間 接続 のル ール な ど

も整備 されて、わが国初 のVAN事 業者 の本格的EDIサ ー ビスである 『EIAJ-EDIサ ー

ビス』 も開始 された。EIAJ標 準は現在 約千社が導入 して いると考 え られ 、わ が 国の

EDIの 代表 例にな ってい る。

CIIシ ンタ ヅクスルール(CII標 準)は 、 このEIAJ標 準を汎用化 して一般化 した も

ので、EIAJ標 準の機能拡張 バー ジ ョンと して生 まれた。すなわち、電 子機器業界 はわ

が国の本格的EDI導 入 のパ イオニア として価値 ある業界で ある。

同業界 では、現在 、機能拡張 のためのEIAJシ ンタ ックスル ールか らCIIシ ンタ ック

スルールへ の移行 、全銀手順 に加 えて高速 手順の新規 採用、4回 目の標準 メッセージ
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の改訂そ して業際EDIの 導 入な ど、多 くの計 画を進 めてい る。

また、国際EDIの 面に おいて も、米国の電子機器業界 のグルー プであるEIDX、 ヨー

ロ ッパ の電 子 機 器 業 界 の グ ル ー プ で あ るEDIFICEと 連 携 し、UNSM(UN/

EDIFACTの 国際標準 メ ッセ ージ)の 国際共通電子機器業界 サ ブセ ヅ トの策 定 を行 っ

て いる。

2.1.2建 設業界

建設業界 のEDI標 準 はCINET標 準 と称す る。CINET標 準 の構築 は、㈲建 設 業振 興

基金 で実施 されて お り、す でに4年 以上 にわた った活動が続 いてい る。参加者 は、ゼ

ネ コンと呼ばれ る大手建設業(元 請)を 中心 と した グル ープで、主 として建設業界 に

おけ る見積 り等 の業務へ のEDIの 導入を推進 している。

標準化のベ ース と してCIIシ ンタ ヅクスル ールを採用 してお り、平成4年 度 に は 、

実験 も行われ、一 部 の企業 で試験 的にEDIが 導入 され た。 同業界では平成5年 度 よ り

本格的にEDIの 導入 を図る予定 であ るが、見積 りに欠か せない図面デ ータの伝送 が大

きな課題 とな ってお り、 これを受 けて産業情報化推進 セ ンターでは、CIIシ ンタ ック

スル ールの拡張 バ ージ ョンとして設計デ ータ/画 像 データ と帳票デ ー タを 同時 に伝 送

で きる拡張CIIシ ンタ ヅクスル ール の開発 に着 手 して い る。 拡 張CIIシ ンタ ックス

ル ールに よるEDIの 実験 は、平成5年 度後半 に実施 され る予定 で ある。

2.1.3石 油化学業界

石油化学業界 では、昭和60年 度か ら石油化学工業 協会 で同業 界のEDIの 標 準化 につ

いて検討を行 っていたが、平成2年 か ら取 引上の相 手業界 であ る㈹ 日本貿易会(総 合

商社)と 合同検討 を行い、平成3年 度 に業界標 準を確立 し、平成4年 度 か ら実運用 に

入 った。

EDI標 準のベースにはCIIシ ンタ ヅクスル ールを採用 してお り、わ が 国最 初 のCII

シンタ ヅクスルールに よるEDIの 実運用 として、4社 の参 加に よる稼 働を開始 した。

その後、他の大 手石 油化学 メー カーお よび商社で も準備が進 み、次第に参加社数 が増

加 している。

同業界では、今後 も大手企業 に よるEDIの 導 入 が進 む 予 定 で あ るが、 推進 母 体 に

な っている石油化 学工業協会 では、中小企業へ の導入 を ど う進め るかについて の検討

が続 いてい る。
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2.1.4電 機(重 電)業 界と電線業界

電機業界のEDI標 準化推進母体は聞 日本電機工業会であ り、電線業界のEDI標 準化

推進母体は聞 日本電線工業会である。これらの業界では、平成2年 にEIAJお よび電

機事業連合会(電 力業界)と ともに、電機4団 体連携指針を策定 し、EDIの 標準化検

討が行われいた。いずれ もCIIシ ンタックスルールの採用を決めて標準化検討を行 っ

ていたが、結局、平成5年 度に予定されているEIAJ標 準の改定時に同標準に電機業

界/電線業界標準も組み込むことにな り、わが国初の業界横断的標準 として構築す る

ことになった。

なお、㈹ 日本電線工業会は昭和63年 頃から、EIAJと の合同検討を実施 してお り、平

成2年 からは、電気事業連合会 との合意のもとに電力業界 とのEDIを 実施 している。

2.1.5住 宅産業

㊥住宅産業情報 サー ビスでは、平成2年 頃か ら同業界 内のEDI標 準化について検 討

を行 い、CIIシ ンタ ヅクスル ール の採用を決 めて、平成4年 度には標準 メ ッセ ー ジ の

設計 を完了 し平成5年 か ら本格的な普及を 目指す ことに な った。 策 定 され た標 準 は

HIIS-NET標 準 と称 してい る。

この業界 は、住宅建材(流 し、 アル ミサ ッシ ュな ど)の 製造 メーカー、 問屋(代 理

店)、 工事屋 な どで構成す る業 界であ り、受発注な どへのEDIの 導入 が計 画 され て い

る。

2.1、6鉄 鋼業界

正確 には、高炉 メーカー、電炉 メーカー、中間加工 メー カー、商社 な どの鉄鋼製 品

関係企業 で構成 され る業界 である。 この業 界は、昭和47年 頃帳票 コー ドの標準化 を実

施 した ことで有 名で あ り、 当時 の標準化推進母体 であ る聞 鋼材 クラブが現在 で も主 な

推進母体 とな ってい る。

平成2年 には、'鉄鋼業界全体 を睨んだEDIの 標 準 化 に着 手す るた め、 鉄鋼 ネ ッ ト

ワーク研究会(事 務局は㈲鋼材 クラブ)が 組織 され、業 務面 と技術面 か ら検討 が行わ

れた。現在 この業界では、高炉 メーカーと総合商社 の間で、昭和47年 か ら策定 された

標 準をベース とす る固定 フ ォーマ ッ トの標 準EDIが 稼働 している。 しか し、鉄鋼 ネ ッ

トワーク研 究会 におけ る検討 の結果、新たにCIIシ ンタ ックスル ールをベ ース とす る

鉄鋼標 準を策 定す る ことにな り、平成4年 度に具体的な標準 メ ッセージの策定 が進 ん
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だ。

新 しい標準 は、 当面 、造船業 界や 自動車業界な どの最終顧 客(鉄 鋼製 品は、商社経

由で販売 され るケースが多 い)と の間のEDIへ の適用が計画 され 、平成5年 度 中の導

入が 目標 とな ってい る。 さらに、将来は、中間加工 、中間流通 な どの中小 メーカー と

のEDIへ の適用 が計画 されてい る。

2.1.7流 通業界

流通業界 は、様 々な業種 、業 界の集合体 で構成 されてい る。共通要素 は、最終消費

財 と呼ばれ る個人 消費者 がデパ ー トやスーパ ーで 日常的に購入す る商 品を扱 っている

ことであ る。取 引の流れに沿 って、 メーカー、問屋、小売 とい う分類 があ り、その一

方 で製 品別 に、食 品、 日用 品 ・雑貨、家電、文具、等の分類 があ る。 さらに食 品一つ

を とって も、菓子類 、加工食 品、生鮮食 品な どの細 分類 が あ り、 これ らを取 引関係 に

基づ き業界 として括 ると非常 に多 くの業界が存在す る。

しか し、EDIの 面か ら見 る と、わが国の大半(90パ ーセ ン ト以上)のEDIは 、この流

通業 界に集 中 してお り、 この業 界のEDIを 無視 してわが 国のEDIを 語 る ことはで きな

い 。

最 初のEDIは 、昭和57年 ごろか ら構築 された大手小売店 の受発注 システ ムが最初 だ

とされ る。 このEDIで は、J手 順そ してJCAフ ォーマ ヅ トな どの 固定 フ ォーマ ッ トに

よる業界標 準が採用 され、その後 の昭和60年 か ら多数構築 され た業界VANの 見本 に

な った とされ る。業 界VANは 、わが国独特 の形態のEDIで あ り、流通業 界に極 めて多

く存 在 し、誰 も全 体の実体を把 握 出来ない程 である。 どの業 界VANも 多 かれ 少 な か

れ大 手小売店の標 準化 の影響を受け てお り、J手 順 とJCAフ ォーマ ッ トを多少 変 形 し

た業 界VANご との標 準が使用 されて いる。

業 界VAN間 の接続 は、一般的に ゲー トウェイがなけれ ば困難 で あ り、最近 、一 部

の業 界VANに ついてVAN間 接続が実施 され ている。

もっと徹底 した標準化 を行 い、VAN間 接続 をスムースに行 うこ とな どを 目的 に、

問屋 が 中心 とな って、 ベ ンサム標 準 とい うのも策定 されたが、それ程普及 していない。

昭和62年 に は、JCAの フ ォー マ ッ トに飽 き足 らな くな った家 電業 界 は 、新 た にE

フ ォーマ ヅ トを策定 したが不完全 な普及に留 ま り、そ の後 の リアル タイ ムシステ ムの

導入 な どに も影響 され て、む しろ フ ォーマ ッ ト標準化を混乱 させて しまった。

現在 、流通業界で は 目立 った動 きが少 ない。多数 の業界VANが それ な りに稼 働 し
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ている安定 期 の状態に あ り、新規構築 の ニーズが少な いか らである。 しか し、新時代

へ 向けての動 き もある。物流 の効率化 を 目的 とした新 しい情報化の波 が押 し寄 せ てお

り、従来 シス テムの リフ レッシ ュの時期 も迫 って きたか らである。具体例 として、通

産省 の 『業 際EDIパ イ ロッ トモデルの調査研究 開発』 プ ロジェク トに参加す る形 で試

み られてい る、㊥流通 システム開発 セ ンターが中心 とな った業際EDIの 構築を 目標 と

したCIIシ ンタ ックスル ールに よるEDI導 入実験 がある。今後、 この本格 的EDIの 導

入が流通業 界に根づ くか どうかは不明で あるが、極め て注 目され る実験 で ある。

2.2オ ープンシステ ムにおけ るEDIの 位置 づけ

オープ ンシステ ムの捉 えかた は様 々で あるが、小型高機能 の安価な コン ピュータが開発

され システムの分散化 が進展す る とともに、分散 した システ ム間のデータ交換 ニーズが増

大 した ことに対 し、 それを可能 にす るネ ッ トワー クが開発 され た とい う要素 を指摘 で きる。

また、蓄積が進む既存 の ソフ トウェア資産 の可搬性 の確保 や異機種 の コンピュー タの相

互接続性確保 の要請 にみ られ る環境変化(オ ーフ。ンシステ ム化)に よ り、 システ ムの分散

化は社 内は もとよ り、企業間 の レベルで も進 んでい る。企業 間 レベルでのシステ ムの分散

化を アプ リケーシ ョンの視点か ら見た場合がEDIで ある。具体的には、共同 システ ム(集

中型 システ ム)か ら個別 システ ムへ とい う流れ であ る。複 数 の企業で一 つのセ ンターを共

用す る共同 システ ムか ら、それ ぞれの企業 の個別 システ ムの形に分解す れば、それぞれの

システム間のデー タ交換 が必然 的に発 生す る。 これは、EDIで ある。 さらに、利便 性 を増

すために このネ ヅ トワークの規 模拡大を図る必要 があ るが、効率的に進 め るためには他 の

同種 のネ ッ トワー クと相互 に接 続すれば よい。 このオ ープン化 されたネ ヅ トワークに多数

の企業 のシステ ムがつなが った状態は、オープ ンシステ ムに他 な らない。米国ではEDIの

普及 とオープ ン化 が同時進行 した と考 え られ るが、わが国で は、 プライベ ー トネ ッ トワー

クか らEDIへ の衣替 えが、 オープ ン化に相当す る と考 え られ る。

EDIが オ ープ ンシステ ムと結 びついてい く主 な要因は、共 同システムか ら個 別企 業 シス

テ ムへ の流れであ るが、その動機 は各企業 の個 性化(あ るいは差別化)で ある ことが大 き

な特徴 である。 共同 システ ムに参加 してい る場合に は、共 同システ ムのシステ ム効率(費

用 も含めて)を 上げ るために、 ある程度の企 業 内業務処理 の標 準化 が必要 であ る。 しか し、

他社 と同 じ業務処 理形態では差 が付かず競争す る要素 として使 えな くなる。近年 、社 内の

業務処理 の合理 化や情報活用 が企業 間競争の大 きな要素 にな って きてお り、 これを実現す

るために情報処理 システムの工夫 を行 うこ とが重要 にな って きてい る。各企業 におけ る情
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報処理 システムの工夫(個 性化)と 標 準業務処理 を前提 と した共 同 システ ムは性格が合わ

ず 、戦略的情報 システ ムを構築す るために、共 同システムか ら脱会 し自前 の システムを構

築す る必要が ある。 こ うして、各企業 は 自前 の個性 的システムを追 求す るよ うにな ってい

る。

システ ムの個性化 とい うのは標準化 に対す る逆行 であ り、個性化 システ ム間を ダイ レク

トにつな ぐことはで きない。 これを可能 とす るのがEDIで あ り、デ ータ交 換 の時だけ標 準

を用い る。そ のため、EDI標 準 とい うのは、 データ交換の瞬間だけ具体物 が存在 す る標 準

で あ り、交換デ ータが企業 内の システ ムに投入 され て しまえばEDI標 準 とは別 の形にな っ

てい る。デ ータ交換時 に、企業 内フ ォーマ ッ ト(ロ ーカル フ ォー マ ッ ト)と 標 準 フ ォー

マ ッ トとの相互変換が必要 で、 トランス レータ とい うツールで行 うとい うのは、既 にわが

国において も一般化 して きた。

以上の経過 か らEDIが 普及す るにつれ、企業規模 の大小を 問わず各企業 は 自前 のシステ

ムを充実 しなければな らない。大企業 に とってはそれが問題 に なる ことは少 ないが、中小

企業 に とっては大 きな負担 になる可能性が大 きい。 しか し、オ ープ ンシステ ムの発展 はダ

ウンサイ ジングとともに進行 してお り、EDIの よ り構築 し易い システ ム環境 を実現 す る こ

とは明 白であ り、特に、中小企業へ のEDIの 導入については、システム面(ハ ー ド面)で の

コス トパ フ ォーマンスの課題等 につ いて解決 され る可能性 が大 きい。例えば 、CII標 準 も

実装上 の理 由か ら、開発 当初 は メイ ンフ レームベ ースでなけれ ば必要な機能 を実現 出来 な

い とされていたが、今 日では この ような問題 は解消 してい る。 データ交換 レベルでの問題

は解決 されたわけで あるが、EDIに 対応 した業務 アプ リケーシ ョン(社 内システ ム)構 築

の問題 が残 ってお り、今後 の課題 である。

2.3新 時代へ向けてのEDIの 構築 と課題

2.3.1イ ンタラクテ ィブEDIと 設計 ・画像EDl

イ ンタラクテaブEDIは 、 もともと旅行業者 な どの予約 システ ムで使 われ ていた 手

法 をEDIに 適用 した もので、旅 行業者 な どで ニーズの大 きいEDIで ある。最近 で は、

一 部の流通 業界な どで も構築 の動 きがあ り
、 新 しいEDIの 形 態 と して注 目され て い

る。本分科 会で は昨年度 に現状 分析 と技術分析 を行 い、 引 き続 き本年度 も実現上 の課

題 について検討を行 った。

一方
、設 計 ・画像EDIは 、EDIの マルチ メデ ィア化 と して注 目され る もの で、 どち

らか と言えば シーズベ ースの可能性 を示唆す るEDIで 、従来具体的な ニーズが不明確
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な分野 とされていたが、今回 の調査にお いて、 ローカルな範 囲であればす でに実 施例

が多数 あ り、今後 は ローカルではな くオープ ンで汎用性 の ある設計 ・画像EDIを 実施

したい とい うニーズ も相当大 きい ことが 明 らか にな った。

この2つ のタイプのEDIに 共通す ることは、現在の標準、特に シ ンタ ヅクスル ール

を改造 しなけれ ば実現で きない ことである。CIIシ ンタ ックスルールを始 め 、 国 際標

準であるEDIFACTシ ンタ ヅクスル ール で も、 これ らのEDIに 適用す るために は 改造

を実施 しなけれ ば実現 できない。 このため、国連 のEDI標 準化作業(UN/ECE-WP4)

では、既 にイ ンタ ラクテ ィブEDIの ためにEDIFACTの 改造を計画 している。 イ ンタ

ラクテ ィブEDIに ついては、通信 シス テムにつ いて も新 しい標 準(例 え ば、TP手 順

等)が 必要 であ る。

これ らのEDIの 実現のために、技術的 には既存標 準の改造や新標 準の実用化 が必要

で あ り、業務 的には これ らの新 しいEDIを どの よ うに業 務処 理 系(業 務 アプ リケー

シ ョン)に 組 み込 むかが、大 きな課題 とな る。 この課題 を短 期間で解 決す ることは難

しく、当面の対応 と中長 期の対応 とが必要 になる。 当面 の対応 と中長期の対応 とは連

続 的であることが望 ま しく、実用 システムの レベルでのス ムースな上位バ ージ ョンへ

の移行 と、下位バ ージ ョン と上位 バージ ョンの併存 可能 な状況を構築 しなけれ ばなら

ない。 これを実現す る方法 はいろいろあ り、 どの よ うな方法 で もよ く、重要 なのは計

画に もとつ いて確実に実行す る ことであ る。3章 、4章 に具体例 を示す。

2・3・2 、業 際EDl

EDIの 拡張 ニーズが高 ま るなかで、最初に具体化 して きたのが、荷主 と物流 業 界 と

の物流(納 品段 階)に おけ る業 際EDIで ある。 このEDIは 、技術 的には通常 のEDI手

法 がその まま使 え る。 昨年度 に、 このEDIに おけ る解 決課題(物 流業際EDIモ デ ルの

構 築 と標 準 メ ッセ ージの開発)を 示 したが、 今年 度 は通 商産 業 省 の 「業 際EDIパ イ

ロヅ トモデルの調査 研究開発」 プ ロジ ェク トで具体 的な実 験が試 み られた。

(1)実 験の概要

図2-2に 示す ように、実際 に取 引を行 ってい る荷主(電 子機器業界)と 輸送業

者 との間 のデ ータ交換(書 類 ベ ース)をCII標 準に置 き換 え る試 みが行われ た。今

回は、『輸送依頼』とい う業務処理 を対象 に し、物 流業際EDI全 体のなかでの位 置づ

けを定義 した うえで標準 メ ッセ ージを開発 し、具体 的な シス テムを構 築 した。平成

4年12月 か ら開始 した稼働試 験は、 当初予定 どお り順調 に進み、引 き続 き実業務 シ
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ステ ムと して稼働 を継続 している(詳 細 は第5章 を参照)。
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・ トラ ンス レー シ ョ ン

・リス ト発 行

・デ ー タ 送 信

日本 ロジテム 処理内容
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平成4年12月8日 ～ 平成5年2月28日

図2-2業 際EDIパ イ ロッ トモデル調査研究 開発 システ ム構成

(2)実 験結 果

実業務 システム として稼働 している ことか らも分か るよ うに、結果 は極 めて満足

の い くも ので あ る。CIIシ ン タ ックス ル ール と標 準 メ ヅセ ー ジを 効 率 よ く使 うた め

のパ ヅケージであるCIIト ラ ンス レータ(平 成3年 度に開発 された もの)は 特 に 問
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題点もな く稼働 し、実験を行 った企業では物流業際EDIの 導入に より、以下の メ

リットが明確になった。

①EDI導 入により、路線便、宅配便な ど、最適な輸送方法を選択する作業 を

行えるようにな り、輸送費削減が可能になった。

② 配送計画を見直 し最適化する余裕が生まれた。

③ 将来における共同配送な どの導入可能性が生まれた。

しか しすべての問題が解決 したのではな く、荷主から送 られる一部データの精度

が十分でない、継送やイ レギ ュラー処理な どの取扱に問題があるなど、今後の改善

が必要な部分もある。

今回の実験は製造業界で実施されたが、流通業界でも来年度以後実施のための準

備として、CII標 準の導入試験が実施 され、少な くとも流通業界の受発注データを

CII標 準によるEDIで 交換可能なことを証明された。

このプロジェク トは、今後も流通業界だけでな く、さらに対象範囲や業務(決 済

業務な ど)を 広げて継続する計画であ り、数年後にはわが国の産業界における標準

として広 く普及することが期待できる。

一22一



3.イ ン タ ラ ク テ ィ ブEDI





3.イ ン タ ラ ク テ ィ ブEDI

コンピュータ とネ ッ トワー クに よ りデー タ交換 を行 い業務処 理を行 う方法 として、バ ッチ処

理方式(フ ァイル転送方式)と リアルタイ ム処理方式 の2種 類 が あ る。 これ まで 、主 と して

バ ッチ処理方式 に よるEDIが 実用化 されて きたが、近年 、業務処理 ニーズ の多様 化/高 度化 に

ともな って、 リアル タイム処理方式 のEDIも 実 用化 される よ うに な って きた。

バ ッチ処理方式 のEDIが 用 い られて きたのは、技術 的完成度が高 い ことや安価 に構築 で きる

こ とと、手作業 時代 の郵送 と同等 な運用 が可能 であるとい う業務運 用面 での利点 が、主 な理 由

で ある。一方 で、応答時間 が短 く即時性 を要求 され る業務処理 には、本来不 向き とされ てきた。

最近 の業 務 ニーズでは、応答を ともな うEDI(在 庫紹介、納 期紹介な ど)で は、よ り応答時間

の短 い処 理が要求 され る ようにな ってお り、応答を ともなわないEDI(発 注処理 な ど)で も、

送 られた発 注デ ータな どが なるべ く早 く取 引先 で受理 され ることが要 求 され ている。結果 とし

て リアル タイ ム処理 のEDIが 要求 され る ことになるが、欧米では、イ ンタ ラクテ ィブEDIと い

う名称 で呼ばれ、既 に標 準化作業が開始 され ている。

3.1イ ンタ ラクテ ィブEDI(1-EDI)の 必要性

3.1.1フ ァイル転送に よるEDI

現在、一般的なEDIは フ ァイル転送 の技術を用いてい る。 この仕組 みを簡単に説 明

す ると次 の ようにな る。

先ず、取引の相手方に送 ろ うとす る情報 を、フ ァイル の形 に編 集す る。 この フ ァイ

ルは送 信 フ ァイル と よばれ、図3-1の 中の 『A』で示 され る。その構 造は、図3-1

の よ うに、複数の伝 票を並べた よ うな イメージにな ってい る。編 集 された フ ァイルを、

ファイル転送の技術を用いて取引 の相手先の システムの中にあ るフ ァイルへ送 る。 こ

の フ ァイル は、受信 ファイル と呼ばれ、図3-1の 『B』で示 され る。受け取 った取 引

先 では、 このフ ァイルを入力 と して業務処理 システ ムへ投 入 し、 コンピュータ処理を

行 う。情報受渡 しの単位 が、丁度伝票 の束にな っているので、バ ッチ処理方式 とも呼

ばれ る。

フ ァイル転送 に よるEDIの 特徴 は、 また欠点で もあ る。処 理時 間の面 では以下 の よ

うにな る。

① 複数 の伝票(電 子伝票な ので、 メ ヅセージと呼ぶ)を 編集す る必要 があ り、最

初 のメ ッセージ編集を始め てか ら、最後 のメ ッセー ジを編集す るまで(す なわ ち、
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フ ァイル がで きるまで)少 なか らぬ時間がかか る。

② フ ァイルの編集 が終 わ ってか ら、取 引の相手方 へ送 信す るまで、 タイ ミングを

とるた めの時間が発生す る。

③ 取 引の相手方 が受 け取 ってか ら業務処理 を行 うまで、 また、待 ち時間が発 生す

る。

④ 実際 には、情報 ネ ッ トワー クサ ー ビス事業者 のデ ータ交換 サー ビスを使 うケー

スが多 いので、 ここで も交換待 ち時 間が発 生す る(図3-2参 照)。
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図3-2情 報 ネ ッ トワー クサ ー ビスに よ る交 換
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結果的 に、取 引の相手先に渡す情報の編集 を始 めてか ら取引 の相手先の業務処理 シ

ステムへ投入 され るまで の時間は、常識的には 、1日 程度 を見積 もる必 要 が あ る。

EDIで は、電子 的にデ ータ交換を行 うので、情報 は一 瞬 の うちに取 引 の相手先 に届 く

といわれ るが、現 実 とはかな りギ ャヅプのあ ることが分か る。

次に、バ ッチ処 理で あるがための運 用上の配慮 が通 常必要 になる。運用上 の都合 に

よ り、本来1つ の ファイルに編 集 してか ら送 るべ きところを2つ に分けて送 る場合、

取 引 の相手先へ前後 の順番 が入れ代わ らない よ うに、 十 分 な タイ ミング上 の余裕 を

もって送 る。 この運用 を守 らない と、取 引の相手先には前後 の順番が入れ代わ って届

くことが ある。例 えば、第1フ ァイルに発注情報 があ り、第2フ ァイルに取消情報が

あ った場合、順番 が入れ代 わ って届 くと、先ず 第2フ ァイルか ら処 理が行われ、取 消

情 報がエ ラー として無視 され、次に発注情報 が処理 され有効 とな る。 これは、明 らか

に送 信側 の意 図 とは逆 の結果 を生 じてい る。 この よ うな状 況が、実際に発生 した こと

もあ る。

在庫 照会や納期照会 の よ うな問い合 わせ型 の処理 の場合 、往復2日 の時間が必要 に

な る。通 常、 この時 間(デ ィ レイ と呼ぶ)を 加味 した システ ム設計 が行 われてい る。

以上、 フ ァイル転送 に よるEDIの 特徴 とい うよ りは問題点を述 べたが、その一方 で

最 大の利 点は、技術 が確立 され ていて構築費用 が安価 であ ることと、 どの よ うなネ ッ

トワークや コンピュー タ(特 にパ ソコン)に も導入 で きる ことであ る。

3.1.2フ ァイル転送で は不便 な業務処理

列車や航空機 の座席予約 では、お客 が待 ってい る間に空 座席 の確認 と予約を行 って

くれ る。 この ような用途 では、処理 の結果 が即 時に受 け とれ るオンライ ン リアル タイ

ム処 理が、ず っと以前か ら導入 されてい る。以前鉄道会社 や航空会社で導入 された座

席 予約 システ ムは、イ ンハ ウスの システ ム(社 内で閉 じた システム)で あった ので、

EDIと は関係 のない システ ムであ ったが、 よ り便利 な システ ムを指 向 した結 果 、EDI

が導入 され始 めた。 例えば、東 京か らジ ュネ ーブへ行 くためには、直行便 がないので

乗 り継 ぎが必要 であ る。 この乗 り継 ぎの時、2つ の航空会社に また がる場合 は 、EDI

がなけれ ばそれぞれ の航空会社 の カ ウンタで予約を しなけれ ばな らない。 これ では不

便な ので、各航空 会社 の座席予約 システムをネ ッ トワークで結 び、 どこの航空会社 の

カウンタか らで もすべ ての航空会社 の座席 の予約が できる ように現在 ではな ってい る。

このEDIで はオ ンライ ン リアル タイム処理 の技術 が使われ てい る。
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わが国では、大手旅 行代 理店が同様 なEDIを 行 ってお り、最 近 、機 械 工 具 の業 界

VANや 家電業界VANに も導入 され る よ うにな った。対象 とな ってい る処理は、在庫

照会(座 席予約 システ ムにおけ る空席照会 に相 当す る)と 発注(座 席予約 システ ムに

おけ る予約処理に相当)で ある。

この よ うに、業務に よって は、 フ ァイル転送 の技術 では利便性 とい う面 で問題 を発

生す る場合が ある。EDIを 広 義iに解釈 し、金融業 のネ ットワー クにおける処 理 もEDI

と見なせば、銀行間のオ ン ライ ン為替交換 ・CD/ATM連 携 や ク レジ ッ ト業 界 の信用

照会 も、 オンライン リアル タイム処理 に よるEDIで あ り、かな り以前か ら導入 され て

いる。

3.21-EDIの 実現 に向けて

3.2.1処 理時 間と処理形態

リアル タイ ムEDIを 用い るのは、高速 な応答時間 を要求 され る時 である。第3.1.1

項 で述べ た よ うに、 ファイル転送方式 では、照会処 理の場 合応答 時間 は平均的 に2日

であ る。 しか し、座席予 約 システ ムでは瞬時でなければな らない。そ こで リアル タイ

ムEDIが 用い られ る。

しか しなが ら、 ファイル転送で も応答時間を早 くす るこ とは可能 であ る。例 えば、

2時 間を実 現す るのは、それほ ど難か しくない。そ こで、 どれ程 の応答 時間か ら リア

ル タイ ムEDIな のか とい う問題 になる。現実のアプ リケー シ ョンでは、潜在 的要求 は

すべて応答 時間ゼ ロとい う結論にな る(通 常、早過 ぎて困 る ことはな い)。 したが っ

て、業務 特性を無視 した要求応答時間 を分析す る ことは一般的 に意 味がない。

逆 に どこまで我慢で きるか が問題 になる。 この時 間は、業務処理 の 内容に よって大

き く違 って くる。座席予約 システムでは、通常 、10か ら20秒 と言わ れ る。企業 間の受

発注取 引に関連 した照会で あれ ば、1分 程度 の応答時 間はまず 問題 にな らない。製造

業 のEDIで は、2日 程度 の応答 で十 分な照会処理 も沢山 ある。

すなわ ち、業務処理か ら見れ ば、応答 時間に対す る要 求は多様 で あ り、それぞれ の

応答時間に対応す るEDIが あって、選択可能 な ことが重要だ とい うことになる。

一般的 に、応答時 間をシ ビアーにすれば構築 コス トが高 くな るので、業務処理上 の

要求応答時 間 と構築 コス トとのバ ランスで実際 の応答時間が決定 され る。 したが って、

即時性 を要求 され る用途 はすべて リアル タイム処理にな る とい う程単純 ではない。

厳密 な意 味では、 リアル タイム処理 に も一方 向 と双方 向がある。 そのため、 リアル
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タイ ム処理 のフ ァイル転送 とい う処理形態 があ り、 リモ ー トバ ッチ処理が これ に相 当

す る。 しか し、業務処理 系で用い る リアル タイム処 理は通常双方 向を意味 している。

リアル タイムEDIを 用 いる動機には、即 時双 方 向の業務 処 理 を 目的 とす る場 合 も多

い。 この形態を 「問合せ応答」 と一般 的に呼ぶ。 さらに、1回 の問合せ応答 で1つ の

業務処理 に区切 りをつけ る形態 を リアルタイムEDIと し、n回 の問合せ応 答 で1つ の

業務処理に 区切 りをつけ る形態 をイ ンタラクテ ィブEDI(1-EDIも し くは会話型EDI)

と して区別す る場合 が多い。 リアル タイムEDIと イ ンタ ラクテnブEDIで は 、 コ ン

ピュータシステムの処理系 が異 な るケースが多 いか らで ある。

す なわ ち、1-EDIへ の要求要素 には、処理 時間 と処理形 態の2つ があ る。 これ らの

業務処理上 の要求値 と実現 コス トとの兼ね合 いか ら、い くつか の実現形態が存 在す る。

加 えて、業務処理上 の要求 は短 い処理時間へそ して双方 向へ と年 々変化 し、技術進歩

に よ り、実現 コス トは安価 な方 向へ年 々変化す る。 これ らの要 因か ら1-EDIへ の発 展

過 程が想定で きる。

3.2.21-EDIへ の発展過程

現在で も、一部 の業界の一部の業務(例:座 席予約 な ど)で は、1-EDIが 実施 されて

い るが、 オープンで汎用的な1-EDIは 、 まだ実施 されていない。オ ープンで汎用的 な

1-EDIは 、昨年度 の検討で技術 的 には可能 であ るとい う結論 に達 してい るが 、 これ は

構 築 コス トを無視 した結論で あ り、現状では相 当高価 な システ ムにな ることが予想 さ

れ る。そのため、業務処理上 の要求 の変 化 と技術進歩 に よる構築 コス トの変化 との兼

ね合いか ら実際 のシステムで は、現行の ファイル転送 との間の中間的な形 態を経 由 し

つつ次第に1-EDIが 実現 され る とい うシナ リオが考え られ る。

今後 のEDIの 方 向につ いては、次 の ような過程を経 て1-EDIへ 進化 してい くこ とが

考 え られ る。

① フ ァイル転送 の進化

現行の フ ァイル転送 の所要時間 の短縮 が予想 され る。 この短 縮は技術 的に十分

可能で ある。所要時間 の短縮 に よって、現行 では到達期 日が翌 日とい うAP設 計

条 件が、そ の 日に到着 とい うAP設 計条件にな り、そのイ ンパ ク トはか な り大 き

い ことが予想 され る。

② 一方通行か ら双方 向へ

現行のEDIは システム的には一方通行 である。ただ し、APは 常 に双 方 向で あ
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るため、一方通行 の システムを逆 向 きに組 み合わせて双方 向と して活 用 して いる。

そ こで、 システ ム的に も双方 向であ るEDIの 構築 が考 え られ る。

③ オ ンライ ン リアル タイ ムEDIか ら1-EDIへ

② の進化 の延長上 で、 オ ンライ ン リアル タイ ムEDIが 構築 され る。 オ ンライ ン

リアル タイ ムEDIは 、通常単純問合わせ型 の処理系 であ り、 これが会話型処理 系

に進化 すれば、1-EDIに な る。 この処 理系 は、現在で も業務局面 を 限定 す れ ば技

術的に可能で あるが、汎用的な処 理系 の構築には、 まだ コス トや安定性 の面 で問

題があ る。 この技術 的壁を いかに越 えるかが、実現へ の鍵を握 っている。

全体 と しては、①か ら③ の順 に進化す る とい う流れ になる。但 し、全体 を見 た場合

であ り、業 界 ご とあるいは企業 ごとに見れ ば、既 に1-EDIを 実施 してい る業 界 も あれ

ば、現行 のフ ァイル転送 の まま特 に変化 しない業界 もあるか もしれ ない。 それぞれの

業 界や企業に おけ るニーズ が異 なる以上 、一様 に変化 してい くわけ ではない。

しか し、 イ ンフ ラ的にEDIの ベースを整備 してい く過程 では(そ の課題 の大半は標

準化 と移行 の問題 であるが)、 全体が一様 に変化 してい くとい う条 件 が 基 本 的 に必要

で ある。それ は恐 ら く理想 であ るが、現実 に もっとも近 い理想状態 を想定 しなければ、

全体的な方 向を定 め実現 に向けて推進す ることはで きない。

注)AP:ア プ リケーシ ョン、ユーザ ー側の業務処理 システ ム

3.3EDIの 進化 を踏まえた態様

3.3.1所 要時間お よび処理形態 か ら見たEDIの 分類

現在のバ ッチEDIに 対 して、利用者か ら要 望の強いニ ーズは次 の2点 であ る。

① ビジネ スのス ピー ドが早 いため、翌 日配信 のバ ッチEDIで はア クシ ョンに間 に

合わない。相手に情報 の届 くまで の時 間が もっと短 くな らないか。

② 一方 向の情報送信(フ ァイル転送)で はな く、相手 の回答 が必要 で ある。双方

向のEDIが 業務上必須 で ある。相手 か らの回答は業務 の種類 に よ り、そ の 日の う

ちな ら良い場合か ら、数 分ない し数秒 の早 さを求め る場合 まで様 々で ある。

EDIを 利用す る業務に よ り、 これ ら2つ の要望は組 み合わ さってお り、特に 時間 的

要 求は数時 間か ら数秒 まで広 い範 囲にわ た る。情報伝達 または応答 を得 るまでの所要

時間お よび処理 形態 のマ トリクスで必要 とされ るEDIを 分類す る と表3-1の よ うに

な る。

表3-1の 中で現行(バ ッチ)フ ァイル転送EDIが 、現在広 く利用 されてい るEDI
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で あ り、通常情報 を送信 した翌 日に相 手方 が受信 ・処理 を行 う運用 が行われ ている。

これ以外 の表3-1の 中の①か ら⑥'ま では従来明確 な分類 も行わ れて なか ったEDI

の形態で あ り、以下それ ぞれについて説明す る。

表3-1EDIの 形 態

時 間 日 時 分 秒
処理形態 (数時間) (数十分) (数秒)

,

現行 ①所要時間明確 ② 速達EDI
一方通行 ファイル転送 ファイル転 化EDI

一

送EDI (運用で可能) (運用で可能)

単一問合わせ ③ 疑似往復型 ④往復型EDI ⑥(現 行の)
応答あるいは 一 EDI リアルタイム

その繰 り返 し一 EDI

双方向

⑤低 速 ◎1-EDI

会話型 一 一 1-EDI (UN一

(数分以内) 1-EDD

注)UN-1-EDI 国連で標準化を検討中の1-EDI

(1)所 要 時間 明確化EDI

現行 のバ ッチフ ァイル転送EDIと 同 じ標 準に基 づ き同 じ機能 を持 つEDIで あ る。

唯一最 大 の違 いは、投 入 され た情報 が相手方 に受 信 可 能 とな る(相 手 方 の メール

ボ ックスに到着 す る)ま での所要 時間が最 大で も数時 間程度 に短縮 され、かつそ の

時間が規定 され ることで ある。 これに よ り、現行 よ り数倍 早い アクシ ョンを必要 と

す る業務 にまでEDIに よるデ ータ転送を利用可能 とな り、朝送信 した情報 に対 し半

日か らそ の 日の うち位 に相手方 のアクシ ョンまたは回答 の入手が可能 となる(図3

-3)
。

この所要 時間明確化EDIの ための特別 なイ ンフ ラ整備 は多分必要 とされず 、EDI

サ ー ビス運用者 の時 間的な面 での運用強化(デ イ リー振分処理を、1日 数 回運用 す

る)に よ り容易に実現す ると思われ、EDIサ ー ビスの コス ト面へ の影響 も最 小 と考

え られ る。

(2)速 達EDI

現行のバ ッチフ ァイル転送EDIお よび所 要時間明確化EDIの フ ァイル転送所 要 時

間を極限 まで短 くしたEDIで 、通常 の利用感覚では 「す ぐ」 になる。

速達EDIも 運 用に よ り実現可能 と考 え られ 、準拠す る標準 は現行 のバ ッチ フ ァイ
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要求側企業
所要時間 数時間

応答側企業

メ ッセ ー ジ

フ

ァ

イ

ル

,

フ

ァ

イ

ル

ナ き

●

●

,

,

図3-3所 要時間 明確化EDI(一 方通行)

ル転送 と同 じで可能 であ ろ う。 このEDIサ ー ビスのため のイ ンフラ整備 も、運用変

更(具 体的にはEDIサ ー ビス運用 において、情報 が送 られ る都度 、即 時振分処理 を

行 う)に 伴 うものだけで よ く、一部 のVAN業 者 のEDIサ ービスでは既 に実 施 中で

あ る。

一方
、 この速達EDIサ ー ビスを効果 的に利用 す るためには、振 り分け られた情報

を即 時に相 手方 システ ムへ送 り込むVAN側 発 呼機能 と、 これに耐え られ る利 用企

業 内の システ ム運用(常 時 オ ンライ ン可能。受信後即 時データ処理 な ど)強 化 が必

要 とな る(図3-4)。

要求側企業
所要時間 数分～数十分

応答側企業

A
プロセス

A
プロセス

図3-4速 達EDI(一 方通行)

(3)疑 似往復型EDI

現行 のバ ッチフ ァイル転送EDIの 標準 ・技術 ・イ ンフラをベースに して、業務 的

には双方 向の情報交換を実現す るもので ある。応答時間 は最大で も数時間程度 に予

め規定 され ている ことで、一定 時間 内に回答が得 られ る ことを前提 と した業務 へ利

用可能 となる(図3-5)。s

この疑似往復型EDIの ために特別 なイ ンフラ整備 は必要 とされず 、かつ応答時 間

一30一



も長 目に設定 してあるため、運用で対応できる所要時間明確化EDIを 往復2回 利用

することで、容易かつ コス トアップ。も最小で実現可能 と考えられる。 この疑似往復

型EDI実 現におけるポイントは、応答側企業における運用で、情報受信後一定時間

以内にこれを処理 して回答を返送(送 信)す ることを守る点であ り、その他の面は

所要時間明確化EDIあ るいは速達EDIが 実現すれば、必要な条件は整 うと考え られ

る。さらに現在 の技術開発およびインフラの整備の進展か ら、極めて近い将来に応

答時間は 「時間」の単位を切って、数十分から十数分の単位 とな り次項 の往復型

EDIと 時間的には併存する可能性が高い。

応答時間 数時間
要求側企業 応答側企業

要 求 メ ッセ ー ジ

,

フ

フ
ル

フ

ァ

イ

ル

,

:

〉

〉

,

＼
★

AP
プロセス

応 答 メ ッセ ー ジ
∠ ★

フ

フ
ル

プ

ア

イ

ル

く

く

∈ ∈

:
く

注)★:デ ィレイは制限される

図3-5疑 似往復型EDI(双 方 向)

(4)往 復型EDI

双方 向フ ァイル転送 の応答時間を最小限に短縮 した もので、疑似往復 型EDIの 各

段 階お よび全体 での処理時間を早め て、数分か ら数十分の対応時間を実現す る もの

であ る。こ れに よって、顧客窓 口の ような一刻を争 う応答を必要 とす る以外 の一般

業務 にお いて、 問い合せ ・回答型 の場面に使用可能なEDIを 実現す る もので ある。

この往復型EDIが 前項 の疑似往復型EDIと 大 き く異な る点は、要 求 メ ッセージ と応

答 メ ッセージが交互 に往復す る点 である(図3-6)。

この往復型EDIに おいては、EDIサ ー ビスの通信 イ ンフラとしては、蓄積 交 換 よ

りは ゲー トウェイ ・パ ケ ッ ト交換 ・回線交換 な ど即時性 の高 い ものの方 が向いて お

り、応答側企業 の シス テム(ア プ リケー シ ョン)も 、バ ヅチ処理形 ではな くリアル
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タイム処理形が必要 とな る場合 もあ り、標準 ・技術 ・イ ンフ ラ ・コス ト等 の面 で解

決すべ き課題が増 え ると考 え られ る。

要求側企業 応答時間 数10分 応答側企業

要 求 メ ッセ ー ジ

＼

,

応 答 メ ッセ ー ジ

フ

ァ

イ

ル

`

,

う

AP
プロセス

∈

●

●

■

フ

ァ

イ

ル

`

/

ナ

`

図3-6往 復型EDI(双 方 向)

この往復型EDIに おいて は要求側 システ ム と応 答側 シ ステ ムの間 の通 信 路 を1

メ ッセ ージ毎に接続 ・切 断す る場合 と最初に接続 して最後 のメ ッセージ受信後切断

す る場合、お よび回線 は最初か ら最後 までに接 続 して お くが論 理 的 接続 は1メ ッ

セージ毎に切断す る場 合な どの運 用上 のバ リエ ーシ ョンが予想 され る。 これ は、利

用す る通信路の性質 ・回線の料金 と接続時間 ・回線切断 に伴 うオーバーヘ ッ ド等 を

勘案 して決め られ ることにな る。

(5)低 速1-EDI

これ は、 イ ンタラクテ ィブ型 のEDIで あるが、応答 時間を数 分か ら10分 程 度に拡

大す る ことで、それほ ど即時応答 を要 求 しない業 務 に対 して、 高速 のイ ンタ ラ ク

テ ィブEDI(1-EDI)よ りコス トを押 さえたEDIを 提供す るものであ る。EDIの し く

み全体 は往復型EDIと 良 く似 てい るが、利 用す る業務 お よび処 理要求 メ ッセージ と

応答結果 メ ッセージの性格 が大 き く異 な り、 これ に起 因 して、標 準 ・技術面での対

処 が必要 となる(図3-7)。

低速1-EDIに おいては、最初 の処理要求 メ ッセージか ら最後 の応答結果 メ ッセ ー

ジまでのすべ てが強 い関連 を持 ってお り、直前の メ ッセ ージに よ り次 の メ ッセージ

ー32一



要求側企業 応答時間:数 分～10分

処理要求 メッセージ

応答側企業

A

プ ロセ ス

A

プ ロセ ス

図3-7低 速1-EDI(双 方 向)

が決 ま り、かつ最後 のメ ッセージに至 ってそれ までに交換 した メ ッセー ジを有効 と

す るか、無効 として廃棄す るかが決 まる。即 ち、未確 定型 の強 い相 関関係を持つ一

連 の メ ッセージ交換 である とこが特徴 とな る。 これは当然、利用す る業 務か らの要

求に従 って いる訳 で、低速1-EDIを 利用す る業務 は、各種 の予約 や在 庫照会 ・発注

な どの うち、応答 時間が比較 的遅 くて よい もの とな る。要求側 が人 間係で あれば よ

り早い応 答時間 を必要 とす る事か ら、要求側 は人間 係 を代 行 す る機 械 糸(シ ステ

ム)で ある可能性 が高 く、予 めフ ァイル に登 録 され た情 報 と、 高度 な ア プ リケ ー

シ ョンプ ロセス とに よって処理 を進め、応答側企業 も同様 な レベルの システムと考

え られ る。

(6)及び(6)'リ アル タイ ムEDI、1-EDI

これ は どち らも、双方 向で、応答 時間 も数秒 以下 のEDIで ある。 この場 合、対 話

の一方(要 求側)は 人間であ り、人間 と機 械 の対話 の形 態が一般的で ある。

要求側企業 応答時間:数 秒

処理要求 メッセージ

応答側企業

AP'

プ ロセ ス

フ

ァイ

ル

A
プロセス

図3-8リ アル タイ ムEDI/1-EDI(双 方 向)
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業務 的には窓 口におけ る予 約や、在庫照会 ・発注 な どよ り短 い応答 を求め るもの

が多 く、個別 の リアルタイム システ ムに よ り実施 してい るケースが多 い。

またUN-EDIFACT(国 連)に お いては、 この領域のEDIに おけ る標 準 化 の必 要

性 に対応 して1990年 よ り検討 を始 め、1992年9月 にUN-ECEWP1に 対 し

Recommemdationsを 報告 し、新 たな標 準作成 に着手 してい る(図3-8)。

3.3.2適 用分野

前項 でEDIの 形態 を6つ((6)と(6)'を 同一分類 とす る)に 分類 したが、例 えば(1)の

所要時間 明確化 フ ァイル転 送を用 いて運用上 の工夫 を行 えば、す べての業務処理を実

現 で きる。一方、(6)'の1-EDIで は、 フ ァイル転送 も含 めて(1)か ら(6)まで の全部 の形

態 を含 んで お り、すべての業務処理 の最適 な実現形態に なる。 したが って、それぞれ

の適用分野は構築 コス トを含 め て分析 しなけれ ば、(6)'以 外 の形態 では適用分野な し

とい う無意味な結果にな る。 しか しなが ら、それぞれ の形態 の構築 コス トを定量的に

把握す る ことは 困難なので、処理所要時 間か ら見 て業務担 当者 が我慢 で きる範囲にあ

るか どうか、業務 の性質上か ら見 て双方 向の形態 が よ り有効 であ るか ど うかについて

を 、定性的に検討 し、それぞれ の形態 につ いて適用分野を ま とめた。

適用分野か ら捕 らえた場 合、(1)の所要時 間明確化EDIと(2)の 速達EDI、(3)の 疑 似往

復型EDIと(4)の 往復型EDIそ して(5)の低速1-EDIと(6)/(6)'の リアル タイ ムEDI/1-EDI

がそれぞれ ほぼ同 じ適用分野 とな り、同一 の分類 と見なす こ とが できる。次項 で述 べ

る ように、技術的に も同一 の傾 向が あ り、1-EDIへ の発展段階 を3段 階 に 設定 す る こ

とが合理的だ と考え られ る。

以下では、定性分析 のベ ースを①に各形態 の定義 として記述 し、② に適用分野 とし

て適用業務 シス テムを まとめた。 また、③ には情報 の提供側(EDIの 送信側)と 利用

側(EDIの 受信側)で の異常 時運 用の留意点 をま とめて ある。

(1)所 要時間明確化EDI

① 定 義

・メ ヅセ ージの流れ:「 一方 向」 … …メ ヅセージに対す る レスポ ンスは業務 の

条件 に よ り、ある場 合(伝 票等)と ない場合が ある。

・相手 に届 くまでの時間:「 時間 オーダー」
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② 適用業務 システム

情 報 シ ス テ ム 情 報 業 態

販 売 管 理 シ ス テ ム 売上情報 ・請求情報 小売業(POSシ ステムに顕著)

受発注(EOS)シ ステ ム 発注情報
小売業(デ リバ リサイクルが半日

以上)

情 報 収 集 シ ス テ ム
ア ン ケ ー ト情 報

商 品 コ ー ド情 報
小売業

物 流 シ ス テ ム 出荷指示情報
運送業(デ リバ リサイクルが半日

以上)

決 済 シ ス テ ム
振込依頼情報

入金通知情報
金融業

予 約 シ ス テ ム 予約情報 サ ー ビス 業

③ 提供 ・利用の留意点

留 意 点

提

供

側

1
通信異常等で正常にファイル転送できなかった場合のリ トライ回数は何回か

再度ファイルを転送する手段があるか。

2 今回転送できなかった場合、次回の転送に今回のデータを追加するか。

3 データカミなかった場合、利用者側にどう通知するか。

利

用

側

1 業務の締め切 り時間はEDIの ファイル転送時間に合 っているか。

2
どのメヅセージが伝達されなかったかと明らかにする為の識別をもうけている

か。(伝票、通番等)

3 相手にファイルが転送されなかった場合の代替手段カミあるか。

(2)速 達EDI

① 定 義

・メ ッセ ージの流れ:「 一方 向」 …… メ ッセージに対す る レスポ ンスは業務 の

条件 に よ り、 ある場合(伝 票等)と ない場合が ある。

・相 手に届 くまで の時間:「 分 オーダー」 ……スポ ッ トデ リバ リが必要 な場合

に このオ ーダーが要 求 され る。
(
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② 適用業務システム

情 報 シ ス テ ム 情 報 業 態

販 売 管 理 シ ス テ ム 売上情報 ・請求情報 小売業(ス ポヅト業務…取消な ど…)

受発注(EOS)シ ステ ム 発注情報 小売業(緊急発注、発注取消な ど)

物 流 シ ス テ ム

出荷指示情報

荷物位置情報

集荷依頼情報

運送業(デ リバリサイクルが半日

以上)

宅配業

宅配業

予 約 シ ス テ ム 予約情報 サ ー ビス 業

③ 提供 ・利用の留意点

留 意 点

提

供

側

1
通信異常等で正常にファイル転送できなか った場合のリトライ回数は何回か

再度ファイルを転送する手段があるか。

2 今回転送できなかった場合、次回の転送に今回のデータを追加するか。

3 デ一夕カミなかった場合、利用者側にどう通知す るか。

利

用

側

1 業務の締め切 り時間はEDIの ファイル転送時間に合っているか。

2
どのメッセージが伝達されなかったかと明らかにする為の識別をもうけている

か。(伝 票、通番等)

3 相手にファイルが転送されなかった場合の代替手段があるか。

4 要求側:送 信す るメッセージを分オーダーに間に合 う様に作成できるか。

5 受取側:受 け取 ったメッセージを分オーダーに間に合 う様に処理できるか。

(3)疑 似往復型転送EDI

① 定 義

・メ ッセージの流れ:「 双方 向」 …… メ ヅセー ジの送信 ・受信 のサイ クルが業

務 と連動 し、1業 務 サイ クルを形成 している。

・相手 に届 くまで の時 間:「 時 間オーダー」

② 適用業務 システム

情 報 シ ス テ ム 情 報 業 態

販 売 管 理 シ ス テ ム 見積情報 商社 ・製造業など

受発注(EOS)シ ステム
照会情報

発注情報

小売業(在 庫、納期の回答が必要な

もの)

情 報 収 集 シ ス テ ム 商品コー ド情報 小売業(商 品マスタ伝送 システムなど)

物 流 シ ス テ ム 出荷情報 運送業

予 約 シ ス テ ム 予約情報 サ ー ビス業
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③ 提供 ・利用の留意点

留 意 点

提

供

側

1
通信異常等で正常にファイル転送できなかった場合の リトライ回数は何回か

再度ファイルを転送する手段があるか。

2 今回転送できなか った場合、次回の転送に今回のデータを追加するか。

3 データがなかった場合、利用者側にどう通知するか。

4 フ ァイ ル単 位 の イ ベ ン ト管 理 を ど うす る か。

利

用

側

1 業務の締め切 り時間はEDIの ファイル転送時間に合っているか。

2
どのメヅ七一ジが伝達 されなかったかと明らかにする為の識別をもうけている

か。(伝 票、通番等)

3 相手にファイルが転送 されなかった場合の代替手段があるか。

4 メッセージ情報の一層の簡素化(不 要なものは送 らないようにする。)

5 未回答に対す る処理をどうするか。

(4)往 復型EDI

① 定 義

・メ ヅセー ジの流れ:「 双方 向」 …… メ ッセ ージの送信 ・受信 のサイ クルが業

務 と連動 し、1業 務 サ イ クルを形成 してい る。

・相手 に届 くまでの時間:「 分 オーダー」……ス ポ ヅ トデ リバ リが必要 な場合

に このオ ーダーが要求 され る。

② 適用業務 システム

情 報 シ ス テ ム 情 報 業 態

販 売 管 理 シ ス テ ム 見積情報 商社 ・製造業など(緊 急なもの)

受発注(EOS)シ ステム
照会情報

発注情報
小売業(緊 急発注 ・発注取消など)

物 流 シ ス テ ム 荷物位置情報 運送業(荷 物の追跡)

予 約 シ ス テ ム 予約情報 サ ー ビ ス業
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③ 提供 ・利用の留意点

留 意 点

提

供

側

1 接 続 ・切 断 は1メ ヅセ ー ジ単 位 か否 か 。

2
利用者側に対する抑止機能(サ ービス時間管理、相手異常に対する規制)を ど

のようにしてもたせるか。

利

用

者

側

1
どのメッセージが伝達されなかったかと明らかにする為の識別をもうけている

か。(伝票、通番等)

2 相手にファイルが転送されなかった場合の代替手段があるか。

3 メヅセージ情報の一層の簡素化(不 要なものは送 らないようにする。)

4 未回答に対する処理をどうするか。

5 分 オ ーダ ーの レス ポ ン スを 送 受 信 し処 理 で き る リ ソー ス が あ る か。

(5)低 速1-EDI

① 定 義

・メ ッセージの流れ:「 双方 向 ・会話型」 ……複数 の メ ヅセ ージの送 信 ・'受信

のサ イ クルが業務 と連動 し、1業 務 サ イ クル を形成 してい る。 また 、 メ ッ

セージの順序性が重 ん じられ てい る。

・相手 に届 くまでの時 間:「 分オーダ ー」 ……スポ ッ トデ リバ リが必要な場 合

に このオーダーが要 求 され る。

② 適用業務 システム

情 報 シ ス テ ム 情 報 業 態

受発注(EOS)シ ステム
照会情報

発注情報
小売業(照 会型発注が必須なもの)

予 約 シ ス テ ム 予約情報 サ ー ビ ス業

③ 提供 ・利用の留意点

留 意 点

提

供

側

1 接 続 ・切 断 は1メ ッセ ー ジ 単位 か 否 か 。

2
利用者側に対する抑止機能(サ ービス時間管理、相手異常に対する規制)を ど

のように してもたせるか。

3 相手側タイムアウトの場合の案内メッセージをどのように して通知するか。

利

用

者

側

1
どのメヅセージが伝達されなかったかと明らかにする為の識別をもうけている

か。(伝 票、通番等)

2 相手にファイルが転送 されなかった場合の代替手段があるか。

3 メッセージ情報の一層の簡素化(不 要なものは送らないようにする。)

4 未回答に対する処理をどうするか。

5 ,分 オ ー ダ ー の レス ポ ンス を 送 受 信 し処 理 で き る リ ソー スが あ る か。

6 1業 務 トラ ンザ ク シ ョンの 範 囲 を ど こ ま でに す る か。
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(6)リ アル タイムEDI/1-EDI

① 定 義

・メ ッセー ジの流 れ:「 双 方 向 ・会話型」 ……複数 の メ ッセー ジの送信 ・受信

のサイ クルが業務 と連動 し、1業 務サ イ クル を形 成 して い る。 また、 メ ッ

セ ージの順序性 が重 ん じられている。

・相 手に届 くまでの時間:「 秒 オーダー」 ……ス ポ ッ トデ リバ リが必要な場合

に このオーダ ーが要 求 され る。また、エ ン ドユ ーザ ーの 目の前 で業務を行 う

場 合や エ ン ドユ ーザ ー 自らが端末 を操作 す る場 合 も このオーダーが要求 され

る。

② 適用業務 システ ム

情 報 シ ス テ ム 情 報 業 態

受発注(EOS)シ ステム
照会情報

発注情報
小売業(緊 急の回答が必要なもの)

決 済 シ ス テ ム 与信チェック情報 金融業

予 約 シ ス テ ム 予約情報 サ ー ビス業(セ ッ ト予約 す る もの)

③ 提供 ・利用の留意点

留 意 点

提

供

側

1 ヘ ル ス チ ェ ック機 能 を どの よ うに 実 現 させ るか 。

2
利用者側に対する抑止機能(サ ービス時間管理、相手異常に対する規制)を ど

のようにしてもたせるか。

3 相手側タイムアウトの場合の案内メッセージをどのようにして通知するか。

4 レスポンスを保証す る為の危険分散機能の(複 数パス制御など)を どうするか。

利

用

者

側

1
どのメヅセージが伝達されなかったかと明らかにする為の識別をもうけている

か。(伝 票、通番等)

2 相手にファイルが転送されなかった場合の代替手段があるか。

3 メ ッセージ情報の一層の簡素化(不 要なものは送らないようにする。)

4 未回答に対する処理をどうするか。

5 秒 オ ー ダ ーの レス ポ ンス を送 受信 し処 理 で き る リ ソー ス が あ るか 。

6 1業 務 トラ ンザ ク シ ョンの 範 囲 を どこ ま でに す る か。

3.3.3技 術的可能性

本項 では6つ に分類 され た形態 のそれぞれについて、技 術面 での構築上の問題 点の

分析結 果を示す。昨年度 の検討 で、構築 コス トの問題 を除外すれ ば、いずれ の形態 の
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実現 も可能 であ ることは、既 に判 明 してい る。 ここでは、現在稼動 している システ ム

な どの技術 レベル も踏 まえた上で、それ ぞれ のケースについて現行 システ ムを多少 グ

レー ドア ップすれ ば可能 なのか どうか、そ して、通信 系以外 の留意点 な どについて分

析 した。

前項 と同様 に、表3-1の ① の所要時 間明確化EDIと ②の速達EDI、 ③ の疑 似往 復

型EDIと ④ の往復型EDIそ して⑤ の低速1-EDIと ⑥/⑥'の リアル タ イ ムEDI/1-EDI

は、それ ぞれ 同一 の技術 レベルが必要 とな り、 ほぼ同等 の構築 コス トが必要 とな るの

で、① よ りは② 、③ よ りは④ そ して⑤ よ りは⑥/⑥'の 方がサ ービス機 能 が大 き くパ

フ ォーマ ンスが よい。した が って、技術的 には、② の速達EDI、 ④ の往復 型EDIそ して

⑥/⑥'の リアル タイ ムEDI/1-EDIの 順に実現 してい くのがベ ターだ と考 え られ る。

(1)所 要時 間明確化EDI

本形態 は現行 のフ ァイル転送処理 のデ ィ レイ時間を制 限 した ものである。す でに、

図3-9に 示すEIAJ-EDIサ ー ビス(VAN)等 では技術的問題を解決 し、運用 に供

され てい る。

VANセ ン タ ー

ユーザ固 有
一 田AJフ ォーマヲト

(

)
/

・1変換処理ト
取引先

1工場1フ竺
↓

)
已 案内1

＼ ノ >FAX

図3-9EIAJ-EDIサ ー ビス の 例

また、個別企業 のEDI業 務 において もファイル転送に連動 して、 フ ァイル転送 の

後処理(発 注 データ受信後 の受注デ ータ処理等)を 起動す ることに よ り、業務運用

してい る。

① 通信手順

フ ァイル転送 と後処理(変 換処理等)と は独立 してい るので、通信手順 には依

存 しな い。現行 の通信手順(全 銀、JCA、F、H等)で 可能で ある。

② 後処理 の形態

所要時間短縮 のためには、 フ ァイル転送連動 の リアル処 理型 アプ リケーシ ョン

(パ ッケージ提供 を含 む)が 望 ま しいが、後処理 はデ ィレイ ドで起動 して も良い

ため、 パ ッケージアプ リケーシ ョンで も良い。
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③ 後処理 の起 動

デ ィ レイ ドの程度 に よるが、起動方法 としては時刻起動、 ファイル転送後 の自

動連携起動 、手動起 動があ る。 オペ レータ介在 に よる手動起動 以外は、 ツール ま

た はパ ッケー ジの利用が必要 である。

(2)速 達EDI

本形態 は所 要時間 明確化EDIの 所要 時間を極限 まで早めた ものである。 すでに 、

図3-10に 示 す コンビニエ ンスス トアの発注物流情報 システム(シ ヤス ト・イ ン ・

タイ ム)等 では技術的問題 を解決 し、運用 に供 され てい る。

VANセ ンタ ー

DB反 映

◎

一 → 発注データ

←一一 一 商 品

図3-10発 注物流情報 システ ム

① 通信 手順

フ ァイル転送 と後処理(デ ータ処理 等)と は独立 してい るので、通 信手順には

依存 しな い。現行 の通信手順(全 銀、JCA、F、H等)で 可能 である。

② 後処理 の形態

後処理 はフ ァイル転送 の完 了を契機に起動で きなければな らない。バ ヅチアプ

リケーシ ョンで も不可能 ではないが、所要時間短縮のためには、 フ ァイル転送連

動 の リアル処理 型 アプ リケー シ ョンを作成すれ ば可能 である。

③ 後処理 の起 動

フ ァイル転 送後 の後処理起動 に要す る時間を短 くす るために、フ ァイル転送後

の 自動連携 がで きなければな らない。所要 時間短縮 のためには、フ ァイル転送連

動 の リアル処 理型 アプ リケーシ ョンが必要 であ る。
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(3)疑 似往復型EDI

本形態 は一方 向のフ ァイル転送 をベ ースに して、見掛 け上 の双方 向を システ ム的

に実現 した ものである。す でに、発 注に対す る受注確認 の形態 で運用に供 されてい

る。

① 通信 手順

一方 向の ファイル転送 がで きれ ば よいので
、通信手順 には依存 しない。現行 の

通信手順(全 銀、JCA、F、H等)で 可能であ る。

② 後処理(応 答作成処理)の 形態

所要 時間短縮 のため には、 ファイル転送連動 の リアル処理型 アプ リケーシ ョン

(パ ッケー ジ提供を含む)が 望 ま しい。 しか し、応答 デー タを返 す までの時間が

長 い場 合、後処理(応 答作成処理)は デ ィレイ ドで起 動 して も良いため、バ ッチ

アプ リケー シ ョンで も良い。 バ ッチアプ リケーシ ョンを作成 すれば可能であ るが、

所要 時間短縮 のため には、 リアル処理型 アプ リケーシ ョンが望 ま しい。

③ 後処理 の起動

デ ィ レイ ドの程度 に よるが、起動方法 としては時刻起動 、 フ ァイル転送 後の 自

動 連携起動 がある。時刻起動 の場 合は、送信側 ・応答側双方 で綿密な運用時間の

取 り決 めが必要 で、 また、異常 時の運用 に関す る取 り決 め も必要 である。

④ 応答 の ファイル転送 開始

後処 理後 の所要時 間を短 くす るためには時刻 に よる転送 開始、後処理連携に よ

る転送 開始、オペ レー タに よる転送 開始指示が ある。 時刻に よる転送開始 の場合

は、送 信側 ・応答側双方 で綿密 な運 用時間の取 り決 めが必要 で ある。 オペ レータ

介在 に よるる手動起動 以外 は、 ツール またはパ ッケー ジの利 用 が必要 である。

(4)往 復型EDI

本形態 は(3)の応答時 間を著 しく短縮 した形態 である。納 入指示/回 答 や銀 行 の照

会業務で運 用 されている。

① 通信 手順

問合 せが一旦完了 した後 に応答 を返 すのであれば、一 方 向のフ ァイル転送 がで

きれば よいので、通信 手順には依 存 しない。現行 の通 信手順(全 銀 、JCA、F、

H等)で 可能で ある。

ファイル転送 を継続 した まま、応答を返す のであれば、全銀 パ ソコン手順 の補

助情報 を利用で きる。 また、全銀手順 のマルチ ファイル転送 を利用 して も良い。
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〔問題点〕

現状 のアーキテ クチ ャでは通信 中に約10分 間応答 を待つ ことがで きない。

② 後処理(応 答作成処理)の 形態

後処理(応 答作成処理)は ファイル転送の完 了を契機に起 動で きなければな ら

ない。 バ ッチア プ リケーシ ョンで も不可能ではないが、所要時間短縮 のためには、

フ ァイル転送 連動 の リアル処理型 アプ リケーシ ョンを作成すれば可能 である。

③ 後処理 の起動

ファイル転送後 の所要 時間を短 くす るために、 フ ァイル転送後 の 自動連携起 動

がある。基本 的にはオ ンライ ン リアル タイム型 の処 理 となる。 フ ァイル転送後 の

自動連携起動 は、直結(VANを 経 由せず)で あれ ば、通常のオ ンライ ン技術 で可

能 である。VAN経 由の場合は、発 呼型 ゲ ー トウェイ機能 に よ り速 度 ・プ ロ トコ

ル変換 を含 めて可能 であ る。

④ 応答 のフ ァイル転送 開始

後処理後 の所要 時間を短 くす るためには時刻 に よる転送 開始 、後 処理連携に よ

る転送 開始が あ る。基本 的にはオ ンライ ン リアルタイ ム型 の処理 とな る。時刻に

よる転送開始 の場合 は、送信側 ・応答側双方 で綿密 な運用 時間の取 り決めが必要

で、後処理連携 の場合 は、連携用 のツール またはパ ヅケージが必要 で ある。

(5)低 速1-EDI

本形態 は、現行 のオ ンライ ン リアル タイ ム処理 の応答 時間を数 分か ら10分 程度 に

緩和 した ものであ る。

① 通信手順

通信手順 とデー タ処理 が密接に結 びつ いてい る。 現状の通信手順 は プ ロプラエ

タ リ手順 であ り、オープ ンな環境を提 供す るにはOSI-TP等 の国際標 準への対 応

が必要 である。

② トラ ンザ クシ ョン処理

応答側APに とって、問い合わ せに対す る応答時間を延ばす ことは必 要 以上 に

リソースを保持す る ことにな りか えって負荷を増加 させ ることにな る。

現行 のオ ンライ ン リアル タイム処理の仕掛けをベ ースとす る限 り、応答時間を

必要以上に緩和す る ことは意味がない。逆に、上記 形態はAPとAPと の会話 で

あるため(つ ま り人間が介在 しないため)会 話 の時間 は短い。 この ため応答側 で

の特別 な考慮 な しに高速 オ ンライ ン リアル タイ ム1-EDIが 実現 でき る。
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フ ァイ ル

要求側

AP

応答側

AP
<

>

AP
>

図3-11低 速1-EDI

(6)リ アル タイ ムEDI/1-EDI

本形態は、人間 と機 械 との会話 で あ り問い合 わせ応答 が会話的に行われ る。1回

の問い合わせに対す る応答時間は数秒程度 が要 求 され る。

図3-12リ アル タ イ ムEDI/1-EDI

① 通信 手順

通信手順 とデ ータ処 理が密接に結びついてい る。現状 の通信手順は フ.ロプラエ

タ リ手順で ある。オー プ ンな環境を提供をす るに はOSI-TP等 の国際標 準へ の対
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表3-2適 用分野 と技術的可能性

適 用 分 野 技 術 的 可 能 性

①所要時間 ・見積業務、一般受発注業務、納品案内業務、 ・現行技術で可能(即 時振分け、VAN

明確化EDI 販売実績報告(POSデータ)、出荷指図(輸 送依頼 発 呼)、VAN出 実 施 中 、VANTOVAN

)、 請求業務、支払業務、商品情報連絡、予 も 可 能(EIAJ-EDIサ ービスVAN間 接 続)

約枠通知、欠品情報回答業務、納入予告、入 ・業 界 標 準 手 順 用 ドラ イバ(JCA ,全 銀

庫報告、納入受領報告、 レー ト収集等 )で 可 能 。 同 一 機 種 の 場 合 はメーカ 固
・業 界VAN(EOS)

、 旅 行VAN、 流 通V 有 の 通 信 ドライバで も可 能 。

AN(EOS、POS分 析)、 チ ケ ッ トVA ・要 求 側
、応 答 側(ユ ーザ 側)と して は

N、 運輸,倉 庫VAN等 通信用ソフトの購入及びデータ処理用バ
・照会業務、検索業務、緊急発注業務、緊急見 ッチAPの 作成が必要
積業務、予約業務、予信チェック等には不適 ・起動側、応答側双方で運用時間を取

決めておけば実現できる。

②速達EDI ・発注業務、明細情報通知(出 荷,仕 入)、 請 ・現行技術で可能(即 時振分け、VAN

求 業 務 、 アンケー}調査 、 レポート収集 等 発 呼)、VAN出 実 施 中、VANTOVAN
・業 界VAN(EOS) 、 流 通VAN(EOS)等 も可 能(EIAJ-ED|サ ービスVAN間 接 続)
・照会業務、検索業務、緊急発注業務、緊急見 ・業 界 標 準 手 順 用 ドラ イバ(JCA ,全 銀

積業務、予約業務、予審チェック等には不適 )で 可能。同一機種の場合はメーカ固

有の通信 ドライバでも可能。
・基本的にはバヲチ処理のAPで も不可能

ではないが、分単位の処理 になると

APも リアル処理型になる可能性 もある

③疑似往復型 ・価格照会、納期照会、輸送状況照会、発注業 ・双方向といっしも、数時間後応答デ

EDI 務(ス ポッ}発注含む)、 見積業務等 一 夕を 返 すのであればシステム的 には実 現 容 易

・業界VANのEOSシ ステムで実施 ・業 界 標 準 手 順 用 ドラ イバ(JCA ,全 銀
・リア ル 回 答 を 要 求 され る 業 務 、 メッセージ 順 序 生 )で 可 能 。 同 一 機 種 の 場 合 は メーカ 固

が重視される業務には不適 有 の 通 信 ドライバで も可 能 。
・一 方 通 行 ファイル転 送(数 十 分)に よ り

VANで 則対応可能
・ユーザ 側 の運 用 やAPの 変 更 さ え で きれ

ば実用可能

④往復型 ・商品コー ド照会、商品情報照会、在庫照会、 ・直結(VAN経 由無)で あれば通常のわ

EDI 価格照会、納期照会、空席照会、輸送状況照 ライン技術で対応可能。VAN経 由の場

会、発注業務、予約業務 、予信チェック 合 は 、 発 呼 型 ゲートウェイ機 能 に よ り速 度
・業 界VAN 、 旅 行VAN、 チケットVAN等 アロトコル変換を含めて可能
・送信側端末か らの人為的更新を避けて予めファ ・基 本 的 に は応 答 側 のAPが オンラインリアルタイ

イルを作成 しておいて]ンピ・一夕同志で自動処理で ムの処 理 と な る。

き るパターンの 業 務 な ど ・実用上処理時間は30分 以下 もしくは
・リース業者等が休 日受け付けた顧客のデータ 10分 以 下 の ニーズ も強 い と思 わ れ る。

について、休日に信用機関のDB宛 にまとめ ・現 状 の アーキテクチャ で は 通 信 中 約10分 応

て問合わせる仕掛けとして応用 している。 答を待つ こきはできないという問題
・大量データ転送、 データ処理を伴 う業務には不適 もあ る。

⑤低速 鋼材輸出販売等 ・直結(VAN経 由無)で あれば通常のオン

1-EDI ライン技術で対応可能。VAN経 由の場

合 は、 発 呼 型 ゲー}ウェイ機 能 に よ り速 度

プロ}]ル変換を含めて可能
・要求側 と応答側のAPが ④のファイル転送

型問合せ応答より複雑なものが必要となる。
ソフ ト開発は特別困難ではない。

・応 答 側 はUN-1-EDI型 のAPが 前 提 に な

り、APの 作 り方の問題であるが技術

的には実現可能

⑥ リアルタイ 座席予約等 ・直結(VAN経 由無)で あれば通常

ムEDI/ キ ャ ッ シ ン グサ ー ビス ネ ッ トワー ク等 の わライン技術で対応可能。VAN経
1-EDI 由 の 場 合 は 、 発 呼 型ゲー}ウェイ機 能 に よ

り速度 プロトコル変換を含めて可能と思
われるが、数秒の応答時間を実現す

　 るの が 難 しい ケース も考 え られ る。
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応 が必要 である。

② トランザ クシ ョン処理

人間 と機械 の会話に なる と、 問い合わせに対す る応 答が返 った後、若干 の思考

判 断時 間を経た後 に次 の問い合わせが行われ ることを前提 とす る必要 がある。応

答側 プ ロセスが必要以上 に リソースを保 持 しない様、1回 の問い合わせ応答 を1

つの トラ ンザ クシ ョン とし、 フ ァイル または メモ リ上に設け た引継情報 で トラン

ザ クシ ョン間を関連付け る等 の考慮が必要 であ る。 この方法 は現行 のシステ ムで

実績が ある。

③1-EDIフ ォーマ ッ ト

変換 が必要で あれは要求側 あるいは/お よび応答側 トランザ クシ ョン処 理 シス

テ ムにメ ッセージ毎 の変換を行 うイ ンタプ リタが必要 で ある。類似 の方法 は現行

のシステムで実績が ある。

3.3.4そ の他、特徴的事項

(1)所 要時 間明確化EDI

ファイル転送機能を利用 した基本 的なデ ータ交換方式 であ り、現在数多 くの分野

で利用 され ている。代表的 な もの としては全銀協手順、JCA手 順が挙げ られ るが、

大量 データ転送時の高速化 と障害発生時 の回復 機能 の向上 さらにはマルチ ファイル

転送 サポー トが要望 され てお り、 これ らの機 能改善要求 に対応 した もの と して今般 、

JIPDEC・CIIで はF手 順 を制 定 した。F手 順 の機能 として代表 的な ものを次 に示す

ことにす る。

① 転送管理機能

データ交換 システ ムを運用す るために必要な機能で ある。 「FTAMド ライ ブを

起動す る機能」 な どの フ ァイル転送 の基本的機能に加 えて、 「マ ル チ フ ァイル転

送」、「ゼ ロ件デ ータ転送」、 「データ転送 の強制中断」が可能 とな ってい る。 また、

「代表名に よるフ ァイル の読 出 し」な どのサイ クル管理 に対応 した機能 が提供 さ

れ る。

② 運用管理機能

運用管理機能 につ いては機能強化 の要望が最 も多 く、 このため数 多 くの運用機

能を強化 し共通 化 して いるが、 この中で特に メイ ンフ レーム系におけ る運 用 円滑

化を 目的 と して設定 され た機能 として、「サイ クル管理」、「二重交 換防止」、「転送
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許 可時 間」 お よび 「各種状態 問い合わせ機能」 につ いては標準 プ ロフ ァイル では

必須 として提供す る。

サイ クル管理 とは、代表名 を もった複数 のフ ァイル で構成 された フ ァイルにつ

いて、同 じ代表名 で複数 回のデータ転送 を行 って も、個 々の複 数 フ ァイルについ

て独 自性 が保全 され、かつ管理 できる機能 を実現 した ものであ る。

これ らの運用機能 は、従来 の通信 システ ムでは ユーザ ーが取 引の相手先 と相談

しなが ら、独 自にシステムに組み込んでいた機能 であ り、共通 化が図 られ ていな

いために新 しい接続先が発生す る都度見直 しを行 うな ど、 システ ム構築上 の問題

点 にな っていた部分 である。F手 順を導入す る ことで、 これ らの面倒 な作 業 が 改

善 され る。

③ セキ ュ リテ ィ機能

現在広 く使われて いる通信手順では、セキュ リテ ィチ ェックの方法 が必ず しも

統一 され ていないため、相手先 ごとにチ ェ ヅク方 法(受 信 時)や ログオ ン手 続

(送信時)を 変 えた り、 セキ ュリテ ィチ ェヅクを省略 した りしていた。F手 順 で

は、 セキ ュリティチ ェックの体系化 と統一化を図 り、現状の通信手順 よ りも強化

された機能が組 み込 まれ る。

セキ ュ リテ ィ機 能は、 「起動側識別」、「応答側識別」、 「起動 者 の認証 」 お よび

「ア クセス制御」 が必須機 能 と して提供 され る。

この他に、 システ ム内の セキ ュ リテ ィ支援機能 であ るセキ ュ リテ ィログの機能

が オフ。シ ョン とな ってい る。

④ 障害管理機能

障 害発 生 時に お け るFTAMの ス テー タス情 報 の解 釈 が 共通 化 され て お り

(フ ァイル成立管理等につ いて)、 ユーザは複雑 なFTAMの ス テータス情報 の解

釈 は必要 とせず、業務運用 の決定す るのに必要 な情報 を、YES-NO形 式 で受 け取

る ことが出来 る。 また、転送状況問い合わせ機 能を使用 して、随時にデータ転送

の状況 を問い合わせ ること もできる。

これ らの機能が組み込 まれ る ことに よ り、従 来多 くの時間を要 していた回線 障

害時 の状況把握や切 り分け作業が簡素化 され、 システ ム運用 が効率化 され る。 も

ちろん、基本的 な電送 エラーチ ェックお よび リカバ リ方 式 はFTAMが ベ ー スに

な っているため、従来 のBSC手 順 ベースの もの よ り信頼性 が 向上す る。従 って、

F手 順 を導入 した システムでは システム全体 の信頼性 が向上す るばか りで な く、
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実効 的な運用効率 も向上す る。

更 にFTAMの 回復 及 び、再 開機 能 が オ プ シ ョンと して使 用 で き、 この オ プ

シ ョンを選 択 した ユ ーザ ーは、FTAMに よって標 準化 され た リカバ リ方 式 の

サー ビスが、共通 に受 け られ る。

(2)速 達EDI

大量 のデ ータ転送 よ りは、少量の種 々の業務処理 を行 うEDIデ ータを転送す る分

野に利用 され る。 ファイル転送を高速化す る手段 として次 のものが挙げ られ る。

① 要 求側企業 で転送すべ きデ ータを事前 に準備 し、送信用 のフ ァイルに蓄積 し

てお き、転送要 求があれ ば機械 的に 自動転送 開始す る機能 が必要 とな る。

② 回線速 度を高速化す る。

③ デ ータ圧縮 に よ り回線効率 を向上 させ る。

④ マル チフ ァイル転送機能 に よ り、回線接続 時のオ ーバーヘ ッ ドを軽減す る。

⑤ 応答側企業で転送 されて きたEDIデ ータにつ いて受信完了後 、ただちに業 務

処理を 自動開始す る機能が必要 とな る。

これ らの機能 は、F手 順でサポ ー トされてい る。

(3)疑 似復復型EDI

転送 され たEDIデ ー タについて応答側 が、 業務 面 の判 断 と関 連部 署 の承 諾 の う

え、通信情報 を作成 し転送す る運 用に利用 され る。

適用 分野 は、価格照会 あ るいは、納期照会、等が挙げ られてい るが、返 信所要時

間は数 時間 と制 限 した運用 になる。

この返信所 要時間は、要求側企業 と応答側企業 の両者 間の業務運用、 あるいは契

約等に よって規定 され る事になる。 また両者 間において見積 り業務 と一般受発注業

務の業務処 理の 内容に よって も種 々の返信所要 時間を規定す る ことにな る。

また、 日常 の運 用に よって月末月初及 び時間帯 に よってその返信所要 時間 も種 々

に異な るものが発生す る。一般 的には、運用 オペ レータに よる運用 で可能 と思われ

るが、応答側企業において種 々の異 な ったEDIデ ータにつ いて返信所 要時間を規 定

通 りに運 用す るためには、 自動化運用 ス ケジ ュール システムの構築 が必要 とな る。

運用が事前に確定 してい るものにつ いては 自動化 システムで可能 とな るが、取引業

務 の発生 の都度 にそ の返信所要時間を要求側企 業 よ り要 求 し設 定す る場 合 で は、

EDIデ ータにつ いて業務処理を実行す るAPフ 。ロセス システムの構築 と利 用 が前 提

となる。
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(4)往 復型EDI

転送 されたEDIデ ー タについて応答側 が、業務処理 面 の判断を行 い、数分～数 十

分後に通信情報 を作成す る運用 に利用 され る。

適用分野 は、商 品 コー ド照会 あるいは在庫照会 が挙 げ られてい るが、返信所要 時

間 はそれぞれ の取 引業務毎 の決 め られた運用が必要 とな る。

この返 信所要 時間を規定 以内に実行す る場合 、転 送 され たEDIデ ータの 内容 を

チ ェヅク し、業務毎 の処理 を行 うことにな る。 このためには、転送 されたEDIデ ー

タについて業務処理 を実行す るAPプ ロセスシステ ムの構 築が前提 となる。

転送 されたEDIデ ー タが大量 であ った場合、返信所 要時間 に処理 出来 ない場合 も

発生す るため、更 に、規定 され た返信所 要時間を超過す る場合には、応答側 よ り返

信が遅延 す るこ とを通知す る ことも必要 になろ う。

また、要 求 メ ッセージの順番 に従 って応答 メ ヅセー ジを転送 す る運用 もあるが、

業務処理 の関連 で処理が完了 した順番 に転送す る運用方 式 も考え られ る。 この よ う

な場合、要 求側企業は どの要求 メ ッセ ージに よる応答 メ ッセ ージかを判断 しなけれ

ばな らず 、EDIメ ヅセ ージに順番 を付加 し管理す る仕組 みを考 え ることも必 要 とな

る。 つ ま り、 このフ ァイル転送型問い合 わせ応答方式 は、要 求側企業及 び応答側企

業 において リアル タイ ム処 理を行 うシステ ムが必要 とな って くる。特 に応答側企業

においてはオ ンライ ン リアル タイム処理 に近 い機能が必要 とな って くるが、業務処

理に時間がかか るものについ ては規定 された返信所要時 間 内にな転送 出来ない もの

も発 生す ることが予想 され る。 この解決策 として応答側企 業の コン ピュータ処 理能

力を 向上 させ た り回線 窓 口を増 や す等 が 必要 とな り、 コス トが かか りコス トパ

フ ォーマ ンスを良 く検討 しなければな らない。

(5)低 速1-EDI

問い合 わせ応答(ト ラ ンザ クシ ョン)処 理 が基本 的 とな るため 、処 理 要 求 メ ッ

セ ージを返信 した ことを まず返信 してお き、応答側企業 が転送 されたEDIデ ータ の

業務処理 を実 行 した後に応答結果 メ ッセ ージを転送す る方式 となる。

要求側企業 と応答側企業 においてオンライ ンリアル タイ ム処理 の機能 が必要 とな

るが応答側企 業 では転送 され たEDIデ ータをある数量だ け蓄積 してお き、集 中す る

方式に も適用 す る ことが 出来 る。 これは返信所要 時間が数分～10分 程度 に長 くす る

ことが可能なため であ り、 リアルタイムEDI/1-EDIに おけ る処理能 力 よ り低 い リア

ル タイ ム処 理機能 で良 く、構築 コス トを押 さえることが 出来 る。
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(6)リ アル タイムEDI/1-EDI

リアル タイム処理 に よ り即時に業務処理を実行後、応答結果 メッセージを転送す

ることが必要 とな り、返信所要時 間は数秒以 内 と制限 され る。 このため応答側企業

では処理能力に対応 した コンピュータが必要 となる。更 に障害 が発生 した時 には随

時に正常 に回復す る機能が必要 であ り、 これ らは リアル タイ ム処理 につ いて一般 的

に指摘 され ている事項 であるが、最近 では、何 らか の障害 で処理 が実行 され なか っ

た り、誤 って実行 された場合 の リス ク管理が重要 な課題 とな ってお り、信頼性 の向

上 、安全性 の向上 は もとよ り法律 的な検討 も必要 とな ってい る。

またEDI/r-EDIの 利用 においては メ ッセ ージの標 準化 は もとよ り業務規 約、運用

規約 の標準化 も前提 となる。

3.41-EDI実 現 に至 る課題

3.4.11-EDIへ の道

本章の冒頭 で述 べた よ うに、EDIが 全業界一様 に発展 してい くと仮定 すれば 、業 務

面 と技術面 の両面 で、最終到達点 は1-EDIに な る。1-EDIは 、最終到達点に至 る過程で

存在 しうると考 え られ る速 達EDIと 往復型EDIの 両方 の機能 を含 んでお り、オ ール マ

イテ ィに活用で きるか らで ある。但 し、1-EDIの 構築は コス ト問題 と若干 の技 術 上 の

問題(特 に実用化 とい う面)が あ り、今す ぐ開始 できるわ けではない。

したが って、1-EDIに 至 る過程 で中間段階 とも言 える形態 が存在 しうる。 そ の形態

は、業務面で のニーズ と技術面か ら考 え られ る構築 コス トとの関係で、速達EDIと 往

復型EDIと す る ことが可能 であ る。現行 のEDIも 含め てそれぞれ の形態の技術 ベ ース

の関係を示す と、図3-13の よ うにな り、基本技術 は、常 に一本化 され てい る形で発

展す る とい う関係 にある。

図3-13今 後 のEDIの 技術 ベ ースの関係
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そ して、所要時間(応 答時間)や 処理形態(機 能)の 面 も含めて、図3-14に 示す

展開が高い確度で推定できる。

(a) (b) (c)

現行の
ファイル転送

①を含む②の
速達EDI

③を含む④の
往復型EDI

⑤,⑥ ⑥'の

1-EDI, , ,

図3-14EDIの 発展形態

3.4.2実 現 への道

図3-14の よ うな発展を予測す る 目的は、段階的 に無理 な く1-EDIを 実現 して い く

ことに ある。そ して、(a)、(b)、(c)の順 に実現 してい くのが理論的 には もっとも妥当性

が高い ことは明 白で ある。 しか し、現実 にはいつ も不確定要素が あ り、必ず しもこの

よ うにはな らないか も しれない。図3-14の なかで は、(a)が最初 に実現す る ことは 自

信を もって言え る。本検討は、平成3年 か ら始 まっているが、そ の後2年 経過 した現

在 では既 に、(a)とほぼ同等のEDIサ ー ビスが存在 している。 しか し、(b)、(c)につい て

は、業務上 の ニーズに もよるが、(b)を飛 ば して(・)が実現 され る可能性 もかな りあ る。

技術面 の進歩 は時に急速 に行 われ る ことが あ り、(c)の1-EDI実 現 の最大 の ネ ヅクで

ある構築 コス トの問題がい っきに解決 され る可能性 はない とは言 え ない。 既 に 、TP

手順 は国際標 準が制 定 され、製 品化 のための実装規約 もも うす ぐ作成 され る。

但 し、1-EDIが 急速 に実現 して も、(b)の往復型EDIが 実施 され ない とい うこ とには

な らない。1-EDIが 実現すれば、その器 の上で往復型EDIが 実施 され るよ うにな る。し

たが って、EDIの 形態 とい う意味 では(a)、(b)、(・)の順に実現 してい く。1-EDIが 実現す

れば、1つ の システム環境 の上で、(a)、(b)、(c)の形態 が構築 で きるよ うにな る。

そ こで、1-EDIへ 到達す るために、以下 の手順 を踏む必要 があ ると考 え られ る。

(1)(a)の 速 達EDIの 実現

この形態 のEDIは 、現在物 流業際EDIな どで強 く要望 され てお り、『業 際EDIパ イ

ロッ トモデル の調査研究開発』 プ ロジ ェク トの実験 で、すでに使われてい る。今後 、

EDI全 般で必要 となる ことが見込 まれ る上 に、技術 的な問題は基本的にな い。 した

が って、早急に実現すべ きである。

(2)当 面 の課題 と整備項 目

(a)の実現 は当面 の課題 であ り、中長期的には(b)、(c)の実現へ 向けての検討 が必要

一51一



とな る。(a)の実現 について、技術上 の基本 的問題 はないわけ であるが、一部 で実施

されてい るシステ ムの ノウハ ウを広 く普及 し一般化す る ことが課題 である。

但 し、 この作業 はほ とん どVAN業 者 のネ ッ トワー クサ ー ビス のグ レー ドの 問題

にな るため、業者 間の競争条件 を残 しつつ一般化す る ところに大 きな課題 があると

考 えられ る。

運用上 のル ールを確立 し、VANな ども含めたEDIメ ッセ ー ジ交 換 に おけ る時間

面 でのガイ ドライ ンを策定 す ることが必要 な整備項 目であるが、競争条件排 除につ

なが る可能性 もあ り、競 争/協 調 ライ ンの線引 きに十分注意 して 、作 業 を進 め る必

要 がある。

(3)中 長期 的の整備項 目

1-EDIの 実用化は、中長 期 的 問題 と して対 応 す る必要 が あ る。 例 えば 、OSIの

TP手 順 な ど、必要 な技術 は確立 しつつ あるが、 まだ実用的 と言え る状 況 か ど うか

不明である。フ ァイル転送 では、OSIのFTAMが その ままでは使 い勝 手に問題 があ

り、FTAMを ベースにF手 順を開発 した経緯 があ った。OSIのTP手 順 につ いては、

まだユ ーザ ー側 での詳細 な分析 が行われ お らず、そ のまま1-EDIに 適用 で き るか を

確認す る必要があ る。

また、1-EDIを 受発注処 理 に用い ると、1-EDIの 動作 と同時 に受 注側 の フ ァイル

が更新 され るため、1-EDI動 作 時(メ ッセ ージ伝送時)の フ ァイル更 新 を個 別契 約

の成立 とみ なすか ど うかな どの新 たに検討す べ き運 用 上 の課題 も存 在 す る(EFT

では、EFTメ ッセ ージ伝送 と同時に為替交換 がな された とみなす)。

さらに、EDIメ ヅセ ージ伝送 と同時 に個別 契 約 が成 立す る とす る な らば 、電子

メ ッセージが法的な効力を発生で きるが どうかな どの法 的解釈 について も検 討す る

必要 がある(米 国では法的効力が あるとい う解釈が一般的であ る)。

セキ ュ リテ ィ対策につ いて も、従 来 のフ ァイル転送方式 と同一の手法 で よいか ど

うか再検討 の必要 があろ う。

この よ うに、1-EDIを 実現す るたあに越 えなければな らない壁 は多 くあ り、1つ

1つ 解決 を図 ってい く必要 があ る。
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4.設 計 ・画 像EDI





4.設 計 ・ 画 像EDI

大企業 の工場が、下請 け企業 に対 して部品の発注を行 う時図面を添付す る ことは、 ご く一般

的に行われて いる。建設 業 な どでは、見積 り依頼に図面を添付す る ことは当然 の ことであ り、

図面が なければ見積 りその ものがで きない と言 って もよいだ ろ う。 この ように、製造業 ・建設

業 な どでは、設計 図面 は企 業間 の重要 な交換デ ータで ある。一 方、外観 を重視す る商 品や フ ァ

シ ッ ヨン性の高い商 品の取 引 では、商品 を描 いた カタ ログあ るいは イ ラス トの交換 が重要 にな

る。

以上 の例の よ うに、企業 間 の取 引 では、文字デ ータだけでな く設計 データや画像 データの交

換が ご く普通に行われ てい る。書類に よる取引では、 これ らの設 計 データや画像デ ータ も書類

と して、い っし ょに交換 されてい る。 しか しなが ら、EDIが 普 及 し帳票類 の電子交 換が 主流 に

な るにつれ、やや変則的 な業務処 理が行われ るよ うにな って きた。

例 えば、発注書につ いてはEDIを 活用 し、設計デ ータについて は従来 どお り書類 を郵送す る

かFAXで 送 る。磁気媒体 の物理 的輸送 を行 う場合 も多 い。別 の ケースでは、設 計デ ータや画像

デ ータの交換 が必要ない取 引にのみEDIを 用い るな どの対応 が とられ ている。

この よ うな変則的処 理 では、EDIの 導入に よる業務 の効率化 が少 な くなるだけ でな く、 電 子

デー タと書類 の併用 とい う煩雑 な業務処 理が増加 し、か えって業務処 理効率 が低下す る可能 性

もあ る。そ こで、設計 デ ータや 画像 デ ータも帳票デ ータ とい っし ょにEDIで 送 ろ うとす るニ ー

ズが、急速 に高 まって きた。現在 の情報処理技術水準か ら見れ ば、 これ らのニーズに応 え るこ

とが可能 である。実 際に も、個別企業 間での実施例が 出始め ている。 しか しなが ら、個別企 業

間での実施 を積み重 ねて行 くと、帳票 デ ータの交換 で問題に な った交換ル ールの不統一 の状 態

を招 き、標準化が難 しくな る可能性 が大 きい。 以下 では、設計 ・画像 デ ータの電 子的交 換の現

状分析 を通 じて、あ らか じめ準備すべ き事項 につ いて述べ る。

4.1実 現段階 に達 した設計 ・画像EDI

今 日では、L設計 書をCADシ ステ ムを駆使 して作成す る ことは常識 化 して お り、設 計 書

のデータは磁気媒 体な どで保存 されてい る。磁気媒体 のなかでは、設計書を画像 と して捕

らえた時 の単純 な ビ ッ トイ メージと して保存 され ているのでは な く、設計書 のなかで描か

れ ている線や 曲線 を ある単位 に分解 して、その位置 デ ー タ(数 学 の座 標表 示 の よ うな も

の)と 形状(直 線 や 曲線)を 表 す コー ドとして保存 され てい る。 この ようなデ ータを設計

データ と呼ぶ ことにす る。
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これに対 して、FAXで 代表 され るイ メー ジデ ータは、画像 を碁 盤の 目に区切 り、各点の

白黒(正 確 には反射率)を ビ ヅ トに して、保存 している。 もっとも単純 なのは、 白黒を1、

0に 対応 させてい るが、階調 を もた らせ るために1つ の点 を8ビ ッ トで表現す るもの、色

を表現す るために さらに ビ ッ トを増や した もの もある。 こうい うデータを画像デ ータ と呼

ぶ こ とにす る。

設計デ ータも画像 デ ータも見掛け は長大な ビ ッ ト列 デー タとして取 り扱 うことが で き、

EDIで は、同一の次元 で扱 うこ とがで きる。 ここでは、 この長大 な ビ ッ ト列を扱 う機 能 を

持 ったEDIを 、設計 ・画像EDIと 呼ぶ ことにす る。設計 ・画像EDIを この ように捕 らえ る

と、従来 のEDIの 延長上で取 り込 む ことが技術的には可能で あ り、数年前か ら米 国の 自動

車業界 で試み られてい るとい う。

わ が国では、昭和60年 頃か らEDIの 導入が進 んで きた が 、 ここへ きて 、従 来 の受 発注

デー タだけの交換か ら、納品デ ー タや支払 いデータの交 換への拡張な ど、EDIの 高 機 能化

を 目指 した動 きが活発化 してい る。 また、流通業や製造業だけでな く、建設業や運輸業 な

どEDIを 導入す る業界 が増大 して きた。これに対応 して、わ が国国内用EDI規 格 としては、

CIIシ ンタ ックスル ールをベ ース とす るCII標 準の導 入が進 んでお り、帳 票 デ ー タ(テ キ

ス トデ ータ)の 交換 であれば、当面 のニーズに十分応 え られ る状 況 が整 って い る。 この

CIIシ ンタ ックスル ール を も う少 し機 能拡大 をすれば、設計 ・画像EDIを 実 現 で き る とい

う技術面での認識 が業 界で進 む とともに、業 務面 で もしだ いに設計 ・画像EDIを 実 現 した

い とい う要望が強 くな って きて いる。

現状 では、設計 デー タは、EDI化 した帳票 デー タとは別 のルー トで送 らなければな らず 、

同時 に送 る ことがで きる ように なれば、処理 の迅速化 や間違い の減少な どの効果 を期 待で

きる ことは明らかで ある。 問題 は、それを実現す るEDIが リーズナブル な価格で構築 で き

るか ど うかである。設計 ・画像EDIが 従来型 のEDIよ り高 くな ることは、あ る程度 想像 で

きることであるが、少 しで も安価 に しようとす るのであれば、1つ の方策 と して標準化 に

よる共通化や共用化 に よるコス トダウ ンが、今後 のEDIの さらな るオープ ン化 とも方 向 が

一致 し、最適 な選択 と考 え られ る。

但 し、標 準化 を具体 的に進 め るた めには、その内容 と時期 の選択 が重要 であ る。1つ の

重要 な判断項 目として、標 準化 を検討す る時期 にな ってい るか ど うかがある。結論 を先に

述べ ると、標 準化 を検討 し実行す る時期に きてい る とい うこ とに な る。 この結 論 を 出す

ベ ースにな った産業 界での動 向につ いて、数例を示す。
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4.2設 計 ・画像EDIの 現状

4.2.1一 般的動向

具体例 と して存在す る設計 ・画像EDIの ほ とん どは、設計デ ータのEDIで あ る。 こ

こでは設計 データを幅広 く解釈 し、CADデ ー タ、CAMデ ータな どを含 む もの とす る。

古い例で は、金型 を作 るデータ(CAMデ ータ)を メー カ代理店 か らメーカへ送 る例

が ある。 また、 セ ミカスタ ムICの マ スクパ ターン(CAMデ ー タに近 い)を メ ーカ代

理店か らメーカへ送 る例 もある。 これ らに共通す るのは、比較 的 ローカル な範囲で の

デ ータ交換だ とい うことである。後述す る ように、最近 は、電 子機 器業界や建設業界

な どで実施例 が増加 している。

計画だけ で実現 しなか った例 では、家具業界の カタ ログの交換 があ る。販売店 にす

べての家具を展示す る ことは不可能なので、必要な時 に、家具 メー カーか ら外観 図を

取 り寄 せ よ うとす るアイデ アであった。 これは、画像 デー タの交換 に相 当す る。計画

とい うことでは、電 子機器業界(EIAJ)で も承認 図や 図面 の交換 に関す る標 準化 が予

定 されてい る。建設業界で も標準化を予定 している し、 その他 の製造業 界で も優 先順

位 や予定 時期 の違 いはあって も予定 してい る業界が ほ とん どである。建設業 界では帳

票 デ ータ交 換 と並 び、優先課題にな ってい る。 これ らは、 ローカル とい う範 囲を越 え

て、いわゆ るEDIレ ベル の交換が必要 とされ てい る。

磁気媒体 に よる設計デ ータの交換(EDIの 一歩手前 と位置づ け られ る)で あれ ば 、

既 に製造業 界で は、数限 りな く実施例 があ る。

実例 と しては、 ローカルな範 囲の交換では あるが、 その数 は着実 に増 加 してい る。

そ して計 画段 階 の業界 は多数 あ り、その下準備 とも言 え る磁気媒体 の交換例が多数 あ

る。環境 さえ整 えば、数年以 内に、設計 ・画像EDIが 通常のEDIと 同様 に使わ れ る の

は、間違 い のない ことと思われ る。

以上の動 向は、わ が国国内でのデ ータ交換 である。 しか しなが ら後述 す る ように、

限定 的では あるが、既 に設計 データの国際 デー タ交換 も実 施 され て い る。 経 済 の グ

ローバル化に伴 って、 この ような実施例 も今後増加す るで あろ う。

環境 さえ整 えば、設計 ・画像EDIは 今後急速 に各業界 に導入 され る。実例 は、いず

れ もプライベ ー ト規格(フ ォーマ ット)で データ交換 が実施 されてい るが、設計 ・画

像EDIが 一般化 す るためには、環境整備項 目の1つ であるフ ォーマ ッ トの標 準化 が重

要項 目にな る。 これをいか に実現す るかが大 きな鍵 とな る。
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4.2.2建 設業での現状

建設業にお けるEDIの 推進事業 は、㊥建設 業 振興 基 金 ・建設 産 業 情 報 化推 進 セ ン

ター(CI-NET)に て行われ ている。建設産業情報化推進 センターは、約70社 の大手 ゼ

ネ コンお よび サブ コン、 メーカー等 の会員 がその活動 の中心 とな ってい る。

建設業 では、建設産業情報化推進 セ ンターが建設業 におけ るEDIを 推進 して きた過

程 において、CADデ ータを伴 わない取引帳票だけ のEDIで は合理 化 効 果 が 少 ない と

の指摘 があ った。 しか し、 当時 は技術 的に問題 が多 く、 この問題 を先送 りに して きた。

ところが、近年 のハ ー ドウェアお よび ソフ トウェア技術 の進 歩 に よ り、CADデ ー タ

交換 が可能 にな ったため、建 設 業 で は 、標 準化 を待 たず してCADデ ー タ交換 が始

まってい る。

建設産業情 報化推進 セ ンターでは、会 員 の強い要望 に よ り、平 成4年 度 よ りCAD

デ ータ交換の検討を開始 してい る。今回報告す る建設 業 に お け る設 計 ・画像 デ ー タ

EDIの 現状は、そのCAD検 討委員会 におけ る検 討結 果を集約 した もので ある。

建設 ・設計製図

パース作成

施工図作成

構造設計 ・製図

法規計算

オフィス
・レイアウト

積算/見 積
/数 量集計

ファシリティ・マネージメン}

0 510152025303540 45
%

注)パ ース:透 視図

(日本経済新聞社CG第5回CADユ ーザー利用実態調査より)

図4-1建 設 分野で の具体的なCAD利 用対 象
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(1)建 設業 におけ る設計 ・画像デ ータ

建 設業 では、その業務の特色 と して、図面(設 計 ・画像 デ ータ)を 扱 う場合が非

常に多 く、 また重 要な意味を持 ってい る。建設業 におけ る生産 は、設計者か らの設

計図を もとに、取 引業者の協力に よって作成 され る各種 施工 図に よって計画的に実

施 され る。

加工に 関わ る図面は、1,000枚 を超 える場合 もあ り、 図面 の作 成 お よび作 成 され

た図面相互 の照合 に甚大な時間を要 す る。従 って、図面 に関わ る業務 の省力化 ・合

理化が、生産性 向上の最大の キーポイ ン トとな ってい る。

建 設業 におけ るCADへ の取 り組 み は 、昭和60年 頃 よ り開始 され始 め 、 昨今 の

オ ープンシステ ムや ダウンサイ ジングの潮流 に よ り、その利用 は急 速に進 んで きて

い る。 またそ の利用対 象業 務 も多岐にわた りつつ ある。

(2)建 設業 におけ るCADデ ー タ交換 の実状

建設業 にお いて作成 され るCADデ ータには、上記 の ような様 々な ものがあ り、

ゼネコンA社

自 社 他 社

設 十吟吉
日

デ一夕交換A(平 面図等)

伝達方法

データ

施 工

伝 達 方 法:フ ロ ッ ピー渡 し

データフォーマッ}:DXF

設 計 事 務 所 等

デ ー タ交 換B(構 造 デ ー タ)

伝 達 方 法:フ ロ ッピー 渡 し

データフt－マット:DXF

データ交換C(躯 体図)

協 力 業 者

伝達方法:フ ロッピー渡 し
むポ

FDFAX(64Kbps)

データフt－マヲ}:DXF

注)FDFAX:フ ロ ッ ピーデ ィス クの デ ー タを 送 れ る よ うに したFAX

図4-2ゼ ネ コ ン 系 のCADデ ー タ 交 換 の 例
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そ の作成 の分業化が進 んでい る。分業化 の範 囲は、企業 内のみな らず、企業 間に も

及 んでお り、CADデ ー タ交 換が 日常茶飯事的に行 われつつあ る。次 にゼネ コンお よ

びサブ コンにおけ るCADデ ータ交換 の実状の代表例 を示す。

サブコンB社

自 社 他 社

設

施

計
データ交換(平 面図)

伝 達 方 法:フ ロ ッ ピ ー 渡 し

データフォーマット:DXF

or

CADY7Mリ ジナル形 式

伝 達 方 法:フ ロ ッ ピー 渡 し

データフt－マット:DXF

設 計

ゼ 不

務 所

ノ 等

伝 達 方 法:フ ロ ッ ピー 渡 し

データフt-'マット ・DXF

伝 達 方 法:フ ロ ッ ピー 渡 し

データフt－マヲト:CADソ フけ リジナル形 式

伝 達 方 法:FD転 送(INS64)orA1-FAX

データフt－マvF:CADソ フMリ ジナル形 式

協 業 者

伝 達 方 法:フ ロ ッ ピー 渡 し

デ一夕フォーマvF:CADソ フトオリジナル形 式

図4-3サ ブ コン系 のCADデ ータ交換の例
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建 設業におけ るCADデ ータ交換 の実状 を まとめる と、 以下 の ように なる。

① ゼネ コン系

a設 計事務所 、施主 とのデータ交換

・平 面図 のデータ交換 が主 になってお り、伝達方法 は フロ ッピー渡 しが多い。

デ ータの フ ォーマ ッ トは、DXF形 式 が多 い。

※DXF形 式……AUTODESK社 が開発 したCADデ ータの表 現形式

b協 力業者 とのデータ交換

・設計 か らは、構造デ ータ ・平面 図の交 換 が行 わ れ て い る。 デ ー タの フ ォー

マ ヅ トは、DXF形 式 が多 く、各社 のオ リジナル フ ォーマ ヅトの場合 もある。

伝達方法 は、 フ ロッピー渡 しが多 く、FDFAXの 場合 もある。

・施工 か らは、躯 体 図 の交 換 が行 われ て お り、 デ ー タの フ ォー マ ッ トは、

DXF形 式 が多 く、各社 のオ リジナル フォーマ ッ トの場合 もある。伝達方法は

フ ロ ッピー渡 しが多 く、FDFAXの 場合 もある。

② サブ コン系

・ゼネ コン、設計事務所 、協力業者、現場 ともシステ ムが同 じであれば、デ ー

タフ ォーマ ッ トは システム固有の ものを利用 してお り、伝達方法 は、 フ ロッ

ピー渡 しが多 く、FDFAXの 場合 もある。

・システムが異 なれ ば、DXF形 式を利 用 し、FDFAX 、LANに よる フ ァイル転

送 、 フ ロ ッピー渡 しに よ りデ ータ交 換を行 ってい る。

③ デ ータ交換時 の取 り決め

aレ イ ヤの規定方法

ほ とん どの企業 において規定 されていないのが実状 であ るが、 問題視 は され

てい る。ただ し、相手先 に よ り、不必要な レイヤは削除 してデータ交換 を行 っ

てい る企業 がある。

b属 性 情報 の有無 と内容

属性情報 の交換 を行 っている企業は少ない。

cそ の他取 り決 め

機 密保 護 のための取 り決 めは特に されていない。
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④ デ ー タ の ボ リ ュー ム

ーゼ ネ コ ンA社 に お け る交 換 デ ー タの ボ リ ュー ム ー

図 面 名 称
大きさ(図 面1枚 あた り) 1回 のデータ交換に

おける交換図面枚数平 均 MAX

実 施 設 計

(平面図 ・立面図)
0.9MB

*1

2～3MB

*2

約10数 枚

施 工 図

(仮 設 計 画 図)
0.4MB 同 上 同 上

施 工 図

(躯 体 図)
0.3MB 同 上 同 上

*1:か な り大きい図面を想定。

*2:数 枚から数十枚 と図面枚数にはばらつきがあ り、一概には言えない。

ここでは、比較的多いケースの枚数を想定 している。

(3)建 設業におけ る設計 ・画像デ ータEDIの ニーズ

建設業に おいては、"(2)建 設業 におけ るCADデ ータ交換 の実状"に お いて示 し

た よ うに、設計 ・画像デ ー タとしてのCADデ ータ交換は既 に始 ま って お り、 また

そのニーズ も極 めて高 い。

しか し、データの伝達方法 としては、フ ロ ヅピー渡 しの場 合が多 く、通信 回線 を

利用す る場合 は少 ない。 また、1対1の デ ータ交換 がほ とん どで あ り、 ビジネ スプ

ロ トコルを利用 した汎用 的なデ ータ交 換、つ ま り、本 来の意味で のEDIに は発展 し

ていない。 この原 因は、建設業 におけ るCADデ ータ交換 のた め の ビ ジネ ス プ ロ ト

コルが まだ規定 され ていない ことと、CADデ ー タの よ うな大 規 模 な デ ー タをEDI

データとして交換す るための シ ンタ ックスル ール お よび ソフ トウェア環境等 が整備

されていない点にあ る。

建設業におけ るCADデ ータには、CADソ フ トオ リジナルなデー タで あ る・ミイ ナ

リー形式 のもの と、前述 のDXF形 式の ような テキス ト形式 の ものが ある。また、1

回のデ ータ交換 あた りのデー タボ リュームは、最大 で10MBに 達す る もの もあ る。

また、CADデ ー タをベ ースに した プ レゼ ンテーシ ョン用 の ア ニ メー シ ョンツ ー

ルの普及 に よ り、画像 デー タといえる よ うなCADデ ータを取 り扱 うケ ー ス も将 来

は予測 され ている。

以上 の ように、建設業 では、1つ の長大 なデ ータエ レメン トと考 え られ る設計 ・

画像 デー タが存在 し、一 部ではその交換が始 まってい る。 しか し、そ の方法 は、シ
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ンタ ックスル ール を含 めて ビジネスプ ロ トコルに基づか ない ものである。

4.2.3製 造 業での現状

(1)電 子業界事例

電 子業 界 でのCAD利 用は、回路、基板、部品 と多岐に渡 り、使用 され る ソフ トも

様 々であ る。一般 的に大企業で はメイ ンフ レー ム上 で動 作 す る ソフ トを利 用(C-

ADAM)し 、中小企業 では ワークステ ーシ ョン及 びPCで 動作 す る ソフ ト(Auto-

CAD、microCAD等)を 利用 してい る。当然 ではあるが、 メイ ンフ レーム上 で作 ら

れ たデ ータとWS、PC上 で作 られ たデータ との間の互換性 は殆 どな く、そ のデ ータ

を活用す る場 合デ ータの変換処 理が必要 とな る。例 えば大企業 で製 品 の設計及び組

み立 てを行 い、関連中小企業 で部品等 の製 造を行 う場合、製造 を依頼 す るため設計

図 と してのCADデ ータの変換処理 が必要 とな り、その変 換処 理 の殆 どを大企 業 で

行 ってい る状況 に ある。 この よ うな異 な る企業間でのCADデ ー タ交 換 を行 うた め

の中間 デー タ交換 フ ォーマ ッ トの検討 は、国際的にはISOが"STEP"と して、 国

内的には基板 の分野 で㊥ 日本 プ リン ト回路工業会が、"CFI"と して標 準化を進 め

てい るが、実際交換 され ている 中間 デ ー タ交換 フ ォー マ ッ トは、AutoCADの"

DXF"、microCADAMの"BMI"、ANSIの"IGES"と い った汎用CADシ ス テ

ムの ものが多 い。

次 にデ ータの伝達方法 としては、CADデ ータの ボ リュームは概 して大 きい(1～

20MByte)こ とや、関連企業 でのPCの 利 用が多 いため、磁 気媒体(MT、FD)を 利

用 しての交換が主流 であ り、現在、回線で のデ ータ交換 は社 内事業部 間に限 られ、

社外 とのデ ータ交換は費用面か ら未だ進展 していない。

(2)自 動 車業 界事例

自動車業 界で のCADの 利 用は主に ボデ ィーデザ イ ンに用 い られ 、1980年 代か ら

利用 され てい る。この業 界の最大 の特徴 と して、汎用CAD(CADAM、CATIA)の

利用 以外 に、各社独 自の デザ イ ンを 創造 す るため に 自社 でCADシ ステ ムを構 築

し、活用 してい る点に ある。

第2の 特徴 と して、 自社 開発CADシ ス テムを関連企業 に提供 し、CADデ ー タの

100%共 用を図 っている点 であ る。 しか しこのシステムは、 メイ ンフ レー ム上 で動

作す る ものが殆 どで、あ る程 度体力の ある企業 に限 られ る。 そのため一部 パ ソコン

CADの 導入は行 っている ものの、関連企業 との設計 図のや り取 りは、紙 が主流 であ
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り、必要 であればCADデ ー タを提供 す る といった状況 である。

次 にCADデ ー タ交 換 時 の中 間 デ ー タ交換 フ ォーマ ッ トで あ るが 、ANSIの"

IGES"が 多 く、 データの伝達方法 としてはデ ータ量 が多い ことや、 そ の 内容 が企

業秘 密の部分が多いボデ ィーデザイ ンとい うこともあ り、機密管理 が非常 に難 しく、

磁気媒 体(MT)に よるデータ交換 を行 ってい る。

一方 自動車部品の一部 については
、外形 を表すCADデ ー タに つ い て通 信 回線 に

よるデ ータ交換が実施 されてい る。 ある国内の部 品 メー カでは、国内の 自動 車組立

メーカだけでな く、米 国の 自動車組立 メーカ との間 で も、CADデ ータの交換 が行わ

れい る。

このデ ータ交換では、国 内の工場か らHINET(9600BPS)とTYMNET(4800

BPS)を 経 由 し、米国デ トロイ トの 自動 車組立 て メー カまでCADデ ー タを送 って

いる。使用 しているCADが 日本側 と米 国側 で異 な るため、 日本 側 で交 換 してか ら

伝送 され てお り、伝送時 のフォーマ ッ トは"IGES"で ある。伝送時 間短縮 のため、

独 自のデ ータ圧縮 が行われ ている。 この伝送 に よ り、図面提 出期間の短縮(10日 →

4日)、 試験 デー タ提 出期 間の短縮(5日 →1日)等 の効果 があ るとい う。 日本側の

部 品 メーカでは、将来、 ヨ一 回 ヅパ地 区で も実施 したい とい う意 向を持 っている。

(3)精 密部 品加工業界事例

精密機器 メー カ(組 立 メーカ)が 部 品加工 メーカに対 して、CADデ ー タの形で金

型 、部 品加工用 の設計情報 を提供 してい る例 が あ る。 この シ ステ ムは 、部 品加 工

メー カか らの納期 が早 くなる、組立 て メーカ側 で も製造期 間が短縮 され る等 ほか、

CADデ ータを直接渡すため、入力 ミス等 の間違 いが減少 し、品質管理 が徹底 す るな

どの メ リッ トを狙 った もので ある。

一方部 品加工 メーカ側 で も
、CADデ ータで受注す るた め直 ちに製 造 に 入れ るほ

か、製 造上のエ ラーが減 少 し注文者 の仕様 どお りの部品を確実に納 品で き、納期 も

短縮 で きるな どのメ リッ トが あ り、発注者 ・受注者双方 が メ リッ トを受け るシステ

ムにな ってい る。

組立 メーカを 中心に数社 の部 品加工 メー カとの間 でデ ータ交換が行われ ているが、

それぞれ の部品加工 メーカは、互 いに異 な るCADシ ステムを用 い て い るため 、状

況 に応 じて、IGES、DXF、DIFU、BMI、NURESTORな どの フ ォーマ ヅ トが使 いわ

け られ ている。部 品加 工 メ ーカ では受 け取 ったCADデ ー タか ら図面 の作 成 を行

い、 さらにデー タを付加 してNCマ シ ン用のデ ー タも起 こしている。
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しか し、現状で は組立 メーカの管理す るネ ヅ トワー クを用いてデー タ交換 を行 っ

てい るため、数社 以上 にネ ッ トワークを拡 大す るのが難 しく、今後 はVAN会 社 の

活 用な どが検討 され てい る他、伝送 時間の短縮 も大 きな課題 にな ってい る。

4.3設 計 ・画像EDIの 実現 に向けて

産 業界 の動 向を見 る限 り、設計 ・画像EDIの 実現は、緊急 課題 であ り、実現すべ き設 計

・画像EDIは グ ローバル な範 囲で 自由に交換可能なオー プンなEDIで なければな らな い。

また、 これ らを実現す るため に必要な技術 は既 にあ り、必要 なのは標準化等 の環境整備 で

あ る。必要 な環境整備項 目は以下の とお りであるが、総論的 には通常 のEDIと の違 いはそ

れほ どない。

① 取 引情報 と リンケージ した中での設計 ・画像EDI

② 設計 ・画像EDIの ため のシンタ ヅクスルール

③ 標準設計 ・画像 デ ータ(標 準 メッセージに相 当)

④ 設計 ・画像デ ー タ(デ ー タエ レメ ン トに相当)

⑤ 設計 ・画像EDI対 応 トランス レータ

⑥ 設計 ・画像EDIを 交換 可能 なネ ッ トワーク

すなわ ち、設計 ・画像 デー タを長大 な ビッ ト列データ と見 る限 り、現行 のEDIの 延 長 上

で実現可能な こ とが明 らか である。 そ して、標 準化 を実施す るのであれば、国際標準 な ど

と一致す る方 向へ 向か うのが理想 であるが、そのためには国際標 準の方 向が定 まるまで待

たなければな らない。 しか し、標準化が遅れればプ ライベー ト ・フ ォーマ ッ トが蔓延す る

ことは明 らかで あ り、早急 に標準化へ のアプローチを行 う必要 があ る。

そ こで、将来 の理 想像へ のアプ ローチと当面 の現実的 な対応 とを同時に進 め る2本 立 て

の構 想が必要 にな って くる。将来的 な理想像 を長期解 と呼び、当面 の現実 的対応 を短期解

と呼ぶ ことにす る。

短期解 を実現 す るためには、現行 のEDIの 延長上で設計 ・画像EDIを 構築す ることが最

適である。す なわち、短期解 では現行のEDIの 基本的技術 ベ ースがすべて適用 で き、設 計

・画像EDIを 特別 なEDIで はな く、帳票 データの交換 も含め た一般的 なEDIと して構築 で

きることが重要 であ る。一方、長期解については国際標準化動 向や技術進歩 を勘案す る と、

流動 的要素 が非常 に多 く、短期解が長期解 に結 びつ くか ど うかを予測す ることは難か しい

が、標 準化 が緊急 の課題 で ある建設業界では早急 に短期解 の実 現に取 り組 む ことが必要 で

あ る。長期解 の確立 は少な く見積 もって5年 以上先 と考 え られ 、短期解 に よる利用実績 を
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長期解 に反映 させてい くことが、長期解を確立す るために も合理的な方策 と考え られ る。

この ように、短期解は、今す ぐ構築に着手す る必要 があ り、 トランス レーターの開発 も含

めて1～2年 以 内に実現す る必要 がある。 このため、現状 を踏 まえて短期解 のベ ースを決

め るのであれば、CIIシ ンタ ックスルール(CII標 準)を 選択 す るのが最 適である。ネ ッ ト

ワーク系 につ いて言 えば、単に容量 の増加 につ いて考慮す るだ けなので問題 はないはず で

ある。通信 システムについて は、現在 の業界標準で ある全銀手順 では行 き詰 まる可能性 が

大 き く(通 信速度 の面)、F手 順 の実用化が是非 とも必要 である。F手 順 の検討 は既に数年

に渡 って行われ ているが、実用化 が進 まなか った要 因 の1つ と しして 、応 用 先が 不充 分

だ った こともあ り、設計 ・画像EDIと い う大容量デー タの転送 とい う応用先の出現 が好 影

響を与 えると考 え られ る。

また、長 期解 については、まだ5年 以上先の構築 ではあ って も、今か ら基礎 的な研 究を

開始す る必要があ る。国際的に開発が始 まったばか りとい う現状か ら見て、わが国 と して

も積極 的に国際標準の開発 に参加すべ きで ある。そのためには、前述 の ように、短 期解 の

利用実績を積み、国際標 準に反映 させ る とともに、顕 在 化 して い るニ ーズ に加 え て潜 在

ニーズ も把握 し、それ らを踏 まえた仕様 の検討、 さらには、関係技術 の整理や見直 しな ど

必要 である。

EDIに 応用 可能な フ ォーマ ッ トとは、技術 的に見れ ば、EDIFACTやCIIシ ンタ ックス

ル ールの よ うなジ ェネ リックな フ ォーマ ッ ト(可 変長/可 変 フ ォーマ ヅ ト)だ けではな く、

昨年紹介 したSGMLの ような、 フ ォーマ ッ ト構 造 そ の ものを 情報 と して伝 え る方法 や

FAX(体 質 的に画像伝送)の デー タの中にす べ て の情報 を盛 り込 む 方 法 もあ る。CAD/

CAMの 分野では、すべてをSTEPと 称す る規格で網羅 しよ うとい うアプ ローチ もあ る。

この ように さまざまな角度(技 術面だげでな く、業務面 、制 度面 も関係す ることがあ る)

か らの検討を通 じて、理想像 に一歩近づいた解を作 ることが必要 である。そ のためには、

早急 な取 り組み とそれを可能 とす る体制が必要であ る。
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5.業 際EDIパ イ ロ ッ トモ デル の調 査 研 究 開発

本章 では、平成4年 度 に実施 され た通 商産業省 のプ ロジェク トで ある 「業際EDIパ イ ロヅ ト

モデル の調査研究開発」 の概要 を報告す る。

このプ ロジ ェク トは、受発注 を中心 とす るEDIの 普及が進 む 中で、相対 的に効率 の低 さが 顕

在化 して きた物流 の効率化 につ いて、一 つの解決策を見い出す ために計画 された。本年度 は、

資材取引に おけ る受注者 である荷主 お よび量販小売店の仕入取 引に おけ る受注者であ る荷主 と

物流業者 との情報交換を取 り上げ、EDI適 用時 の効果 と問題 点について分析す るための実 験 を

行 った。

荷主 と物 流業者 とのEDIは 物流業 際EDIと 呼 ぶ。物 流 業 際EDIは 、技 術 的 に は通 常 のEDI

(受発注 のEDI)と 特に異 な る点 はないが、交換情報 の内容 的な違 い、交換当時者 の業 種 の性

格 的違 いか ら、通常 受発注 のEDIと は区別す る。 このよ うな違 いは、EDIの 技術 的手 法 やEDI

ネ ヅFワ ー クの形態 ではな く、EDIを 用 いた業務処理形態 に現れ る。受発注 のEDIで は、電 子

デ ータの交換 だけで必要 な機 能をほぼ満たす ことがで きるが、物流業 際EDIで は 「物」 の移 動

があ るため、この 「物」移動 と電子 データの交換を連動 させ る必要 があ る。「物」の移動を識別

す るため、バー コー ド等 、受発注EDIに はない技術手法 を用 い る他 、業務処理手順(ビ ジネ ス

モデル とい う)も 特有 の形 にな る。

本 プ ロジ ェク トは4年 計 画 とな ってお り、初年度 である平 成4年 度 は、物流業際EDIの 基 本

モデル(ビ シネスモデル)の 策定 とそのモデルに基づ き、物 流業際EDIの 入 口である 「輸送 依

頼情報」 の交換 につ いて運用実験 と分析 を行 った。

5.1目 的 と概要

5.1.1事 業 の 目的

コンピュータ ・ネ ッ トワークに よ り企業 間取 引等 に係 る情 報交 換 を行 うEDI(Electric

DataInterchange:電 子 デー タ交換)は 、現在、主 と して受発 注 処 理 に適 用 され て い る

が、 これ を納 品 ・決済段 階 まで適用 し、発注 か ら決済 まで の一貫 したEDIを 構築す るこ と

が、今後 の我が 国のEDIの 発展に とって重要 である。しか し、この よ うなEDIは 、製造 、運

輸、流通 、金融 な ど異 な る業 種、業態 の企業 間を相互に結 ぶEDI(以 下 「業 際EDI」 とい

う。)で あ るため、これ を実現す るため には、相互 にデータ交換 をす るための ビジネスプ ロ

トコル(コ ンピュー タ間で交換す る情報の表 現規約等)の 標 準化 や新 しい運用上 のルール

等が必要 である。
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このため、本事業 では、多様 な業態に属す る事業者 の業 務 を抽 出 ・集約 した横 断 的 な

EDIシ ステ ムをパイ ロ ッ ト・モデル として構築 し、業 際EDIの 問題 点及び解 決策 を 明 らか

に し、業際EDIの 普及促進 に資す ることを 目的 とす る。

5.1.2事 業概要

製造、運輸 、流通 、金融等 の多様な事業 分野におけ る効 率的な情報 ネ ッ トワーク構築 を

促進す るため、業種 ・業態 の違 いを越 えて相 互運用性 のあ る業種横 断的なEDIの パイ ロ ヅ

ト・モデル ・システ ムの開発等 を行 う。平成4年 度 は、以下 を実施す る。

(1)業 際EDIパ イ ロヅ ト ・モデル ・システ ムの開発 と評価

業際EDIの モデル分野 と して物流を取 り上げ、複 数の荷主業界(各 種製造業、流通業

等)及 び運送業 界がEDIに よる業務処理に共通に利用で きる ビジネ スプ ロ トコルを開 発

す る とともに、モデル業務(電 子部品の納 品処理)を 設 定 して、 この標準的 ビジネス プ

ロ トコルを実装 した トランス レータ(標 準 ビジネス プ ロ トコル と各社 の独 自フ ォーマ ッ

トとの交換のため の ソフ トウ ェア)を 用いた モデル システ ムを構 築 し、実際 の運用 に準

じた情報交換を荷主 と運送業 間 で実施 し、そ の有効性を検証 ・評価 す る。

(2)フ ォーマ ッ トに関す る分析 と評価

EDIの フ 、t'一マ ッ ト(書 類 におけ る標準帳票に相当)は 、従来、固定長方式の フ ォー

マ ッ トが用い られていたが、業際EDIの 構築 においては新 しい可変長方式 のフ ォーマ ッ

トが必要 とされて お り、固定長 フ ォーマ ッ トに変わ って可変長 フ ォーマ ッ トを適用す る

場合 の問題点及び適用条件等を 、実験等を含む方法で分析 ・評価す る。

(3)国 内 ・国際標 準間変換 システム開発

国際標準 との整合性を勘案 し、業際EDIの ニーズに対応 して開発 され、製造業 を中心

に普及 しつつ あるCII標 準(CIIシ ンタ ックスル ール)と 国際標準(EDIFACTシ ンタ ヅ

クスルール)の 変換 システム開発 に係 る基本設計 を行 う。

5.2

5.2.1

5.2.1.1

物流の現状

物流効率化 につ いての問題 点

無在庫経 営ニーズ と情報 ネ ッ トワーク

(1)無 在庫経営 ニーズの高 ま り

無在庫経営 、それは プ ロダク トアウ ト型 マーケテ ィングの終焉 とマーケ ッ トイ ン

型マ ーケテ ィングの始 ま りを告げ る言葉で ある。
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マーケテ ィングは、永 い歴史 の中で、常に顧客本位 を標榜 し、消費市場 が求め る

ものを探 り、提 供 して きたが、工業時代 の大量生産 に支 え られて製造 した商品を、

効率 よ く市場 に 向けて供給す るプ ロダク トアウ トのセオ リーに基づいていた。社会

の情報化 が進 み、消費者 が個 々のニーズを主張す るよ うに なって、流行 は 目ま ぐる

しく変わ り、売 れ る商 品を手探 って多品種 の商品が少量 に、 セグメン トされ た市場

に向けて供給 され る よ うにな った。

多 品種少量短 サ イ クル時代 の到来で ある。 この 目ま ぐる しい時代 に対応す る川下

小売業者 は、いち早 く在庫保有 の危機を察知 レ、手持 ち在庫を極少化 し、売れ る商

品 を売れ るだ け少量多頻度 に仕入れ る、いわゆ る無在庫 経営を 目指 した。JIT物 流

の要請で ある。

川上の メーカ ーも、売 れ る商品を、いま売れ るだけ製造す るFMS体 制 を と り、原

材料や部品 もい ま必要な ものだけを仕 入れ 、精品在庫 も現在料在庫 も極少化 を図る

こととな った。 マ ーケ ッ トイ ン体制への転換 である。

一時は、誤 った無在庫経営 の行 き過 ぎか ら小 口の納 品車に よる交通混雑や排気 ガ

ス ・騒音 公害を 引 き起 こ し、運転手不足や物流 コス トの大幅上昇を招 き、社会問題

に までな ったが 、漸 く極 端な多品種化 の反省や即納へ の批判 が高 ま り、対 策 も打た

れ、沈静 化に 向か ってい る。

(2)物 流不経 済 の克服

多品種 少量多頻度供給 の問題点は、供給側 に とってオー ダーピッキングの手間、

少量多頻 度配送 に伴 う積 載効率 の低下 な ど著 しい コス ト上昇 を招 き、遂に仕切価格

を上げ ざ るを得 ない ところまで追 い込 まれ た ことで あるが、受給側で も発注 コス ト

を大 き く上回 るに到 った ことで ある。

他方 で、無在庫経営 は新 しい時代 の命題 で、 これを効率 的に実現す るためには、

取 引単位 の見直 しとともに、EOSの 徹底 と高速化に よる ピ ヅキ ング作 業の計画化 ・

機械化 を可能 とす る リー ドタイ ム創 出、配送 の共 同化に よる積載効率 の向上 と、店

入車両 の削減 が効果 的であ る。あ るCVSで は、1店 舗 当た り1日75台 の納 品車が来

たのが、共 同化 に よって15台 まで削減 でき、更に8台 までに減 らし得 る見込み と報

告 され てい る。

この よ うな リー ドタイ ムの創 出に とって も配送 の共 同化 に とって も、多数 の異業

種 ・異企業 間で の、電気通信 とコンピュータに よるデ ータ交換 が不可欠 で、EDIに

期待 され るもの が大 きい。
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5.2.1.2荷 主企業 と物流企 業の情報連携

(1)多 端末 現象 と指定納 品書

特定の荷主企業 に専属す る物流 子会社 は別 として、国 内で貨物 を扱 う輸送業者や

倉庫業者 の営業所 には、主要 荷主企業 の独 自のオ ンライ ン端 末機 が並んでいて、独

自の輸送 指示や入 出庫指示伝票 を打ち出 してい る姿 は現在 で も珍 しくない。 そ こで

伝票に アウ トプ ッ トされ た情報 は、物 流企業 の コンピュータシステ ムに再 イ ンプ ッ

トされ、処 理 された情報 は アウ トプ ヅ トされ て再 び荷主 端末か らシステ ムに再 イ ン

プ ヅトされ る。

荷主企業 のネ ッ トワー クと物 流企業 のネ ッ トワー クとは、荷主企業の数 が多けれ

ば多 いほ ど直接 の接続が むつか しく、中間に人間 と伝票 が介在す ることとな る。

一部の物流企業 はVAN事 業 を併 営 し
、主 要 荷 主企 業 のネ ッ トワー ク と 自社 の

ネ ッ トワーク とをVANで 接 続 して、中間での人手の介 入をな くす よ うに して い る

が、 この場合 で も指定納 品書 の発行は、多 くの人手に頼 っている。

納 品先 の多 くは、物流 事業者 の伝票ではな く荷主企業名 の印刷 された伝 票を要求

した り、納 品先 が印刷 した特殊様式 の伝票に記入 して添付す ることを要求す る。 こ

れに対応す るために、輸 送業者 の中に は、 コンピュータデー タをフ ロヅピーデ ィス

クに落 としてパ ーソナル コンピュータに渡 し、そ のプ リンターに納 品先指定伝票 を

1枚 つつ手差 し して、転 記 を避 けている ところ さえある。

(2)業 際EDIへ の期待

荷主企業 と物流業者 の間 では、業際EDIの ニーズが高 い。特に物流企業側 は多 く

の荷主企業 の物流業務 を担 当す るので、EDIの 効果 が大 きい。

倉庫業者 では、入 出庫計 画、入出庫作業指示 、在庫管 理報告、料金請 求を中心 と

す る諸業務 のEDI化 が期待 され る。

輸送業 者では、混載 の場 合で も貸切 りの場合 で も、輸送計画、配車計画、輸 配送

指示、貨物 の トレース、運 賃請求な どでEDIが 期待 され る。

受発注EOSのEDI化 につ いては、大型小売店 チ ェー ンや 小 売業 界 か らの発 注 に

ついてJCA固 定長方式 が用い られ、そ の他の業種 ではCII可 変長方式 が用 い られ て

い るが、両者か らともに指示を受け る物 流業界 として は、物流業 際EDIはCII可 変

長方式に一本化 され る ことを望 んでいる。

指定納品書 につ いては、 これ を全面的にバ ー コー ドラベルに置 き換 え ることを推

進す ることが望 ましい。ア メ リカではAIAGを は じめ多 くの分野でCODE39を 用い
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た納品 ラベルの標準化 が進め られ てお り、我が国で もEIAJで そ の研 究 が進 んで い

るが、 出来 るだけ表示項 目を少 な くし、キー コー ドに限定 して これを標 準化す るこ

とで、指定納 品書 を廃止す る ことを進 め る必要が ある。

(3)パ ー トナーシ ップ。の絆

我が国の物流 企業は、永 い間、荷主企業 の指示 のもとに従属 的に作業 を行 うとこ

ろが多か ったが、物流の高度 化 に伴い、そ の蓄積 した ノ ウハ ウに よって荷主 の ロジ

ステ ィクス戦略 を支援 し、パ ー トナ ーとして貢献す るこ とが要望 され る よ うにな っ

て きた。

製造 ・販売 ・物 流を統 合 して、最 も適切 な ロジステ ィクス戦略 を展 開 し、競争企

業 に勝 ち抜 くためには、物流 に関 しては物流企業 の ノウハ ウが重要 で、単 に運賃 ・

料金 の安 い ことではな く、パ ー トナーシ ップと して良好 な関係 を長 く維持す ること

が、荷主 に とって も物流業者 に とって も重要であ る。

荷主企業 と物流企業 のパ ー トナーシ ップには、情報 ネ ヅ トワー クに よる結 合が重

要 であるが、 この関係 もEDIに よるオープ ンな連携 が望 ま しい。

5.2.1.3物 流企業間の連携

(1)物 流企業連携 の態様

輸送 事業者 間 の提携 とい うと、特定 の物流事業者 の専属 的下請 関係に立 つ場合 の

ほかは、特定 の宅配便業者の特定地域 の集配 を担 当す る場合 や混載路線貨物 の中継

輸送 な ど、そ の例 が少 ない。広 く見れば、ピギーバ ックや輸送業者 に よるJRコ ンテ

ナ列車の利用 、 フ ェリー利 用 の無人航送 な どの利用運送 も、物流企業 間の連携輸送

で あるが、そ こまで含 めて もまだそれほ ど多 くはない。

日本 の トラ ヅク運転 手の輸送生産性 は、 トンキ ロベ ースで アメ リカの1/3と いわ

れてい るが、それを高め るために も共 同輸配 送 と ともに 、物 流企 業 間 で連 携輸 送

ネ ッ トワー クを構 築す ることが重要 である。

我が国では、大型 中長距 離 の貸切輸送 の場合で も、一人 の運転手 が始点か ら終点

まで運転 して行 き、帰路 は空車 とな る例 が多 い。到着点 に営業所 がない限 り、帰路

の空車は止む を得 ない とされてい る。 この方式は、荷主 に安定 した信頼 で きるサー

ビスを、責任 を持 って達成 す るのに優れ たシステムで あるが、運転手 の就労時間 は

長 くな り、 この方式 では生産 性を高めるこ とはむつか しい。
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(2)物 流企 業連携の メ リッ ト

400～500Kmの 間隔にあ る混載輸送業者や貸切輸送業者 が提携 して、中間 に中継

点を設け、 ここで トレーラーや コンテナを交換 して持 ち帰 るよ うな輸送 システ ムを

作れば、それぞれの トラ ックは運行距離 も短 くな り、空車は少な く、作業 時間 も比

較 的削減で きる。現行法規上 の制約 と、好 都合な相手方 を探す ことがむつか しいが、

海外 では多 くの例が あ り、そ のメ リッ トを追 求 しなけれ ば、中規模輸送業者 は、 自

社 内だけで合理化が実現 で きる大手企業に対抗す るこ とができな くな る。

提携輸送 を成功 させ るには、広い範囲で の情報ネ ッ トワー クの構築が重要で ある。

中継地点で の貨物 の交換予定 、到着時刻、運転者情報、貨物 明細な どの 自由な交換

と、最終顧客 に貨物が到着す るまでの貨物 トレースが出来 なけれ ばな らな い。運賃

・料金 の分担 な どの多 くの会計情報 システム との連携 も必要 である。復路貨物斡旋

情報 システ ムも、強 い提 携関係があ って始 めて機能す る。

海外 との コンテナ貨物 や宅配 ・クー リエ便 では、 日本 発 ・到着地配達 までの時間

計画 と貨物追 跡が多 くの業者の連携 に よって実現 してお り、それが最大 の売 り物 で

もある。

倉庫につい ても、着地 の空庫情報が発倉庫に よって提供 されれば、荷 主企業 に対

して大 きなサ ー ビス とな る。

物流企業間 の情報 ネ ッ トワー クに よる提i携が、物流企業 自体 の合理化 の要で ある

とともに、荷主企業へ の大 きなサー ビス とな り、荷主企業 を顧客 と して定着す る絆

とな ることに注 目して、EDIに よる広範 なシステ ム構築 を進め る ことが望 まれ る。

5.2.2物 流に係わ るEDIの 現状

5.2.2.1全 体動 向

(1)物 流を取 り巻 く環境

日本経済 が大 き く成長 す るなかで、生産は重厚長大型 か ら軽薄短 小型 へ移行す る

とともに、高付加価値型へ と変革 した。流通構造 も大 メー カーの主導力、 あるいは

量販店な どのバ イニ ングパ ワーの増大で、多 品種少量流通 、 リー ドタイ ムの短縮化

傾 向が強 くな った。

こうした状況 のなか で、消費者 の志 向 も多様化 、個性 化す るな ど、.社 会 の物流 に

対す るニーズが大 き く変 わ って きた。 これ に対応 し、荷主企業 は、販売戦 略を強化

し、消費者 ニーズの高度 化、多様化 に合わ せた製品の差別化政策 を進 めて きたが、
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これ が多 品種少量生産体制 を促進 し、物流 の小 口化 、多頻度化 を もた らして きた。

しか し、 こ うした動 きに よ り都市交通量 が大幅に増 大 し、その結果 、道路交通渋

滞 の激化 、騒音や振動公害 の発生、窒素酸化物な どに よる大気汚染な どの環境 問題

が顕在化 して きた。 また、 それ は3Kプ ラス長時間労働に よる労働力不足 の深 刻化

に も繋 が って い る。

一方 、行政面 では平成元年12月 に貨物 自動車運送 事業法、貨物運送取 扱事業 法の

いわゆ る 「物流二法」 が施行 され 、 自由化 が推進 された反面、安全管理や法の遵守、

労働条件 な どの社会 的規制 が強化 され た。

この よ うに 、解決 しなければな らない問題 を多 くかか えてお り、 これ らの制約の

中で ます ます高度化 、多様化す る利用者 の ニーズに的確 に対応 してい くためには、

よ り一層 の物流 の効率化 を推進す る ことが極 めて重要 な課題 とな ってい る。

(2)物 流業 界お け るEDIの 導入動 向

物流効 率化 を進 め る上 で、情報 システムは大 きな役割を担 うもの の一つ と して期

待 されてお り、既 に、物流業界 において も荷主 と物 流業者間、物 流業者相互間で コ

ンピュータを利用 した様 々なネ ッ トワー クシステムが構築 され、デ ータの交 換等が

実施 され て きてい る。

「運輸 関連企業情報化動 向調査報告書」(平 成4年3月 、㈱運輸経済研究 セター)

に よれば、調査 回答 のあ った運輸企業 での コンピュー タ保 有 率 は86%(1,456社/

1,694社)で ある。そ の うち倉庫業 での保有率 は85.2%(196社/230社)、 一般貨物 自

動車運送 事業(特 積 みを含 む)で の保有率 は92.4%(61社/66社)、 一般貨物 自動車

運送 事業(特 積 みを含 まず)で の保有率 は89.5%(102社/114社)で あ り、一般貨物

自動車運 送事業(特 積 みを含 む)が 運輸企業全体を大 き く上 回 って いる。

また、EDI実 施 状況は、 「国内物流企業EDI動 向調査結果」(平 成4年12月 、物 流

EDI研 究会)に よる と、回答の あった物流 企業(外 航海運業 、内航海運業 、フ ェ リー

業、倉庫業、港 湾運送 業、鉄道業、 トラ ック業、貨物軽 自動車運送業、利用運送業、

運送取次業、航 空運送業)の うち、荷主企業 とEDIを 実 施 して い る企 業 は43.7%

(148社/339社)で あ る。そ の うち倉庫業 では49%(24社/49社)一 般貨物 自動車運

送事業(特 積 みを含む)で は59.7%(40社/67社)、 一 般貨物 自動車運送 事業(特 積

みを含 まず)で は36.5%(27社/74社)が 荷主企業 とEDIを 実施 してお り、特 に倉庫

業 と一般貨物 自動車運送事業(特 積みを含む)が 実施 率が高い。

荷主企業 とEDIを 実施 してい る物流企業148社 のEDI適 用業務をみ ると、 「入 出庫
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指図」 が最 も多 く、以下 「在庫情報」、 「運送依 頼」、 「送 り状 情報 」、 「運 賃請 求」、

「受発注情 報」 と続いてい る。

物流企業 との間でEDIを 実施 してい る企業は19.2%(65社/339社)で ある。そ の

うち倉庫業 では10.2%(5社/49社)、 一般貨物 自動車運送業(特 積 みを含 む)で は

44.8%(30社/67社)、 一 般貨物 自動車運送業(特 積みを含 まず)で は9.5%(7社/

74社)と な ってお り、一 般貨物 自動車運送事業(特 積みを含む)の 実施率 が高 いが、

全体 では荷 主企業 との間の場合 に比べ実施率 はかな り低 くな っている。

物流企業 との間でEDIを 実施 してい る企業65社 のEDI適 用 業務 をみ る と、 「送 り

状情報」、 「貨物追跡情報」、 「料金請求」 が多 く、 以下 「積 載 明細 」、 「運 送 依 頼」、

「入出荷指 図」 と続 いてい る。

以上 の よ うに、既 にか な り多 くの物流企業が物流効率化 の一つ の方法 として、情

報 システ ム化 に取 り組 み、デ ータ交換を実施 してい る。

(3)問 題点 ・課題

しか し、 ここでい う 「EDI」 は他企業 とコンピュータ同士 を電気通信 回線 で接 続

し、デー タ交換 を実施 してい るもので あ り、一般にEDIの 定義 で言われ る標準的 規

約を必ず しも適用 した ものではない。

そのほ とん どが荷主企業 の主導で、荷主企業指定 の規 約や手順に基づ き実施 され

てお り、そ の規約や手順 も標 準化 された ものではな く、荷主企業 ご とに異 なって い

るのが実態 であ る。 このため、デ ータ交換に 多 くの労 力 と費用 を費 や して お り、

EDI標 準化 の推進が重要 な課題 とな って いる。

物流業界 の特徴 として、商取引 の対象 とな る業界 が全 産業界に お よぶ ことが あげ

られ る。 よって、物流 に関す るEDI標 準は、各業界 な どのEDI標 準化 と十分連携 を

とって進 めて行 く必要 があ る。

また、 も う一 つの特徴 と して は中小規模 の事業者 が多 い ことが あげ られ る。

トラ ヅク運送事業者 は平成3年 度に おいて約41,000社 、倉庫事業者 は 約4,400社

あ るが、 その うち資本金1億 円未満 の中小事業者が トラ ック運送事業者 では99%、

倉庫事業者 では80%以 上 を しめ てお り、高度 な情報 システ ム化 が進 んでいるのは一

握 りの全 国ネ ッ トを持つ 大企業や、 ある業態 ・サ ービスに特化 してい る事業者が ほ

とん どである。

「国内物流企業EDI動 向調査結果」か ら今後 のEDI実 施計画 をみる と、339社 の う

ち64.9%の 企業が 「既 に実施 している」、 「荷主企業 と実施 したい」、 「物流企業 と実

一72-一



施 したい」 とEDIに 対 して積極 的であるが、「実施す るつ も りはない」と答えた企業

も27.4%あ る。

この 「実 施す るつ も りはない」 と答 えた企業は、一般貨物 自動車運送 事業(特 積

みを含 まず)と 倉庫業で半数近 くを しめる。 また、企業規模でみ ると売上高が50億

円以下 の企業 が73.1%、 従業員数 でみ る と100人 未満 の企業 で46.2%を しめてい る。

EDI導 入の メ リッ トと してあげ られ る 「企業体質 の強化」や 「経営環境 の平等化」

は、中小規模 の事業者 こそ大 きなメ リッ トが期待 で きる。そのためには、「実施す る

つ も りはない」 とい う回答に代表 され るEDI導 入 に消極 的な企業 に対す る普及 ・啓

蒙活動 も非 常に重 要な課題 とな るので、今後、EDI標 準化の活動 とともに推進 して

行か なけれ ばな らない。

5.2.2.2小 売業 に於 け る物流EDIの 現状 と今後の課題

(1)小 売 の現状

① 消費動 向

生活者 の生活様式 の変化 、及び多様化に よ り品揃 え アイテムの拡大 と商 品 ライ

フサイ クルの短縮化 が進 み、一方では景気の低迷 に よ り、生活者 の購買態 度 と し

て も、商 品選定基準 が益 々厳 しくな って いる。

従 って、 これ までの ような所謂衝動買い等は影 を潜 め、一層合理 的な消費性 向

が高 ま りつ つあ る。

② 小売サ イ ドの課題

小売業 の動 向を一 口で述べ る と以下 の ようにな る。

・ 業態 の多様化 、明確化

・ ア ソー トメン ト(品 揃 え)の 充実 と維持管理

・ 適正在庫 の維持管理

・ オペ レー シ ョンコス ト(含 仕入 コス ト)の 低減

この よ うなマ ーケ ッ トに対応 した販売体制を維持す る為には、顧 客 ニーズ に合

致 した業態 を確立 す ると共に、夫 々の業態に応 じた適確な アソー トメ ン トを用意

し、且つ変化 に対応 させてい くことが益 々重要 とな ってきてい る。そ して、最 も

大切 な ことは、 この よ うな体勢 を維持 しつつ、適正在庫 の維持、管理、 オペ レー

シ ョンコス トの引下 げ、合理 的な仕 入原価 の引下げ等 を実現す る ことに よって、

販売価格 をいかに引下 げてい くか とい うことで ある。

-73一



(2)物 流EDIの 現状

物流活動 は主 として、店舗 に於け る販売情報 とこれに基づ く発注情報 に よって、

その引き金 が引かれ る。 この為、現状 では小売 とメーカー ・卸間での、発注情報 の

デ ータ交換用 に、JCA手 順 で定 め られ、商 品を特定す る コー ドとして、JANコ ー ド

が主に用 い られ ている。更 に、発注書兼納品書 としてチ ェー ンス トア統一伝 票が使

用 され るよ うにな ってい る。

その他 では、常 に顧客 のニーズに応 じた商品 の確保を意図 して、小売～ メーカー

・卸間で引当可能在庫情報 のデー タ交換 が行われつつ ある。 この ことに よ り、受発

注に関連す る事務作業 の軽減化 、販売計 画の早期修正、機会 ロスの削減等に大 いに

寄与 してい る。 しか し、小売 ～ メー カー ・卸 間の トータル コス トを更 に引 き下げて

い く為には、 よ り多 くの機能 について情報交換 を進 めてい く必要 がある。

(3)今 後 の物流EDIの 課題

①POS情 報の交換

POS情 報の交換に よ り、そのデータは、メーカーでの事前生産計 画デー タとな

り、 これ に よ り、原材料 の手配や人員計画、車両計画、 スペ ース計画等 を よ り合

理的に組 む ことが出来 る。 その結果 として、 リー ドタイムの短縮、在庫の圧縮、

生産 コス トの削減、作業 コス ト及 び配送 コス トの削減 に結 びつ く。

② 事前 出荷情報 の交換

メーカー ・卸 サイ ドで、小売 への納 品以前 に出荷情報 を提供す る ことに よ り、

小売サイ ドでの入荷計 画、人員計 画、車両計 画、スペース計画等 を事前 に組 む こ

とが 出来 るよ うになる。又、 出荷時に、正確 な出荷検 品を実施 した上 で且つ 、予

め納品明細情報 を交換 した後 に納 品す ることに よ り、各段 階での重複 した検 品作

業 をカ ッ トす ることが出来 るので、結果 と して トータル ローコス トオペ レーシ ョ

ンが図 られ る。

③ 小売～ メーカー ・卸 間 の物流EDI利 用範 囲及 び物流 オペ レーシ ョンとの相 関例

(図5-1参 照)
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(小売業)

容内の報情

報情上売SOP

各情報を元に発生する 情報の相互利用 ・早期入手等に

オペレーション より得 られる効果

・生産(在 庫)計 画修正 ・リー ドタイムの短縮化

(取引先)・ 車両,人 員計画(修 正)・ 在庫の縮小

・原材料 稼働計画(修 正)・ 生産 コス トの削減

・出荷作業準備etc・ 作業,配 送 コス トの削減

・在庫引当

・伝票,送 り状その他作業帳票作成

・事務作業の軽減

・集品,荷 揃え,出 荷,配 送etc

・販売計画修正 ・販売計画の早期修正

・代替商品計画及び手配 ・機会ロスの削減

・入荷計画

・人員,車 両,ス ペース計画(修 正)・ 作業,配 送,ス ペース,コ ス トの削減

及び手配

・検品作業(SCMス キャン)・ 特に検品作業の簡素化

図5-1物 流EDI利 用 範 囲 及 び 物 流 オペ レー シ ョ ン相 関 例

発 注

引当可能在庫通知

事前出荷明細(ASN)



5.2.2.3加 工食 品メーカーにお ける物流に係わ るEDIの 実例

(1)物 流情報 システ ムの概要

物流情報 システ ム全体 の概要は、図5-2の 通 りである。全 国の支店 ・工場 ・配

送 セ ンター ・グルーフ.企業等に約500台 の端末機 を設置 し、セ ンタ ーの ホ ス トコン

ピュー タに よる集中処理 を行 ってい る。 この内、太線 がEDIに 係わ る部 分を示 し、

次の2つ に大別 され る。

① 得 意先(卸 店)と の間の、受発注 ・出荷案 内デ ータ等 の交換

② 物流 会社 との間の、入荷予定 ・出荷依頼 ・在庫 デ ータ等 の交換

(2)EDIの 対象業務 とその内容

① 得 意先 とのデ ータ変 換

得意先(卸 店)百 数十社 とVAN数 社 を介 し、下表5-1の よ うに受 発注 や 出

荷デ ータの交換を行 ってい る。

表5-1得 意先 とのデー タ交換

適用業務 デ ー タ 送 ・受 相手企業 企業数 通 信 プ ロ トコル デ ー タ ・フ ォ ー マ ッ ト

受 発 注 受注データ 受 卸 店 約20

JCA手 順

全銀手順

種類食品業界

卸店メーカー

企 業 間 標 準
出 荷 ・

請 求

出荷 案 内 送

卸 店 約110

.・.....・ ● ・..

倉 出 販売

実 績
受

請 求 明細 送

② 物流会社 とのデー タ交換

物流会 社(関 係会社 、委託先)の ホス トコンピュー タや 、配送 セ ンターに設置

されたオ フ ィス コンピュータと、 グループ内ネ ッ トワーク(専 用回線)を 介 して、

下表5-2の ようにデ ータ交換(グ ループ内標 準 フォ ーマ ッ ト)を 行 って いる。

(3)シ ステム構成 の概要

物流会社 とのデ ータ交 換の代表 的な システ ム構成 は、図5-3の 通 りである。
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(支店 ・営 業所)

・受注処理、在庫引当
・受注、販売状況把握

・枠進捗管理
(端末機) ・在庫把握

、在庫補充

〔 』 ●物流難 把握
Ot±o・w

(本社 セ ンタ ー)

(事業部)

(得意先)

・受注、販売状況把握

・全社在庫把握
・需給調整

(端末機)・枠設定
、進捗管理

:易㌶ 把握[]‖
●、A

－
㊥ 曜⑳

(IBM3090)

・受 注 入力 ・在庫 引 当 ・出荷指 示

・需 給管 理 ・拠点 在庫 補充 管理

・受 注 ・出荷 ・在 庫状 況即 時把 握

・物 流管 理情 報

・運 賃 ・保管 料等 計算

1
(物流会 社 ・配送 セ ン ター)

一

(物流部)

・全社物 流

実 績把 握

・全 社物 流

コス ト管理

(端末機)

副

(端末 機)(電 算機ACOS3600他)

唖 〔閲 〔i彗
・配車調整

・荷揃え指図表

・出荷指図票

・荷受指図表、入荷予定表

・入庫確認

・在庫把握

・製造日付別在庫把握

(工場 ・包装所)

(端末 機)

(電算機ACOS810他)

・配 車調 整

・荷 揃 え指 図表

・出荷指 図票

・荷受指 図表 、 入荷 予定表
・入 出庫 入 力、 出荷 確認
・在庫把 握 、倉 別管 理
・製造 日付別 在 庫把 握

塾

図5-2物 流情報 システムの概要 図
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表5-2物 流会社 とのデータ交換

適 用 業 務 デ ー タ種 類 送 ・受 交 換 頻 度

入 荷

入庫準備、入荷検品

入庫 ロケーション割付

入庫確認登録

商品マスター更新

入荷予定(車別) 送

バ ッチ:通 常 デ ー タ

(1回/日)

リア ル:緊 急 デ ー タ

出 荷

自動配車、調整

出庫、 ピッキング指示

出荷伝票作成

出荷依頼 送

バ ヅチ:通 常 デ ー タ

(2回/日)

リア ル:緊 急 デ ー タ

在 庫
製造日付別在庫実績把握 製造日付別在庫 受

バ ヅチ:1回/日"・..・,.s.・..・

在 庫 デ ー タ の マ ッチ ン グ 確定在庫実績 送

運賃等
運賃、保管料等の請求、

支払
運賃、保管料等

受

送
バ ッチ:適 時

(4)物 流EDIに 関す る問題 点 ・課題

① 現在、物流会社 との間の メ ッセ ージ交換 に関 しては、関係会社 が主 な対象先で

あるため、特に問題はない。 しか し、一般 的には、物流会社 は業種 の異 な る多様

な荷主 とのデータ交換が必要 で あ り、業界毎の標準化 では対応 が難 しい。現実に

運用可能 な業界共通 の標準を如何に構築す るかが課題であ る。例 えば、共通の基

本項 目と、業界毎 また は当事者間 のオプシ ョン項 目とに分けて あることも、一つ

の方法 と考 え られ る。

② 現在 、納 入先や路線会社毎 に異 な る様式や部数 の専用伝票 の添付が要請 されて

お り、伝 票作成 の負担 が大 きい。EDI化 し、個 別 の伝 票 に代 え て、標 準 の メ ヅ

セージを交換で きるよ うにな ることが望 ま しい。

③ コー ドに関 しては、種 々の問題 が あるが、特 に次の点が課題 と考 え られ る。

a.企 業(得 意先、荷届先)コ ご ド…… 「統 一企業 コー ド」 や 「統一取 引先 コー

ド」 の ように体系が分かれ、 また更新管理が十分でないため、実用 し難 いのが

実情 であ る。全国を荷届先 レベル で特定 できる統一 コー ドの設定 と、その維持

管理 のシステ ム構築 が必要 と考 える。

b.商 品 コー ド……各企業毎 のプ ライベー トコー ド主体 のデ ータ交換 を行 ってい

る。食 品では、個 装 と外装 が必ず しも1対1に 対応 しないため、JANコ ー ドは

使用 し難い。統一商 品 コー ドと して、今後 「標 準物流商品 コー ド(ITF)」 の活

用が考 えられ るが、共通の維持管 理、伝 達の しくみが必要 であ る。

c.地 区 ・住所 コー ド……現行JISの 「市 区町村 コー ド(都 道府 県 コー ドと合 わ
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せ、5桁)」 は、配車 システム等で荷届先 の位置 を特定す るためには、不十分 で

あ る。 「国土地理 院 コー ド(8桁)」 の よ うな、 よ り詳細な標 準 コー ドが必要 で

あ る。

加 工 食 品 メ ー カ ー

得 意 先 本 社 セ ン タ ー σBM3039)

巴文) 撰)

轡)
～ ,↓ 工 場/

(支※
受注入力

在庫補充入力

在庫照会

/

＼

(出荷依頼データ)1

〆車別硫v
∈

＼デ一夕 ノ ()
＼/ 車別分割入力

＼〈馨禦 剰
/

⑧

物 流 会 社
(ダイ レ ク ト接 続)

/ Ψ

(灘 饗曄,
佐屋実績)

(出 荷データ) ピ)(づ 撰)
/

在庫処理 配車 ・出荷処理 入荷処理

本 社 ホス ト ・流通 セ ン ター(ACOS3600、3400、3100等)

図5-3デ ータ交換の システ ム構成

一79一



5.2.2.4合 成樹脂 製造業界 でのED|の 状況

(1)オ ンライ ン取 引の概要

合成樹脂 製造業界 で、商社 ・製造業者 ・物流業者 の間 で使用 され るオ ンライ ン取

引の概要 と しては、以下 のパ ターンの ものが使われて い る。

商社 ・製造業者 ・物流業 者は、それぞれ社 内に受発注 システ ム ・販売物流 システ

ム ・出荷管理 システ ムを準備 して、固有の業務処理 を実 施す ると共に、

商 社 → 製 造業者 「注 文」 「支払」

製造業者 → 商 社 「受注確認」 「出荷報告兼、代金請 求」

製造業者 → 物 流業者 「出荷指図」

物流業者 → 製 造業者 「出荷報告」

の各取 引情報 を、ネ ッ トワー クで連結 して、伝達す る。

このデータ連結に よって、商社で入力 された注文 デ ータが基本 とな り、各業務処

理で項 目が逐次追加 され なが ら、一貫 して使用 され る。

(2)EDI(オ ンライ ン化)さ れて いる業 務処 理の内容(図5-4ネ ッ トワー ク構成 図

参照)

① 商社 は、製造業者 に対 して、各注文事項を 内容 とす る注文 デー タを伝送 して製

品の購 入の 申込 みを行 う。

② 製造業 者は、商社か らの注文 デー タを受信 して受注処理 を行 う。 この タイ ミン

グで受注確認デ ータを返送 す る場合 もあ る。

③ 製造業者 は、注文 の 内容に よ り、在庫等 を確認 して、 しか るべ き物流業者に対

して出荷指 図デ ータを送信す る。同時に商社 に対 し、予定納期回答 を付加 して受

注確認 データを返送 す る。

④ 商社 は、 当初製造業 者 に伝送 した注文デ ータと製造業者か ら返送 され た受注確

認 データ とを照合す る。又必要 に応 じ、二次店や、 ユーザ ーに このデ ータを転送

す る。

⑤ 物流業者 は、製造業者 か らの出荷指 図データに よ り、出荷の手配を行 う。

⑥ 物流業者 は、商 品の出荷 が行われ る と、製造業者 に対 して 出荷報告デ ータを送

信す る。場 合に よっては、製 品の納 入報告 の事 もある。

⑦ 製造業 者は、物流業者 か ら当該製 品を出荷(納 入)し た との報告 を受け る と、

そ の旨を商社に対 して出荷報告兼代金 請求デー タとして伝送す る。

⑧ 商社 は、製造業者 か らの 出荷報告兼 代金請求デ ータの内容 を照合す る。 もし不
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適合がある場合は請求不一致データとして製造業者に返送す る場合もある。

⑨ 商社は、製造業者に対 し代金支払の時に、支払データを伝送する。

⑩ 製造業 者は、 この支払デ ータに よ り

理 を行 う。

当該商社への売掛金の消 し込み ・入金処

商社 ・製造業者 ・物流業者間のネ ヅトワーク構成 と伝送データの概要

〈物流業者〉 〈製造業者〉 〈商 社〉

国

⑤

出荷手配処理

②

受 注 処理
注文a

出荷指図c

③

①

デ ー タ

デ ー タ

出荷指示処理

受発注処理

受注確認b

④

チ ー タ

確 認 処 理

回
⑥

出荷報告処理
出荷報告d

デ ー タ

⑦

⑩

出荷報告 ・
請求処理

債権消 し込み
・入金処理

⑧

請求確認 ・
照合処理

図5-4ネ ッ トワー ク構 成 図

(3)今 後の課題

① 商社 ・製造業者間のオンライン取引手順の標準化

合成樹脂業界では、これまで先進的な製造業者は独 自の自社手順で商社 とのオ

ンライ ン取引を進めてきた。そ して近年、業界 としての標準化の動 きがたかま り

つつある。

特に石油化学業界では、業界標準の手順を制定 し、商社団体 と共同で実用化に

むけて技術的実務的な検討を進め、試行グループでの具体的な実行 もスター トし

ている。又、専門商社への普及を図るために、標準手順を前提 とした商社受発注
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業務用 のパ ッケージ ソフ ト(パ ソコン用)を 開発中で ある。

今後 は、大手 ・専 門商社へ の この標 準手順 の普及が、課題 となる。

② 製 造業者 ・物流業者 間のオ ンライ ン化

殆 どの製 造業者 は、取 引の多 い物流業者 との間で、 出荷指 図 ・出荷報告 データ

については既に システ ム開発 を完了 しオ ンライ ン化 しているため、標準化 の要望

は相対的に小 さい と思われ る。

しか し、取 引量 の少ない物 流業者 との間は、 オンライ ン化 がな されてお らず 、

標準手順 の制定 と普及 は、今後 の課題であ る。

表5-3伝 送 デ ータの概要

デ ー タ種 別 主要な伝送項目(そ の他当事者間で適宜追加) 伝送 サ イクル

a.注 文
注文番号、取引条件番号、品名、数量、納入日、

納入先コー ド・名称
日中随時 。,定時

b.注 文 確 認
注文番号、取引条件番号、品名、数量、納入日、

納入先コー ド・名称、受注番号、販売価格
日中随時or定 時

c.出 荷 指 図

出荷 指 図番 号 、品 名 、 数 量 、 納 入 日時 、 出荷 日、

納 入 先 コー ド ・名 称 ・住 所 、仕 向地 、輸 送 業 者 、

車種

日中随時or定 時

d.出 荷 報 告
出荷 指 図番 号 、 品 名 、 数量 、納 入 日、 出荷 日、

納 入 先 コ ー ド、仕 向地 、 輸送 業 者 、 車種 、運 賃

日中 随 時or－ 括

e.出 荷 ・請 求

注文番号、取引条件番号、品名、数量、納入日、

納入先コー ド・名称、受注番号、販売価格、

出荷請求番号、出荷 日、請求金額、決済日 ・手段

毎日夜間一括

f.支 払
出荷請求番号、出荷 日、品名、数量、納入 日、

手形番号、支払金額、決済 日 ・手段
支 払 日一 α 日一 括

・通信方式 ……主 として全銀プロトコルによるファイル転送が中心

・使用回線 ……専用線、加入電話回線、DDX-C等(VANの 利用もある)

・ファイルフォーマット…… 固定長、CIIシ ンタックスルールによる可変長

(伝送項 目は当事者間で取 り決めるが、標準手順では必須項 目が指定 されている)
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5.3調 査研究開発 概要

5.3.1電 子機器業 界 にお ける実験概要

産業界では、平成2年 頃か ら人手不足等 に伴 う物流費 の高騰 を契機 に物流 問題が とみに

脚光 を浴びて きて いる。聞 日本電子機械工業会 では、部 品運営委員会(電 子部品 メー カー

で組織)のWGで ある取 引関係指針研究会で商取 引改善 について検討 しているが、 ここで

も物流費 の高騰 に対す る対応 が課題 となってい る。特 に、多頻度 小 口輸送 、JIT配 送 等 に

対す る対応が重要 とされ 、 ビジネスプ ロ トコル の標 準化 な どに よる効率 的なEDIの 導入 が

急務 とされてい る。

この ような状況 も踏 まえ、同工業会 のEDI推 進 セ ンター(以 下、EIAJ・EDI推 進 セ ンター

と呼ぶ)は 、物流 とEDIの 連動 に よる物流 問題 の解決を優先課題 として、物 流WGを 設 置

して物流業際EDIの 研 究を進 め てきたが、今年度(平 成4年 度)に トライアル(試 作実験)

を行 って評価を行 い、今後 の導入に対す る留意点等を まとめ ることにな った。

物流WGで は 「物流 関連分野 も含 めた業際EDIを 実現すべ く、発荷主～着荷主 までの一

貫 した情報(メ ッセー ジ)の 標 準化 お よび導入促進 方法 の検討を行 う」事 を 目的 と してお

り、平成3年 度か ら物流業 際EDIの モデル と標準 メ ッセー ジの検討を行 って きた。今年 度

に トライアルを行 うため、業 際EDIパ イ ロ ヅ トモデル システ ムを構築 し、運用実験 を行 っ

た。 以下に概要を述べ る。

5.3.1.1検 討経緯

物流 関連 分野 も含めた業際EDI化 を進 め るべ く、発 荷主～着荷主 の間 の一貫 した情

報(メ ヅセ ー ジ)の 標 準化 お よび推 進 方法 の検討 を 目的 と して平 成3年10月 に

EIAJ・EDI推 進 セ ンター内に物流WGを 発足 し、 メン・ミー20社 で検討を開始 した。

物流WGは 以下 の課題 につ いて検討 を行 った。

① 物流状 況の把握

・ メンバ ー各社 の配送 、納入事例 紹介

・ メンバ ー各社へ物流 に関す るアンケー ト調査

・ 物流 モデル の設定

② 物流業 際EDIモ デルの検討

・ 業務 フ ローの検討

・ 標 準 メ ッセ ージ(15種 類)の 検討
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③ 標 準 メ ヅセージの設計

・ 設計手順 の検討

・ 標 準 メ ッセージのデ ータ項 目の設定

④ 標 準物流荷札 の検討

・EDIと 物流 を連動 させ るためのバー コー ドラベル の検討

⑤ 物 流 トライアル の準備

・ トライアル実施 内容 の検討

・ 評価項 目の検討

図5-5に 物流業際EDIモ デルのベ ースを示 し、表5-4に 標 準 メ ッセー ジの一 覧

表を示す。

5.3.1.2物 流業際EDIパ イ ロ ッ トモデ ルシステムの構築

トライアルでは、運用実験 を行 うため、実在 の物流 システ ムの一部を改造 して、パ

イ ロ ットシステ ムを構…棄す ることと した。実 際の物流業際EDIは 、nnの デ ー タ交

換 となるが、今回は トライ アルで あるため、荷主 と運送業者 間の1:1の データ交換

の形 に限定 し、3組6社 参 加 の運用実験を行 った。

パイ ロッ トモデル システ ムを構築 した運用実験者 を以下 に示す。

① 組合番号M-N

㈱村 田製作所 …… 日本 ロジテム㈱(運 送依頼情報)

② 組合番号T-D

TDK㈱ ……第一貨物㈱(運 送依頼情報、物流荷札)

③ 組合番号A-A

アル プス電機㈱ ……㈱ アル プス物流(運 送依 頼情報)

以下 では、① の㈱村 田製作所、 日本 ロジテム㈱ 間のパイ ロッ トモデルシステ ムと運

用実験概要を述べ る。

(1)目 的

・ 業際EDIの 手段 として、CIIト ランス レータの使用を試み たい。

●

●

運送依頼情報を集荷 日の早 い時間帯に伝送す るこ とに よ り、ル ー ト便 の配車計

画(車 種 の選択 、ル ー トの併合 、共同配送、等)の 精度 向上 を計 りたい。

運行 トラ ックの積載重量 を事前 チ ェ ックして、安全走行 を計 りたい。
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表5-4物 流取 引に関す る標 準 メ ヅセー ジ

業 務 単 位 情 報 の 種 類 定 義

一定期間において荷送人カミ運送業者に輸送依頼する輸

1)物 流 計 画 情 報 送 品 ・サ イ ズ ・重量 ・到 着 地 ・荷 受 人 ・そ の他 輸 送 条

計
計 画

件等を示す情報

2)料 率 表 情 報 重量 ・輸送距離等によって表示された貨物輸送運賃率表

画 3)運 送見積依頼情報
荷送人が指定する輸送について、運送業者に輸送価格

の提示を依頼する情報で見積条件を網羅したもの

見 積
見積依頼の輸送に関する運送業者からの見積回答で、

● 4)運 送見積回答情報
運送価格の他、受注条件を網羅したもの

5)集 荷 依 頼 情 報 荷送人が運送業者に輸送品の引取りを依頼する情報
契

集 荷 依 頼 運送業者が、集荷依頼に対して受諾もしくは拒否する
6)集 荷 請 情 報

旨の意思表示である

約
個別輸送契約を成立させようとす る輸送申込み情報で、

輸 送 依 頼 7)運 送 依 頼 情 報 輸送品 ・サイズ ・重量 ・到着地 ・荷受人その他運送条

件等を記載した荷送人から運送業者への意思表示

運送業者が荷送人から輸送品を受領した事を確認する
集 荷 8)集 荷 確 認 情 報

情報

集

9)着 荷 予 定 情 報'
運送業者が輸送品の荷受け人への到着予定を表示する

荷
情報

荷送人、荷受人が運送業者へ輸送品の所在、到着予定
輸送状況確認 10)運 送問い合せ情報

● 等の問い合せをする情報

運送業者が、荷送人、荷受人の問い合せ情報に対 して

輸
11)運 送 回 答 情 報

回答する情報

送
着 荷 12)着 荷 確 認 情 報 荷受人カミ輸送品の受領 したことを確認する情報

運送業者が輸送品を荷受人が受領したことを荷送人に
完 了 報 告 13)運 送完了報告情報

通告する情報

検 14)運 送 請 求 情 報
運送業者が、荷送人に輸送品の運賃等の支払を請求す

収 る情報

請 求 ・支 払
支 荷送人が運送業者に輸送品の運賃等の支払金額とその

払
15)運 送 支 払 情 報

方法を通知する情報

送 り状:荷 送人が輸送品 ・サイズ ・重量 ・到着地 ・荷受人 ・その他輸送条件等を記載 し、運送業者に

交付する書面
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(2)処 理概要

① 現 状

保管業務及び配送業務を村田製作所殿電算機により出力され る、出荷指示書を

もとに行 ってお り、運送依頼情報 という物はな く、ルー ト別の配送車に積み込み

を行 う時点でないと、配送量が把握できず、配車調整は夕方行 っている。

② トライアル

・ 出荷 デー タに もとず き、納入先別オ ーダーの容積 ・重量 を付加 した、運送依

頼情報 を作成す る。

・ 村 田製作所 にて運送依頼情報をCIIト ランス レー ターを使 用 して変 換 を行

い、IBMNMSへ 送信す る。

・IBMNMSで は受信 したデータを即 時に富士通FENICSへ 再送す る。

・CIIト ランス レーターで変 換 され たデータを、富士 通FENICSVANで 受信

す る。

・FENICSでCIIト ランス レー ターを使用 して再変 換を行 う。

・ 日本 ロジテ ムでは、FENICSよ り変換 されたデ ータを受 信す る。

・ 受信デ ータの編集処理 を行い運送依頼情報を入手す る。

・ 運送 依頼情報 を もとに、各種 帳票 を作成 し、配車調整等に利用す る。

(3)業 際EDIパ イ ロ ヅ トモデル システム概要

① トライアル対象

トライアル の対象:

荷 送 人 事 業 所:〔 ㈱村 田製作所 営業本部 ・東 日本地 区営業所〕

運 送 依 頼 対 象 品 種:〔 電子部品(セ ラ ミックコンデ ンサ等)〕

運 送業者対象事業所:〔 日本 ロジテ ム㈱ 横浜営業所〕

対 象EDI化 範 囲:〔 東 日本地区への出荷指示 デ ータ100%〕

② トライアル実施期 間

1992年12月21日 ～1993年2月26日

③ システム形態 と標準 メ ッセージ

図5-6お よび表5-5を 参照
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表5-5使 用標 準 メ ッセージデータ項 目一覧表

項 目Nα 項 目 属性(桁 数) 内 容 繰返数

001 デ ー タ 処 理Nα 9(5) 1か ら連番

002 情報 区分 コー ド X(4)
"2101"

003 デ ー タ 作 成 日 9(6) =デ ー タ送 信 日(シ ス テ ム 日付)

009 訂 正 コ ー ド X(1)
"1"

、 新 規 の み

502 出 荷 指 示 番 号 X(20)
配達指示書の伝票Nαに相当。

「月1桁+日2桁+デ ータ処理Nα5桁 」

506 荷 送 人 コ ー ド X(12)
"108710"EIAJ統 一 企 業 コ ー ド

515 運 送業 者 コー ド X(12)
"ロ ジ テ ム"

518 荷 受 人 コ ー ド X(12)
㈱村田製作所の得意先 コー ド(将 来はEIAJ統 一

企業 コード)

524 荷受人部門コード X(10) 納入場所

525 納 品 指 定 日 9(6) 納品日付(出 荷日+配 送期間を稼働日計算)

526 納 品 指 定 時 間 9(4)
納品指定時間。納入指定時間が"ブ ランク"の時は

最終16時 とす る。(1600)

530 輸 送 品Nα X(15) ㈱村田製作所の管理Nα(7桁)+分 納回数(2桁) 50

532 輸 送 品 品 番 X(25) 発注者品名コー ド 50

533 輸送品注文番号 X(23) 注文番号 50

536 輸 送 品 容 積 9(5)V9(4) 単位はm3。 小数点以下4桁 。整数部5桁 。 50

537 輸 送 品 重 量 9(7)V9(2) 単位はkg。 小数点以下2桁 。整数部7桁 。 50

539 輸 送 品 数 量 9(9)V9(3) 出荷指示数 50

540 輸 送 品 箱 数 X(9) 梱包数=外 装 ラベルの枚数 50

④ デ ータ伝送 状況

・CIIト ランス レー ターの使用状況

村 田 製 作 所 ス ター リングソフ ト社製

日本 ロジテム 富士通 製

・ 本番期 間:1993年1月18日 ～2月26日 合計30回

伝送 時間

1ト ランス レーター変換

ll送 信側(村 田→NMS)AM7:00～

mVAN間 伝送NMS受 信後ただ ちにFENICSへ 送信

N受 信側(FENICS→ 日本 ロジテム)AM9:00～

(受 信30分 、編集処理10分)

9分 程度

7分 程度

14分程度

40分程度
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表5-6 データ伝送状況(明 細)

月 日
東 京DP拠 点

(256バ イ ト)

本社事務センター

(9500バ イ ト)

CII

(251バ イ ト)

CII

処理時間

村田－
NMS

NMS-

FENIX

送り込み
時 間

1/18(月) 3,795(件) 446(件)
・ L447(件)

(分)9 (分)5 (分)8
07:08

19(火) 4,646 503 1,764 12 7 10 07:10

20(水) 6,816 557 2,430 11 9 14 07:13

21(木) 5,094 510 1,907 10 7 13 07:13

22(金) 5,344 526 1,965 13 7 14 07:14

25(月) 4,708 513 1,772 10 7 10 07:10

26(火) 3,143 423 1,244 13 5 10 07:10

27(水) 3,676 418 1β99 8 5 11 07:11

28(木) 3,672 434 1,405 8 5 8 07:08

29(金) 11,352 694 3,921 17 15 23 07:23

2/1(月) 6,064 576 2,243 12 8 13 07:13

2(火) 4,913 497 1,856 11 7 12 07:12

3(水) 4,533 495 1,718 10 6 10 07:10

4(木) 5,834 555 2,159 12 16 14 07:14

5(金) 5,161 506 1,929 17 7 13 07:13

8(月) 3β70 479 L508 9 1 9 09:37

9(火) 4,988 536 1,891 11 7 11 07:ll

10(水) 4,057 462 1,552 9 7 16 07:16

12(金) 3,353 418 1,303 8 5 7 07:07

13(土) 7,120 595 2,574 12 10 16 07:16

15(月) 4,088 444 1,552 9 1 15 09:22

16(火) 7,810 895 3,004 26 11 17 07:17

17(水) 3,649 468 1,437 10 12 8 07:08

18(木) 4,669 504 1,770 15 7 11 07:11

19(金) 6,343 566 2,322 13 .

　

9 15 07:15

22(月) 4,545 518 1,740 10 0 15 09:21

23(火) 8,233 978 3,183 21 12 19 07:19

24(水) 4,381 480 L678 10 6 12 07:12

25(木) 4,332 462 1,637 11 6 10 07:10

26(金) 10,825 711 3,764 16 16 21 07:21

合 計 161,014 16,169 60,074
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・ データ伝送件 数

1運 送依頼 デ ータ件数(村 田製作所 社 内フ ォーマ ッ ト)

期 間合計件数161,014件

平 均

最 大

5,367件/日

11,352件

皿CIIフ ォーマ ッ トでの伝送件数(村 田→NMS→FENICS)

期間合計件数

平 均

最 大

60,074件

2,002件/日

3,921件

皿 受信件数(FENICS→ 日本 ロジテ ム)

期間合計件数161,014件

平 均

最 大

5,367件/日

11,352件

⑤ 出 力 メニ ュ ー

・新規作成 帳票 ル ー ト別 得意先別 出荷量 一覧表 ス トックホーム40枚/日

ル ー ト別 配送量一覧表 ス ト ッ ク ホ ー ム 1枚/日

ルー ト別得意先別 ピヅキ ングリス ト ス トッ クホ ー ム550枚/日

EDI(村 田)デ ータ受信10
EDI(村 田)デ ータ再編集11
ルー ト別得意先別 ピッキングリス ト12
ルー ト別得意先別出荷量一覧表13

ルー ト別配送量一覧表14

JBl

Jしssys

納入先マスタ登録
ルー トマスタ登録

納入先マスター覧出力(ル ー ト順)

図5-7出 力 メ ニ ュー
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・出力 タイ ミング:デ ータ受信後編 集処理 を行 い出力

※ルー ト変 更を行 う場合は、再度編集処理 を行 う。

・出力 メニ ュー(図5-7)

5.3.1.3総 合評価 と今後の課題

(1)総 合評価

①CIIト ランス レー ターを使え ることが確認 で きた。

② 運送 依頼情報につい ては、標準 メ ッセ ージデ ータ項 目(ト ライ アル版)を 利 用

す ることで十分で あった。

③ 標準 メ ッセージ交換 は、手作業に よる運送 依頼業務 の 自動化を推進で きると と

もに情報伝達を進め る ことができた。 この プ ロセ スにおいて、荷送人側に梱包情

報(重 量、容積、箱数)デ ー タベ ースを構築 した。 これ を、配車計画に使 える可

能性が ある。

④EIAJ標 準 メ ッセー ジ利用 の拡大 に よ り、共 同配送 への展 開が考 え られ る。

⑤ 効果面 では、総合 的見地 に立 った荷送人 ・運送業者双方 か らの観点 が必要 とな

る。 また 、物流EDI化 の効果を判 断す る上で必 要 とな る発生費用 の うち、主な も

の として以下 の よ うな費用項 目がある ことが確認 で きた。

荷 送 人 運 送 業 者

ア プ リケ ー シ ョン 発 生 費 用 ア プ リケ ー シ ョン 発 生 費 用

自 動 出 荷 ソフ ト開発費 運送依 頼受信 ソフ ト開発費

(デ ー タ切 り出 し) (フ ォ ー マ ッ ト変 換 、

受信)

運送依 頼送信 ソフ ト開発費 通信費

(運 送 依 頼 メ ッセ ー ジ

作成、梱包情報マス 配 車 計 画 ソフ ト開発費

タ ー 、 フ ォ ー マ ヅ ト (物量計算、各種マス

変換、送信) タ ー登 録)

通信費

送 り状 出 力 ソフ ト開発費

(2)今 後 の課題

① 物流EDIを 推進 してい く上で、 さらに運送 依頼情報 の評価検 討を継続 して行 う

必要 があ る。

② トライアルでは、検 討中 の標 準 メ ッセ ージの 内限定 した メ ッセ ージを使用 した

が、適用す る標 準 メ ッセージの拡大 が課題 で ある。
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③ トライ アル では、荷送 人 一連送業者 間が対象 で あったが、荷送人 一 連 送業 者

一 荷受人 まで一貫 した トライアルを行 うことが課題 である
。

④EDI情 報 と現物 とを一致 させた システ ムを構築 す るためには、標準物流 荷 札 の

検討 が必要 で ある。

⑤ トライ アルは 、現状 の取 引関係にあ る限 られ た運送 業者 との間 で行われ たが、

今後 は、物流 業界 と共 同 した物流EDIの 検討が課題で ある。

⑥ 物流EDIを 実施す ることに よ り、業務負担、 コス ト負担が荷送 人/運 送業者/荷

受人 間で移管 され る場合 も生 じることに注意 しなが ら トータルメ リッ トを求め て

い く必要 があ る。

5.3.2流 通業界 における実験概要

5.3.2.1目 的

流通EDIは 現 在、各業界(加 工食品、菓 子、日用雑貨 な ど)毎 に固定長デ ータフ ォー

マ ッ トで普及過 程 に ある。一方、産業界 におけ る一層 の進展や事業の拡大に よる業 際

化、 国際化 の波が押 し寄 せてい る。

これに対応 して、通産 省が国内の業際EDI標 準 としてCIIシ ンタ ックスル ール の 推

進を 図って お り、 また国際的にはUN/EDIFACTが 国 際標 準 として登 場 して きて い

る。 これ らは、 いず れ も可変長 デ ータフ ォーマ ッ トに よる標準EDIシ ンタ ックスル ー

ルで ある。さらに、国際EAN協 会(JANバ ー コー ドの国際機関)が 国連欧州経済委員

会か ら委託を受け て、国際EDI標 準であ るUN/EDIFACTの 流通業用標 準 メ ヅセ ー ジ

(EANCOMと い う)を 開発 してい る。

この ような背景 の もと、本調 査研究(実 験)で は、流通業 におけ るCII標 準 の適 用

性 の評価を実施す る。

本 実験 では 、 まず 、 業 界標 準(固 定 長 フ ォーマ ッ ト)とEANCOMを 比 較 し、

EANCOMに もとづ きデ ータ項 目を整理 し、そのデ ー タ項 目にCII標 準 の タ グNαを 付

養す る ことで、CII標 準 とUN/EDIFACTの 互換 性 を 確保 す る。 そ して、 開発 した

CII標 準に よる標 準 メ ヅセ ージと業界標準 との間の メ ッセージ変換 システ ムの開 発 ・

運用 に よって、 トランス レータを含む変換 システムの有効性 や問題点な どを明 らかに

す る。

この ような方法 で現行 の固定 フ ォーマ ッ トに対応 したCII標 準 メ ッセージを試 作 す

る ことに よ り、相互 のメ ヅセージの整合性、適用性が検証 され る。
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なお、 メヅセージ変換 の際には、い ったんEANCOMの 標準 メ ッセージを考慮 して

変換す るので、国際的EDI標 準 との整合性 も評価 で きる。

最後 に流通業全体 のEDI標 準 メ ッセージ開発に対す る方 向性 の確立 とい う面 で、 本

実験が一つ のモデル とな り、今後 、 よ り拡張性 、 普 及性 の高 いEDIを 構築 して い く

ベースとな ることが期待 され る。

5.3.2.2実 験 システムの適用範 囲

流通業におけ る受発注業 務 は

① 小売業←→卸売業 間 の受発注業務

② 卸売業←→商 品 メーカ三 間 の受発注業務

の2つ の形態が考 え られ る。

小売業←卸売業間の受発注 システ ムは、

a.オ ンライ ン接続相手 の企業数 が多 い(例 えば、大手GMSで3千 ～4千 社)

b.オ ンライ ンで受発注 を行 う際の トランザ クシ ョン量が非常に多い。

c,勘 定系 のシステムにつなが ってい る。

な どの特徴 がある。そ のため、実験 システ ムを構築 す る際には、

イ.多 数 の取 引先 の中の1社 のデ ータを取 り出すため、運用が複雑 となる。

ロ.日 次処理 の トランザ クシ ョン数が多 く、勘 定系 ともシステム的に リンクしてい

るため、 トラブルが発 生す る と影響が大 きい。

ハ.実 験 システ ムのための システム変更 コス トと実験予算 のバ ランスの確保 が難 し

い 。

な どの問題 を生 じるため、特 に小売業側 の実験協力 を得 る ことが難か しい。

卸売業←→商品 メーカー間 は、小売業←→卸売業 間に比較す れば、取引先数 も少な

く、 トランザ クシ ョン量 も相対 的に減少す るため、卸売業 者、商品 メーカーともに協

力を得やすいため、今回 の実験 システ ムは、卸売業 ←→商品 メーカー間で行 うことと

した。

〈実験参加企業〉

以下 の企業の協力を得 て実験 を行 うこととな った。

O卸 売 業 ……㈱ サ ンエス(菓 子卸売業)

oメ ーカー……明治製菓 ㈱(菓 子、加工食 品 メーカー)

(㈱ 明治情報 システムセ ンター)
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5.3.2.3基 本 方針

(1)本 調査 研究の対 象

o対 象業態 一 卸売業←→ メーカー

O対 象業界 一 菓子業界

O対 象 データ交換 フ ォーマ ヅ ト ー 菓 子業界標準デ ータ交換 フォーマ ッ ト

O対 象 メ ヅセージ 一 髪発注、請 求、支払

(2)本 調査 研究 の基本方針

o既 存 システ ムや運用 に与 える影響 を最小限に抑 えて、CII標 準 の適 用方 法 を 実

証す る。

○ 現行 データ交換 フ ォーマ ッ トを、そ のままCII標 準 に適用 で きることを確 認 す

る。

o流 通業標準 メ ヅセージは、 国際EDI標 準であ るUN/EDIFACTの 流通EDI標 準

メ ヅセージ案 のEANCOMを 参考 に、CII標 準用 メ ヅセー ジを開発 す る。

O実 験協力業 の業務 に支障を及ぼ さない。

5.3.2.4Cll標 準 とUN/EDlFACTの 互換性確保の条件

(1)互 換性確保の条 件

菓 子VANの 標 準 フ ォーマ ヅ ト(固 定長)は 、受発 注、請求、支払 の3種 類 が存在

す る。また、UN/EDIFACTの 流通業用標準 メ ッセ ージ(EANCOM)は 、受発注、

請 求、支払 も含 め11種 類存在 す る。

しか し、CII標 準 で作成 され た流通業用標 準 メ ッセ ージは存在 しない。 した が っ

て、EANCOMの 標準 メ ッセ ージか らCII標 準に よる流通業用標準 メ ヅセ ー ジの開

発 は可能で あるが、CII標 準 に よる流 通業 用標 準 メ ッセ ー ジは存 在 しな いの で、

CII標 準 の流通業用標準 メ ヅセージを もとにEANCOMの デ ータ項 目を検 討 す る こ

とは不 可能であ る。

したが って、 まず菓 子VANの 標準 デ ー タ フ ォーマ ヅ トの デ ー タ項 目を も とに

EANCOMの デ ータ項 目の どれに該当す るかを検討 し、EANCOMの デー タ項 目を、

菓子VANの 標準 デ ータフ ォーマ ッ トのデータ項 目を もとに整 理 し、 デ ー タ項 目を

もとにCII標 準用 デ ータ項 目を と りまとめ 、そのデ ータ項 目ごとにCII標 準 のデ ー

タタ グNαを付香 して、作成 したCII標 準 に よる標準 メ ッセージに よ って 、CII標 準

とEANCOMの 互換性 は確保 され る こととな る。
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① 菓子VAN標 準デ ー タフ ォーマ ッ トのデ ー タ項 目
を もとにEANCOMの デ ー タ項 目を整 理す る。

ー

q⊃
O
ー

③ ② ① ②整理 されたEANCOMの データ項 目をもとにC
II標 準 のデ ー タ項 目を作成す る。

.③CII標 準 のデー タ項 目にデー タ タグNoを 付養する
。「'

,

CII標 準、 流通業 用標準 メ ッセ ー ジ EANCOM標 準 メ ッセ ー ジ 軒VA順 準デ一夕フォーマフト

CII標 準

デ ー タ タ グ

CIIデ ー タ項 目 EANCOM(受 発 注)

セグメントタグ&データエレメントデータ 値

菓 子VANデ ー タ
項 目(受 発 注)

一

20101

20102

20103

20正04

20105

20106

メ ッセ ー ジ ・ヘ ッダー

デー タ処理番号=

メ ッセ ー ジ ・バ ージ ョン番 号

メ ッセー ジ ・リリー ス番 号
管理 機関 コー ド
協 会 コー ド

メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ ー:UNH

メ ッ セ ー ジ ・ リ フ ァ レ ン ス ナ ン バ ー

メ ッ セ ー ジ ・タ イ プID:ORDERS

メ ッセ ー ジ ・バ ー ジ ョンm:1

メ ッセ ー ジ ・ リ リ ー スNα:01

管 理 機 関 コ ー ド:DT*ド ラ フ トを 示 す 。

協 会 コ ー ド:DCC*流 通 システム開 発 セン外

=
CII:ト ラ ンス レー タが 自動 作成

一

20201
20401

伝 票 メ ッセ ー ジ ・ヘ ッ ダ ー

磨 ヅ作成日

メ ッセ ー ジの初 め:BGM
ドキ ュメ ン ト名 コー ド:105*発 注 書
ドキ ュメ ン ト番 号
暦 日:YYMMDD

一票N
α

一
_

リフ ァレ ンス:RFF

参 照 コー ド:ZZ*当 事者 間で の取 り決め参 照 番号 工
一

20301

参照情報 ・ヘ ッダー

工

一

20304
20302

参 照情報 ・ヘ ッダー

一票
メ
.メ

リフ ァ レンス:RFF
参 照 コー ド:CR*顧 客参照 番号 一 琶

メ、

、2≦参照番号*伝 票区分*店 入直送区分

一

20203
20407

参 照 情 報 ・ヘ ッ ダ ー

一票N
o

-《 型5
、

「「.

リフ ァレンス:RFF
参 照 コー ド:IV*送 り状 コー ド
参 照 番号
暦 日

一

20501

20502

取 引先 清報 ・ヘ ッダー

'§ コ ー ●

'
.量 一

名前 と住所:NAD
相手 を限定するコー ド:BY*購 入者
相手先識別 コー ド
名前:住 所ライン

'言 コ
ー'

=

図5-8CII標 準 とUN/EDIFACT(EANCOM)の 互換性 を確保 す る方法



この よ うに、CII標 準の標 準 メ ヅセー ジを開発すれば 、菓 子VANの 固定 フ ォー

マ ッ トは、CII標 準 あるいはUN/EDIFACTの どち らの標準 メ ッセー ジに も、CII標

準 あるいはUN/EDIFACTの トランス レータを利 用す ることに よ り、CII標 準 に も

UN/EDIFACTに も相互接続が可能 とな る。(図5-8参 照)

(2)CII標 準の流通業用標準 メ ッセージ開発 の順序

① 菓 子VAN用 標 準 デ ータ フ ォーマ ッ トの デ ー タ項 目がEANCOMの 標 準 メ ッ

セ ージのデ ータ項 目に該 当す るか を検討 し、EANCOMの 標準 メ ッセー ジの デ ー

タ項 目を必要な もののみに整理 し、そ のデータ項 目を もとに、CII標 準 用 の デ ー

タ項 目を作成 す る。

② そのデータ項 目を もとに、各 デ ー タ項 目に、CII標 準 の タ グNαを付 養 して 、

CII標 準に よる流通業用標 準 メ ッセ ージを作成す る。

菓 子VAN標 準 フt-一 マ ッ ト

データ

交 換

CII標 準

トランスレーター

UN/EDIFACT

トランスレーター

CH標 準流通業用

標 準 メ ッセ ー ジ

Cll標 準/EDIFACT

の 相 互 変 換 が 可 能

データ

交 換

EANCOM

標準 メ ッセー ジ

CII標 準

トランスレーター デ

ー

タ復

元

デ

ー

UN/EDIFACT

トランスレーター

復

元

タ

オ

ン
ラ
イ

ン
デ
一
夕
交
換

菓 子VAN標 準 メ ッ セ ー ジ

図5-9互 換性 を保 って開発 したCII標 準 に よる流通業用標 準 メ ッセージ と

EANCOM(UN/EDIFACT)の 標準 メ ッセージを利用 した場合 の

オ ンライ ンデー タ交換
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5.3.2.5実 験概要

CII接 続実験 を㈱ サ ンエス、㈱ 明治情報 システムセ ンター間で、請求 ・支 払 ・受発

注 の3種 の実際 の生デ ータを用いて行 った。

実験 内容 は、

① 明治か らサ ンエスへの請求デ ータ

② サ ンエスか ら明治への支払デ ータ

③ サ ンエスか ら明治への受発注デ ータ

であ った。

実験 は成功 し、CII変 換 デー タも受信元 で完全 にオ リジナルデ ータに復 元で きた。

一般 的にはCII可 変長 メ ッセージを用いた場合
、固定長に比べ てデ ータ圧縮 効果 が

期待 されるが、本実験た よ り受発注 メ ッセ ージではそ の効果がほ とん どなか った こ と

が判 明 し、それ らにつ いて貴重 な示唆を得 ることができた。

(1)実 験環境

株 式 会社 サ ンエ ス 明 治 製 菓 株 式 会 社

5F

ホ ス ト コ ンピ ュー ターAS/400ホ ス ト コ ン ピ ュー タ ー

買 掛'経 理 菓 子 売 掛 金

業務 シス テ ムVANシ ス テ ム

全 銀 手 順

5250手 順9.6KbpsLAN

フ ァイ ル転 送

6F

パ ソ コ ンパ ソ コ ン

PC98NAps/55

固 定長 一 一 可変 長CIIト ラ ンス

変換 レ一 夕 ー

支 払 デ ー タ ー

受 発 注 デ ー ク ー

CIIシ ン ク ックス ル ー ル ∫B

試 作 可 変 長 フ ォー マ ッ ト

図5-10

〔CII変 換 モー ド〕

〔通信手帳〕

〔通信速度〕

〔ハ ー ドウ エア〕

CIIト ラ ンス 可変 長 一 一 固 定 長
レ一 夕 ー 変 換

公 衆 回 線 ← 請 求 デ ー タ
CIIシ ン タ ッ クス ル ー ル用

J手 順 試 作 可変 長 フt_マ ッ ト

2.4Kbps

実験 システム構成

通常、非透過、拡張

JCA

2400bps

NECPC9800NA
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(2)処 理手順

菓 子VANオ リゾ ナルフγイル

1
'、

タ'ウンロード,

、'

1

菓 子VANダ ウンロート'・フ7イル

〔前処理:

順変換用CII中 間 ファイル

1
'、

順変換
、 り

トランスレータ

(ctcOO200)

1

送信CH標 準メッセザ フγイル

1
'「

送 信
、 ノ

'、

受 信
、」J

l

受 信CIl標 準 メッセーゾ 元7イル

1
'、

逆変換
Lノ

トランル 口少

(ctcOO800)

1
①

IBMBS150サ ンエ ス(実 験1)

IBMPS55サ ンエ ス(実 験2,3)

処 理 手順 を 以下 に示 す 。

[ホ ス ト:固 定長;請 求 、支払 、受発注 メッセー ジ]

・ デ ー タ の ダ ウ ン ロ ー ド(ホ ス ト→ パ ソ コ ン)

[パ ソ コ ン:可 変 長;MSDOSフ ォー マ ッ ト]

・オ リジナルデータを トランスレータが処理可能 な

中間フ ァイル形式 に変換

→不要改行 コー ドの削除(1メ ッセー ジ1レ コー ド)

→ トレー ラレコー ドの移動(コ ントロールレコードの前)

→ トランスレータ用ヘダーの付加

→ 明細行の分解(1明 細行2伝 票→1明 細行1伝 票)

→1伝 票1レ コー ドに変換(受 発注データのみ)

[パ ソコン:固 定長;MSDOSフt－ マ ッ ト]

・中 間 フ ァ イ ル形 式 か らCII標 準 メッセー・:1'への 変 換

[パ ソ コ ン:可 変 長;CIIメ ッセ ー ジ ・フx－ マ ッ ト]

[パ ソ コ ン:可 変 長;CIIメ ッセ ー ジ ・フ ォ ー マ ッ ト]

・CII標 準メッセージか ら中間 ファイル形式への変換
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[パソコン:固 定長;逆 変換後]

・中間ファイル形式 か らオ リジナルデー タを復元

[パ ソ コ ン:可 変 長;復 元 した ダ ウ ン ロ ー ド ・フ ァ イ ル]

(3)CIIメ ヅセージ変換上 の設定 、処置

①CII標 準 メ ッセージの作成 と変換上 の基本方針

前回提 出の中間報告TRNOO8の 添付資料3、4、5の 菓 子業 界 メ ッセー ジ試案

に従いCII標 準 メ ッセ ージ作 成 し、 トランス レータの変換 テ ーブルを設定 した。

また、変 換対 象はオ リジナル固定長 メ ヅセ ージの コン トロール ・レコー ドと ト

レーラー ・レコー ドを含む全 レコー ドと した。

本来、 コン トロール ・レコー ドと トレーラー ・レコー ドは固定長の伝送 上の情

報 であ りCII標 準 メ ッセージでも別途作成 され るため不必要 であるが、初 め ての

実験 とい うこ とで これ らも変換対象 と した。

② メ ヅセージグル ープ ・ヘ ッダーのパ ラメータ設 定

変換 モー ド:通 常、非透過、拡張

受信者、発信者 コー ド:中 間フ ァイル よ りトラ ンレータが 自動的に設定。

そ の 他:状 況に応 じ適宜設定。

③ 符号付 き数値(S9属 性)の 処理

菓 子VAN固 定長 メ ヅセー ジは請 求支払金額 が符号付 き数値 とな って い るが、

CIIの 規定でサ ポー トしてないため トラン レータは数値 と して扱 うこ とが で きな

い 。

このため、10桁 の文字 と して扱い変換 した。 これ に よ り、数値 として扱 うのに

比べてスペース分が余 分なデ ータとな る。
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5.3.2.6接 続実験

(1)実 験結果

実験結果 、ダ ウン ロー ド ・フ ァイル と復元 フ ァイル の比較 を行 い、 メ ッセージが

完 全に復 元 され てい ることを確認 した。実験結果 を表5-7に 示す。

表5-7接 続 実験結果(一 部)

一 一

,一_一=一___、

亮 理 処理時間

　

　

フ ァイ ル サイズ 備 考

菓 子VANオ リヅ ナル・フγイル 580,864バ イト 2269レ コートo(1レ コート'=256ハ'イ ト)

菓 子VANタ'ウ ンロード ・フ7イル 523,169パ 朴

前処理 20秒 ↓ NECPC9800NA(明 治 側)

↓ 順 変 換 用Cll中 間フ7イル 535,194バ イト

順変換 3分3秒 ↓ NECPC9800NA(明 治 側)

↓ 送 信Cll標 準フ7イル 440,756'、'イ ト

通 信 35分34秒 ↓ JCA2400bps

↓ 受 信CII標 準フ7イル 440,832バ イト

逆変換 4分58秒 ↓ IBMBS150(サ ンエス側)

↓ 逆 変 換Cll中 間フ7イル 535,194ハ'イ ト

後処理 約40秒 ↓ lBMBS150(サ ンエス側)

復 元 菓 子V州 タ'ウンo一ド ・フ了イル 523,168∫ 、'イト

合計 44分35秒
Ill,…3."s3・i"・,

t.,一,
一

,s

処 理 処理時間 フ ァ イル サイズ 備 考

菓 子VANオ リゾ テか フTイル 31,448パ 朴 123レ コード(1レ コード ・2561、'イ ト)

菓 子VANタ'ウ ンo一ド ・フ7イル 23,915バ イト

前処理 3秒 ↓ IBMPS55(サ ンエス側)

↓ 順変換用Cn中 間フγ価 29,109ハ'イ ト

順変換 13秒 ↓ IBMPS55(サ ンエス側)

↓ 送 信Cll標 準 フ7イル 14,809バ イト

通 信 1分13秒 ↓ JCA2400bps

↓ 受 信Cl1標 準 フ7イル 14,848バ イト

逆変換 7秒 ↓ NECPC9800NA(明 治 側)

↓ 逆 変換Cll中 間 フγイル 29,070ハ'イ ト

後処理 2秒 ↓ NECPC9800NA(明 治 側)

復 元 菓 子VANダ ウンo一ド ・フ7イル 23,914∫ 、'朴

合計 1分38秒

注①

注①,③

②

②

注

往

往③

注①

注①,③

②

②

往

往

注③

一101一



表5-7接 続実験結果(一 部)(続 き)

1

-'1・ ヲ,1・"撒1

処 理 処理時間 フ ァ イ ル サイズ 備 考

菓 子VANオ リジ ナか フ丁籾 18,944'、'イ ト 74レ コード(1レ コード ・256ハ'イ ト)

菓 子VANタ'ウ ンロード ・フ了イル 14,404パ 朴

前処理 2秒 ↓ 1BMPS55(サ ンエス側)

↓ 順変換用CII中 間乃イル 24,779バ イト

順変換 13秒 ↓ IBMPS55(サ ンエス側)

↓ 送 信CIl標 準 フ7イル 18,574ハ'イ ト

通 信 1分32秒 ↓ JCA2400bps

↓ 受 信CIl標 準 フγイル 18,688'、o朴

逆変換 6秒 ↓ NECPC9800NA(明 治 側)

↓ 逆 変 換CII中 間 フ7イル 24,038'、oイ ト

後処理 1秒 ↓ NECPC9800NA(明 治 側)

復 元 菓 子VANタ'ウ ンo一ド ・フ7イル 14,404バ イト

合計 1分54秒

注①

注①,③

注②

注②

注③

(注)① 菓子VANオ リジナル ・フ ァイル とダ ウンロー ド・フ ァイルのサイズの相違

ホス トか らパ ソコンに フ ァイルを ダウンロー ドした とき、 フ ァイルサイズが縮 小す

るのはフ ァイル転送 ソフ トがMSDOSフ ァイルにす るとき レコー ドの後 ろのスペ ー ス

を削除 して しま うためで ある。 これに よ り、 ダ ウンロー ド ・フ ァイルは レコー ド長 の

それ ぞれ異な る可変長 フ ァイル となって しま う。

②CII受 信 フ ァイル と送信 フ ァイルのサイズの相 違

CII受 信 フ ァイルが送 信 フ ァイル よ りサイズが大 きいのは、JCA手 順 の規 定 に よ り

最終 レコー ドで256バ イ トに満たな い場 合、通信 ソフ トが後 ろにNULLコ ー ドを追 加

す るためであ る。

③ 菓 子VANダ ウンロー ド ・フ ァイル と復元 フ ァイルのサイズの相違

菓 子VANダ ウン ロー ド ・フ ァイ ル と復 元 フ ァイル が1・ ミイ ト異 な るの は1A

(フ ァイルエ ン ド)コ ー ドの差で ある。

④ 処理時間について

前処理、後処 理、順変 換、逆変換 の処 理時間 は実験に使用 したハー ドウ ェア(CPU

等)に よ り差 が生 じる為、 あ くまで も参考値 であ る。

5.3.2.7結 果 のまとめ

実験結果 を処理時 間 とデ ータ圧縮率 でま とめた ものを表5-8に 示す。

ここで、 オ リジナル固定長 とはホス ト上 に存在 す る菓 子VANオ リジナル ・フ ァイ
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ル の こ とで あ り、CIIメ ッセ ー ジ とは送 信CII標 準 フ ァイル を 示 す 。

表5-8結 果 のまとめ

実 験No.1 請求

処理時間 オ リジナル固定長 46分51秒

CIIメ ッ セ ー ジ 44分35秒 短縮率 95%

デー タ圧縮 オリジナル固定長 580,864ハ'イ ト

タ'ウンo一ト∵ フYイル 523,169ハ'イ ト 圧縮率 90%

ClIIメ ッ セ ー ジ 440,756ハoイ ト 圧縮率 76%

実 験No.2 支払

処理時間 オリジナル固定長 2分34秒

CIIメ ッ セ ー ジ 1分38秒 短縮率 64%

デー タ圧縮 オリジナル固定長 31,488'、oイ ト

タ'ウ ンロード ・フγイル 23,915バ イト 圧縮率 76%

CIIメ ッ セ ー ジ 14,809ハ'朴 圧縮率 47%

実 験No,3 受発注

処理時間 オリジナル固定長 1分33秒

CIIメ ッ セ ー ジ 1分54秒 短縮率 122%

データ圧縮 オ リジナル固定長 18,944」 、'イト

ダ ウンロード ・フ7イル 14,404バ イト 圧縮率 76%

CIIメ ッセ ー ジ 18,574バ イト 圧縮率 98%

〔処理時間〕 オ リジナル 固定長

オ リジナル固定長 の処理時間 はそ のフ ァイルをJCA手 順2400bpsで 送信 した とき

にかか るであろ うと予測 され る時間で、それぞれ の実験 のCIIの 通信時 間を基 に算

出 した推定値 である。

〔処 理時間〕CIIメ ッセ ージ

CIIメ ッセ ージの処 理時間は、前後処理 、順逆処理、通信時間の総和 である。

通信時間 は回線状態 に よって変動 し、 またホス トか らパ ソコンへの ダウン ロー ド

時間、抽 出処理時間を考慮 していないたあ厳密 ではな く一つ の参考値 であ る。

・ 請求金額、支払金額 は符号付 き数値 のため文字 として変換処理 してい ることは
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す でに述べ たが、 これを数値 と して扱 った場合、 明細 レコー ド1行 につ き8バ イ

ト程度圧縮可能で あ り、概 算すればCIIメ ッセージに変換す る場 合、全体 で は3

%程 度 さ らに圧縮可能 と推定 され る。

・ 請求 と支払 ではデ ータ圧縮 効果が認 め られ るが、その値 は大 き く異な る。請求

と支払 の固定長 メ ッセ ージは 同一 のフ ォーマ ッ トに もかかわ らず これだけの差異

が発生す るのは、1メ ヅセージ中 の明細行数 の差 である。

す なわ ち、1メ ッセ ージ中に 明細行 が少 ない と固定長 メ ッセ ージフ ァイル 内の

メ ッセージ トレーラが相対的に増 えるが、 これ らは100バ イ トない し200バ イ トの

無駄 なスペースが存在す る。

従 って、CIIメ ッセ ージに変 換 した場 合無駄なスペースの除去 が行 わ れ 大 きな

圧縮効果 がでた もの と考 える。

・ 受発注 では逆 に圧縮効果が見 られ ないが、定性 的には以下の ように考 え られ る。

す なわ ち、固定長 メ ッセージで各 デー タエ リアが無駄な く使用 された場合 は、

CIIメ ヅセージに変換す るとデ ータタグ、 レングスタグ、その他拡 張 子、 指示 子

等が付与 され るためか え って メ ッセー ジサイズが増加す る場合 がある。

従 って、デ ータ圧縮効果 はデー タ項 目中の無駄 なスペースの除去 とタグの付与

との トレー ドオ フに よ り決定 され、今回の受発注 データは無駄 と付与 のバ ランス

が拮抗 していたためにデ ータ圧縮効 果がでなか った と考 え られ る。

以上 の点につ いては今後 の実験 と詳細 な分析 で明 らかに したい。

5.3.2.8ま と め

・ 受発注、請求、支払デ ータを用いたCII接 続実験はデータの完全 な復 元性 が得 ら

れ、実験 は成功 した。

・ 現時点 で特 に変換、通 信上の重大な問題点はない。

・ 本実験 に使用 した菓子VAN固 定長 メ ッセージでは明細行 の少 ない デ ー タほ ど大

きなデータ圧縮効果が得 られ る ことや無駄 なスペ ースが少ないデ ータはデ ータ圧縮

効果 が少 ない ことな ど、実際 の生デ ータに よ り確認で きた。

・ 今 回は全 データを変換対象 に したが、本来伝送制御情報(コ ン トロール レコー ド

等)は 変換対象 とすべ きではな く、今後 のCII標 準 メ ッセージ開発 では この点 を含

みデー タ項 目の絞 り込 み と十分 な検討 が必要 であ る。

以上 、実験途 中ではあ るが実在 デー タを用 いCIIシ ンタ ックスルールの有効 性 を確
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認で きた。

5.3.3Cll-UN/EDIFACT相 互 コンバージ ョン

5.3.3.1必 要 性

わが国の国 内のEDIに ついては、CIIシ ンタ ックスルール をベース と した標 準 化 が

進 みつつあ る。CIIシ ンタ ックスル ールをベース とした業界標準全体 の総称 を、CII標

準 と呼 ぶ。 一 方 、 わ が 国に お いて も国 際貿 易 な どに 伴 う国 際EDIに つ い て は 、

EDIFACTシ ンタ ックスル ールをベース とした国際標 準を用 いる ことと してい る。

この よ うに、わが 国では2つ のシンタ ックスルールを使 い分 ける形 のEDI標 準化 を

進 め よ うと してい る。2つ の標準を使 うのは、効率上 の問題 があるとい う意見 もある。

しか し現実 の問題 と して、国 内取引 と国際取 引では業務処理形態 も使用帳票(情 報)

もか な り違 って お り、 それ ぞ れ の業務 に対 す る最 適化 の結 果 と して 、CII標 準 と

EDIFACT標 準の使 い分けが実現 してい る。

EDIFACT標 準で国 内取引 のEDIを 実施す ることは、様 々な理 由で(こ こで は、 そ

の理 由に触れ る ことは避 け る)現 状 では無理 であるが、将 来、EDIFACTシ ンタ ック

スル ールの一部機能変 更 と大 幅な運用変更が実施 され る と仮定すれ ば、 国内取 引に使

え るとい うこ ともで きる。 そ の時 には 、CIIシ ンタ ヅクス ル ール とEDIFACTシ ン

タ ックスル ール が混用 され る可能性 もあ り、相互 コンバー ジ ョンの必要性 が生 じる。

本調査 分析 では、そ の事態 に備 えるもので ある。

5.3.3.2相 互 コンバー ジ ョンの前提

(1)標 準 メ ッセージ

シンタ ックスル ール に よるジ ェネ リックな メ ッセー ジを前提 とす るEDIで は、標

準 メ ヅセ ージの存在 が重要 である。CIIシ ンタ ックスル ール とEDIFACTシ ンタ ッ

クスルールを混用す る場合 で も、標準 メ ッセ ージは同一 の ものを使 うことになる。

例 えば、電 子機 器業界 では、EIAJ標 準で定 め られ ている標 準 メ ヅセー ジを使 うこと

になろ う。 したが って相互 の コンバ ージ ョンとはいって も、標準 メ ッセー ジの変換

はあ り得 ない こ とになる。

(2)シ ンタ ックスル ール の変換

ここでい う変換 とは、標準 メッセージの内容 をいさ さか も変 える ことな く、シ ン

タ ヅクスル ールだ けを変え る ことを意味す る。
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しか しCIIシ ンタ ックスル ール とEDIFACTシ ンタ ックスル ールでは 、機能 に違

いが あ る。例 えば、CIIシ ンタ ックスル ール で は漢字 の使 用 が 可能 で あ るが 、

EDIFACTシ ンタ ックスルールでは使 用 で きな い。 両者 の機 能 が 同一 で はな いの

で、変換不能の状況が発 生す る可能性 がある。

そ こで、今回 の検討で は、相互変換 の対象 に漢字を含 めない ことに した。将来、

EDIFACTシ ンタ ックスルールで漢字 のサ ポー トが実現 した時、再度相互変 換 の問

題 を検討す る こと とす る。

5.3.3.32つ の相互 コンバージ ョン方 式

CIIシ ンタ ックスル ール とEDIFACTシ ンタ ヅクスル ール の相互変 換 に は、2つ の

方式が存在す る。直接変換 と間接変換で ある。

(1)直 接変 換

CIIシ ンタ ックスル ール とEDIFACTシ ンタ ックスル ール は、 と もに デ ー タエ レ

メン トを メ ッセ ージ単位(帳 票 に相当す る)に 編集す るル ールであ る。 その対応は、

以下 の ようにな ってい る。

CIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル EDIFACTシ ン タ ッ ク ス ル ー ル
・

デ ー タ エ レ メ ン ト デ ー タエ レ メ ン ト

無 し データセグメ ン ト

メ ッセ ー ジ メ ッセ ー ジ

メ ッセ ー ジ グ ル ー プ メ ッセ ー ジ グ ル ー プ

そ こで、デ ータエ レメン トの生成(削 除)の 問題を解決 し、それぞれの表現ル ー

ルの違いを変 換す れば、相互変 換が実現で きる。例 えば、 デー タエ レメン トの変換

は、以下 の ようにな る。
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CIIシ ン タ ッ ク ス ル ー ル

/
ア ー

TL デ ー タ

＼ セグメ

注)T:デ ー タ タ グ,

EDIFACTシ ンタックスルール

データの切れ 目を表す

セグメ ン ト生成削除に関係

L:レ ングスタグ

デ ー タ S

＼ /

除に関係7

S:セ パ レー タ ー

図5-11直 接変換

(2)間 接変 換

CIIシ ンタ ックスル ール、EDIFACTシ ンタ ックスル ール ともに、EDIに よるデ ー

タ伝送 を行 う時 の規格 であ り、ユ ーザ ーの システ ム内で は ロー カル形 式(プ ライ

ベ ー ト・フ ォーマ ッ ト)に して、各種 の業務 を実施す る。 この ローカル形式 との間

の変換 は、 トラ ンス レーターと呼ばれ る共通 ツール で実施 され る。

ローカル形式 は、 固定 フ ォーマ ヅ トであ りさえすれ ば どんな形 式で も よい。そ こ

でCIIシ ンタ ックスル ール とEDIFACTシ ンタ ックスルール との相互変 換 の た め の

ロー カルエ リアを設定 し、 これ と トラン レーターとの組み合わせ に よ り、相 互変換

が実現 で きる。 こ こで相互変換のための ローカル エ リア とは、業界標 準 メ ッセ ージ

その ものであ る。

業界標 準 メ ッセージは、 リニアな固定 フ ォーマ ッ トで記述 され てい る(図5-12

の例 を参照)。 この固定 フォーマ ッ トを中間形式 と して、相互変換が可能 である。

CII標 準 〈 〉 CIIト ラ

ン ス レー タ

〈 〉 中間固定 フォーマ ッ ト

(標準 メッセー ジ)

∈ 〉 EDIFACT

}ランスレ一夕

<) EDIFACT

標 準

図5-12間 接変換

5.3.3.4直 接 変換 と間接変換 の得失

(1)直 接変 換

直接変 換の特徴 は、 シンタ ックスル ールの要 素 単位 に変 換す るの で 、標 準 メ ヅ

セ ージの影 響を受 けない ことである。 したが って、いかなる標準 メ ッセー ジを表 現

してい るメ ヅセー ジで も、ひ とつの コンバ ータで変換処理 が可能で あ る(汎 用 的で
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注 文 情 報 メ ッ セ ー ジ

フ ォ ー マ ッ トNo

機 関 名 サ ブ機関名 情報区分コード 版

EIAJ 01 ※ 1C

項酬o 項 目 名 必 キ ー CD 項 目 内 容 属性(桁 数) 繰返数

001 デ ー タ処 理No ● 受信者での受信データの処理順序 を表す番号。受信者 は受信データを
この番号の昇順に処理す るため、採番方法 は本書のデー タレコー ドの

作成 方法 に従 うこと。

9(5)

002 情報 区分 コー ド

※

● * 情報 の種 類 を示 す コー ド(内 示 注文 情 報 二〇501、 確 定 注文 情 報=0502、

変 更 注文 情 報=0503、 注 文 取 消情 報 二〇504、 注 文 打切 情 報=0505)。

X(4)

003 デー タ作 成 日 デー タ を作 成 した 日付 。 9(6)

004 発 注者 コー ド ● ☆ * 注文を行 う企業(6桁)及 びその工場 ・事業所 ・事業部門等(6桁)
を表すコー ドで統一企業 コー ドにより示す。

X(12)

005 受 注 者 コー ド ● * 注文 を受 ける企業(6桁)及 びその営業所 ・事業所 ・部門等(6桁)
を表すコー ドで統一企業 コー ドによ り示す。

X(12)

006 発 注部 門 コー ド 原価の責任部門又 は納入部門 を示す発注者部門 コー ド。 X(8)

007 注文 番号 ● ☆ 発注者が注文情報 に付与 した管理番号。一意性 を持たせる。 X(23)

008 製造 番号 発注品の原価管理等に結び付 く製造管理番号。 X(19)

009 訂 正 コー ド ● * 情 報 の 新規 ・変 更 ・取 消 を示す コー ド。 X(D

010 コ ッ ク区分 * 通 常 品 か コ ック品 か を示 す コ ー ド。 X(1)

011 注文年月日 ● 注文 を行 った日付。 9(6)

012 単 位 ● * 数量 を表す基準 を示す コー ド。 X(3)

013 単 価 ● 製品1単 位あた りの価格。 9(10)V(3)

014 単 価 区 分 ● * 単価 が確定単価 か単価未定かを示す コー ド。 X(1)

015 注 文 数 量 ● 受注者 に対す る発 注数量。 9(9)V(3)

016 注文 金額 ● 単価 ×注文数量。 9(10)

017 支 給 区 分 * 受注者に対 する支給品の有無及び支給形態を示す コー ド。 X(1)

018 購 買 担 当 購 入(発 注)担 当 バ イ ヤ ー を示 す コー ド。 X(7)

019 材 質 ・規 格 ・寸法 材質 ・規格 ・寸法等を表す。 X(20)

020 仕様書有無 * 図面 ・仕様書等の有無 を示すコー ド。 X(1)

021 版 数 図面 ・仕様書等の作成 ・変更 回数を表 す。品名 ・品名 コー ドと共に発

注品の内容 を特定す る。
X(3)

022 品名(品名仕様) 一般的製品名称
。 X(30)

023 受 注 者品 名 コー

ド

受注者が採香 した製品の管理番号。 X(25)

024 発注者品名 コー
ド

● 発注者が採 番 した発注品の管理番号。 X(25)

025 図面 ・仕様書枚
数

発注者が受注者に提示す る図面 ・仕様書等の枚数又 は部数 を表 す。 9(2)

026 荷姿(包 装単位) 1パ ッケージ当た りの梱包数量並 びに梱包方法 を示すコー ド。 X(7)

027 直納 区分 * 通常品か直納品かを示 すコー ド。 X(1)

028 受渡 場所 ● 納入場所 を示す コー ド。 X(8)

029 検 査 区 分 検 査 方 法 を示 す コー ド(全 点 、 抜 き取 り、委 任 検査 な ど)。 X(3)

030 納入指示有無区

分

* 納入指示情報が発行 されるか否かを示す コー ド。 X(1)

031 納 期 ● 発注者が受注者 に提示する納入期日。 9(6)
31

032 納入指示数量 納期毎 の数量。 9(9)V(3)

図5-13業 界 標 準 メ ッセ ー ジ例
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項目No 項 目 名 必 キ ー CD 項 目 内 容 属性(桁 数) 繰返数

034 納 入NQ 納入毎の納入 デー タを特定す る為に、発注者又は受注者が採香 した管

理番号。
X(8)

31

055 自由使用欄 他の項 目では表す ことが出来ない各社独自の情報 を入力するフ リー ス
ペ ース。

X(100)

056 備 考 参考 情 報 を入力 す る フ リー スペ ー ス。 X(30)

057 消費税区分 * 消費税込みか消費税抜 きかを示す コー ド。 X(1)

059 課税 区分 * 消費税法上、課税 ・非課税 ・免税 ・課税対象外のいずれであるか を示
すコー ド。

X(D

060 消費 税額 当該注文品について、消費税法で定 められた基準により算定 され た消

費税額。
9(10)

061 合 計 額 消費税区分が税込みの時は注文金額 、税抜きの時は注文金額+消 費税

額。
9(10)

082 決済条件区分 ▲ * 代金の決済方法を示す コー ド。 X(D

151
べAw、

・ 、',"〉 ・,ン^㌦ .、

商社経 由の取引において、商社に対 する元発注者の名称あ るいはコー
ド。商社 と受注者間で必要 となった場合に使用する。

X(20)

152

〉 イ 〈「 〈^'〉'ヒvソ 〉

ζ

・・,は ぶ 難燃雛'シ ぷ 争

納入先住所の郵便番号(○ ○〇 一〇〇)。 この項 目は、項 目NoO28(受
渡場所)で 表すこ とが出来ない場合 に使用する。

X(6)

]53

wAA

納難 麟 織 ・
`'・ ÷

灘 醜○,難風

納入先 の住所。都道府県名、市区郡名 、区町村名、番地の順 とし間 に
スペースを1桁 以上設 ける。 この項 目は、項 目Nα028(受渡場所)で 表
す ことが出来ない場合 に使用 する。

X(100)

154 績亮簸購
ば ぺ'

労 ざ'㌶:∵

納入先名称及 び宛名。法人名、所属 、氏名の順 とし間 にスペースを1
桁以上設ける。 この項 目は、項 目Nα028(受渡場所)で 表す ことが でき

ない場合に使用 する。

X(100)

155

"彰 ㌔

、

'、.繰 さ調,

商社経由の取引 において、商社に対す る元発注者が付与 した発注品の
品名。商社 と受注者間で必 要となった場合 に使用する。

X(30)』

156

、PA

s

・P・ジ …'×'ツ ぶ 鮭

商社経由の取引 において、商社に対す る元発注者が採番 した発注品の

管理番号。商社 と受注者間 で必要 となった場合に使用する。
X(25)

157
鰺 ゾ 当冤

,

,ぐ,κ ウW・'

商社経 由の取引において、商社に対 する元発注者が注文情報 に付与 し

た管理番号。商社 と受注者間 で必要 となった場合に使用す る。
X(23)

158
ノ'、 ×

・迭 瓢 ぶ
、s就 〉、.、∨P

商社経 由の取引において、商社に対 する元発注者が商社に指定 した発
注品を製造するメーカー名。

X(20)

(注)繰 返 数の設定 されている項 目は、次の方法で反復単位を作成す ること。 桁 数 合 計

(反復単位 については、「3,7マ ルチ明細 」を参照の こと)
L553

・「031納 期 」 「032納 入 指 示 数 量
」「033納 入Na」 の3項 目が1反 復 単位 を構 成 し、最 大31回 線 返 す こ とが で き る。

図5-13業 界標 準 メ ッセージ例(続 き)

あ る)。

しか し、直接変換 では標準 メ ッセージの影響 は受け ない ものの、EDIFACTシ ン

タ ックスル ール のデータセグ メン トの影響は強 く受 ける。 しか も、 このデータセグ

メン トの変更がか な り頻繁 に実施 され るため、問題 の発生源 にな りうる。

さ らに、直接変換 では、デー タセ グメン トの発生 削除 ロジ ックが複雑 になる問題

もある。複雑 な うえにデー タセ グメン トの運用上 の規格 の変 更が頻繁にあ るため、

この部分 の運用 コス トが高価 にな る欠点 がある。
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(2)間 接変換

間接変換 の特徴 は、丁度、直接変換 の逆 に な る。最 大 の特徴 は、 トラ ンス レー

ター(こ れ は既 に市販 され ている)の 組 み合 わせだけで変換系 を組 め るため、開発

費 が安価 な ことである。 また、既 に実績 のあ る ソフ トウ ェアの組 み合わせで構成 で

きるため、最初か ら信頼性 の高 い変換 系が実現で きる。

一方欠点 は以下 となる
。 間接変換 では、標 準 メ ッセージ単位 に変換 が必要 にな る。

とい って も、 システ ムが複数必要 にな るのではな く、変換に必要 な変 換テ ーブルが

標 準 メ ヅセー ジの数だ けい るとい う意 味で ある。 また、標準 メ ッセ ージ変 更の影響

を、直接受 け る。直接変換 では、変換 テ ーブル も1つ で よく、標 準 メ ッセージ変更

については影響を受 けない。

尚、デ ータセグメン ト変 更の影響 につ いて は直接変換 と同等で あるが、間接変換

の方が対応が簡単であ り、標 準 メ ッセ ージ変更 に対す る対応 も通常容易 である。例

えば、通常 の トランス レーターには、 この機能 が付加 され ている。

5.3.3.5間 接変換 によるコンバー タの構築

様 々な状況 を考慮 した結果、間接変換 に よるCII-EDIFACT相 互 コンバ ータの実現

が妥 当である とい う結論 にな った。 この コンバ ーターのイ メージは図3-10の よ うに

な る。

CII

メ ッ セ ー ジ

CIEDIFACT

トラ ン ス レー タ ー トラ ン ス レー タ ー

EDIFACT

メ ッセ ー ジ

図5-14CII-EDIFACT相 互 コ ンバ ー タ ー
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5.3.3.6実 現上の課題 な ど

(1)ニ ーズな ど

現状では、UNSM(国 連標準 メ ッセー ジ)の 開発 の遅 れか ら、貿 易等 に伴 う国

際EDIの 普及 が遅 れてお り、その影響 もあって、EDIFACTそ のもの の ニー ズが 乏

しい状態に ある。 そのため、国内EDIへ のEDIFACTの 活用等 につ いては机 上 の構

想だけで現実 の システ ム構築 の予定がな く、CII-EDIFACT相 互 コンバ ータの出番

につ いて も見込 みがたたない。

今一度、 国内でのEDIFACT活 用の利 点 につ いて検 討す る必 要 が あ りそ うで あ

る。国 内でEDIFACTを 利用 す るケース として、海外企業 の 日本支店 の取 引が ある。

なぜEDIFACTを 利用す るのか と言えば、本 国で使 って い る とい う理 由 以外 に な

い。 しか し、極 めて安価 にかつ容易にCIIシ ンタ ヅクスル ール を使 える状況 にな れ

ば、本当にEDIFACTを 利用す るのか(本 当に安価にな るか)疑 問であ る。

た とえEDIFACTを 利用す るとして も、本国 と同一 の標 準 メ ヅセージを使 え るわ

けではない こ とに も、留意す る必要 があ る。

(2)漢 字 の問題

漢字 について は、EDIFACTシ ンタ ックスルールの機能上 の問題か ら、 検 討対 象

外 と した。CIIシ ンタ ヅクスルールか らEDIFACTシ ンタ ックスル ールへ 変 換 す る

時、漢字項 目は 削除す る。

しか し、わが国 の実際 のEDIで は、漢字項 目の導入が不可欠 にな って きてい る。

例 えば業 際EDIで は、住所や名前が カタカナ標 記で あると間違 いが起 こ りやす く、

漢字標記 が不可欠 とされ てい る。 しか しEDIFACTシ ンタ ックスル ールは、 もと も

と国際貿 易に伴 う国際EDIに 設計 されたために、漢字項 目の導 入は難 しい うえに 、

もともと不要な機能 である。そ して、漢字項 目は国際的に見れ ば ローカル な問題 で

あ り、EDIFACTシ ンタ ックスル ールに漢字項 目の機能 を追加 して複雑 にす る のが

得策 なのか ど うか、 なか なか難 しい問題 であ る。

(3)EDIFACTへ のマ ヅピング問題

実 用 シ ステ ムを構 築 し運 用 す る た め に 、 わ が 国 の 業 界 標 準 メ ッセ ー ジを

EDIFACTヘ マ ッピングしなけれ ばな らない。 このマ ッピングにつ いては 、2つ の

方法 があ る。1つ は、 国連 の標準 メ ッセ ージ(純 正の国際標準 と言われ てい る)を

ベ ースにす る方法 と、わ が国独 自のEDIFACT規 格を作 る方法 である。

EDIFACT活 用 の理 由を、 国際標準の導入に求め るものであれ ば、当然 、 国連 の

一111一



標準 メ ッセ ージをベースに しなけれ ばな らない。 しか し、 国連 の標準 メ ッセージは

開発が遅 れている うえに、 しば しば変 更 され る。 ヨー ロ ッパ の 自動車業界な どでは、

自業界 内での国連 の標準 メ ッセ ージの導入を見送 り、代わ りに専用 の標準 メ ッセー

ジ(す なわ ち、 ローカル ・メ ッセ ージであ る)を 導入 している。 そ こで、わが国で

も専用の メ ッセー ジを導 入す る方法 が ある。 この方法 であれ ば、わ が国の業界標準

メッセージのEDIFACTへ のマ ヅピング問題は一挙 に解 決す る。但 し、 このマ ッ ピ

ングは国 内で しか通用 しない。そ うす ると、何 のためにEDIFACTを 導入す るのか

とい う矛盾が生 じる。

わが国の電子機器業界 では、欧米の電 子機器業界 と共 同で、 国際電子機器業界標

準 メ ッセ ージを構築 しよ うと してい る。 この標準 メ ッセ ー ジは 、 国連 の標 準 メ ッ

セージをベ ースに してはい るものの、国連での度重 なる変 更には対応 しないで、特

定 バージ ョンの標準 メ ッセージをベ ースに して凍 結 す る こ とに な って い る。 した

が って、そ う遠 くない時期に国連の標準 メ ヅセージ とは くい違 うよ うにな る。 国連

の標準 メ ッセージは毎年 、少 な くとも2年 に1回 は変 更 されてい るか らである。現

在 で も、 国連 の事務局 に は、 チ ェンジ ・リクエス トが山の ように きてい る。

しか し現段階では、わが 国の業界標準 メ ッセージを、国際電 子機 器業界標 準 メ ッ

セージの ような国際業 界標準 メ ッセージにマ ヅピングす るのが妥 当だ と考え られ る。

国連 の標準 メ ッセージよ りも国際業界標準 メ ッセー ジの方が、実用性が高いか らで

ある。電子機器業界以外 では、国際民間航空運送協会(IATA)、 国際為替交 換連 合

(SWIFT)お よび自動車業界(ODETE、AIAG連 合)な どが 国際 業界 標準 メ ッ

セージの開発 を企画 しい る。

(4)実 用 システ ムの構築

応用上の問題 が多 いのに比べて、変 換 システム自体 の構築 は容 易であ る。特に、

間接方式 は技術上 の問題 がほ とん どない うえに、最近 のハ ー ドウェアの処理速度 が

極めて早いため、実稼働 時の問題 も基本的にない。

5.4実 験結果 と課題

5.4.1実 験結果 と課題

今年度(平 成4年 度)は 、物 流業 際EDIの なか で も っと も基 本 的 な 、 「輸 送 依頼 」 の

EDI化 について運用実験を行 った。輸送依頼 は、製品購入の発注に相 当す る物流業 際EDI

の入 口で ある。但 し、発注 の前段 階に見積 も りがある ように、輸送依頼 の前段 階に も照会
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や予約 があ り、 そ して、最後 は決済 で完了す る。 したが って、輸送依頼 は物流業際EDI全

体 の一部 であ り、今後 物流業際EDIの 対象 を拡大 していかなければな らない。

(1)CIIシ ンタ ックスルールの物流業 際EDIへ の適合性

今年度 の運用実験 は、そ のベ ースを確立 す ることが最大 の 目的であ り、CIIシ ンタ ッ

クスル ール の対応能 力 のチ ェックは、重要項 目であ る。

製造業界(電 子機器業界)と 流通業界(菓 子業 界)で 行われた運用実験 では、CIIシ ン

タ ヅクスル ールの適 合性について特に大 きな問題 もな く、十 分実用 に耐 える ことが実証

された。

一方
、産業情 報化 推進 セ ンターで実施 したCII-UN/EDIFACTコ ン7〈一一ジ ョンの検討

で も、標 準 メ ッセー ジの互換性 が あれば コンバ ージ ョン可能 である ことが確認 された。

流通業界ではUN/EDIFACTと の互換性を保つ方策について も検討 が行われ、可能 であ

ることが実証 され てい るので、 これ と合わせ て、CII-UN/EDIFACT相 互 コン・ミージ ョ

ンが可能な こ とが実証 された ことにな る。

以上の結果 か ら、物流業 際EDIの ベース と してCIIシ ンタ ヅクスル ールを導 入す る こ

とは妥 当であ り、将来 のUN/EDIFACTと の混用に よる国際化 に対 して も問題 ない こ と

が明確 にな った。

(2)物 流業 際EDI導 入 の効果

今年度 の運用 実験 では、輸送依頼だけをEDI化 しただ けであ り、極端 な言 い方をすれ

ば、単 に帳票 を電子 データに置 き換 えただけ とも言 える。 この程度 の変 更では、大 きな

効果 を期待す る方が無理 であるが、予想 よ りは大 きな効果が発生 してい る。その多 くは、

処理時 間の短縮 とい うよ りは伝達時間 の短縮 であ り、時間短縮 効果 が各方面 へ波及 して

いる よ うだ。 そ して、受発注 システム と連動 していれば、輸送 業者 の受取 る情報 の精度

が上 が り、結果 と して輸送効率 の向上に寄与す る可能性 が あることも明 らかにな った。

逆 に受発注 シス テム と連動 していない と、大幅 に効果 が減 少す ることもは っき りした。

(3)VAN間 接続 の確立

今年度 の運用 実験 で も時間短縮 に よる効果 が もっとも大 きい ことが判明 してい るが、

この効果 を享受 す るた めには、時 間短縮が可能 なシステ ム体系をEDIに 用 いる必要が あ

る。最新 のEDIで は、VANのEDIサ ー ビスを活用す るのが普通であ り、VAN間 接続 も

珍 しくな くな ってい る。

フ ァイル転送 を基本 テ クノ ロジー とす る現在 のEDIサ ー ビスで は、VAN間 接続 を活

用す る とVAN通 過 の時間(デ ィ レイ時間)が 増加 し、EDIに よる時間短縮 効果に水を差
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す可能性 がある。電子機器業 界では、早 くか らこの問題 に取 り組 んで電子機器業 界共通

ル ールを策定 し、VAN間 接続 の実績 を積 み上 げ て きて いた が 、今 回 の運 用 実験 に も

ベ ース と して採用 された。

その結果 、特に問題 もな く2時 間以 内の伝達時間が達成 され、物流業際EDIに も十 分

使用可能な ことが明確 にな った。産業情報化推進 セ ンターでは、 この電子機器業界 で構

築 されたVAN間 接続 ル ール を さ らに一 般 化 し、CII-EDIサ ー ビス(CII標 準 に よる

EDIサ ー ビスの総称)の 基本 ベ ース として取込む検討を別途行 っている。

(4)「 輸送依頼」以外へ の展開

今年度 は、初年度 とい うこ ともあ り、輸送依頼 に限定 して運用実験 を行 ったが、今後

は輸送 の予約、 ステータス照会 、運賃支払 いな ど物流業 際EDIの 対 象を拡大 しなけれ ば

な らない。

また、複数 の輸送業者 をつ ないで輸送 す る際に必要 とな る輸送業者 間 の継送 について

もEDIの 対象 とす る必要 があ る。 この継送 に係わ るEDIは 物流業際EDIで はな く、物流

EDIで あるが、 このEDIと 輸送依頼や ステー タス照会 な どの物流業際EDIと は密 接 な関

係に あるため、早期の実現 が要望 され る。

(5)中 小業者への拡大

物流業際EDIは 、物流効率化 に対 して有効で あることがは っき りして きたが、今後 中

小業者 に も普及 させ てい く必要 があ り、大 きな課題 となる。

大手企業 では、今 回の運用実験 を参考 に、独力で物流業際EDIの 導入を進めてい くと

考 え られ る。今後 、物流業際EDIの 標準 メ ッセージは、次 々にパ イ ロッ トモデルの成 果

として発表 され る うえに 、CIIト ラ ンス レー タ ーの製 品化 やVAN事 業 者 のCII-EDI

サ ービス も充実す るか らであ る。 これ らの基本 ツールを組 合 わ せ る こ とで、物 流 業 際

EDIの 構 築は今後容 易になる。

しか し中小企業 では、基本 ツールだけ では物流業際EDIを 構築 で きない。構築上 の ノ

ウハ ウが ない ことと、肝心の社 内の システ ム化 が遅れ てい るか らである。 さらに、本業

以外 の情報処理に専任担当者 を配置す る余裕 がない。輸送業者 は、中小業 者が多いので、

この問題 の解決 が大 きな課題 となろ う。

(6)物 流効率化 の問題

現段 階では、物流業 際EDIの モデルを確立す る ことに主眼 があ り、確立 され た物流 業

際EDIを 駆使 して物流の効率化を達成す るまでには至 っていない。 ここ当分の間は、 物

流業 際EDIの 構築上 のノ ウハ ウを蓄積す ることや物流業際EDIの 性 質を把握す る ことに
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全力を尽 くす こ とに なる。

しか し、われわれ の最終 目的 は物流業 際EDIで はな く、物流 の効率化の達成 にある。

したが って、 いずれ の 日にか物流 の効率化 を達成す るために、確立 された物 流業際EDI

を駆使す る方策 を検討 しなけれ ばならない。 このプ ロジ ェク トは、その ような、将来 の

大 きな可能性 を秘 めた開発 である。

5.4.2来 年度の実行計画

来年度 は、 トー タルな物流業 際EDIの 確立 を 目標に、各方面の拡大 を図る。

(1)1対1か らn対nへ

今年度 は、1対1形 態 の物流業 際EDIを 開発 した。来年度は、物流業際EDIの 一般 形

であるn対nの 物流業 際EDIを 開発 しなければな らない。

(2)対 象範 囲の拡大

今年度 は、輸送依頼業務(輸 送依頼情報)に 限定 したが、 この対象業務 を拡 大す る必

要 がある。

(3)対 象業種 の拡大

今年度 は、荷 主(メ ーカー)と 輸送業者が対象業種 で あったが、荷受人、商社 、倉庫

な ども加 える必要 が ある。

(4)標 準物流荷 札(バ ー コー ドラベルな ど)の 物理輸送 との連動

物理 的輸送 とEDIと の連動法を確立す る必要 がある。

(5)物 流EDIの 確立

効果的な物 流業際EDIを 構築す るために必要であ る。

(6)中 小企業対策

自身 では物 流業際EDIを 構築で きない中小企業に対す る対策を検討す る必要 があ る。

尚、平成5年 度 の通 商産業 省の プロジ ェク トで、『中小企業物流業 際EDIパ イ ロ ッ ト

モデルの調査研究 開発』 が別途企 画 されて いる。
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